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初動対応訓練等





初動対応訓練（2月6日実施）

島根県（午前）

シェイクアウト訓練

災害対策本部会議

SNS情報の収集・整理

関係機関との活動調整

県本部事務局全体での活動調整会議 関係機関間の活動調整(1) 関係機関間の活動調整(2)

住民広報文案の作成 一時移転の実施に向けた準備（１） 一時移転の実施に向けた準備（2）

原子力発電所の被害状況把握

収集情報の集約（資料化）

島根県（午後）

－写真 1－



初動対応訓練（2月6日実施）

松江市

出雲市

災害対策本部会議

災害対策本部会議

通報受信

一時移転の実施に向けた準備(2)

被害情報の集約被害情報の収集

一時移転の実施に向けた準備(1)

通報受信報告 関係機関への連絡 活動状況の記録(1)

活動状況の記録(2) 原子力防災システムを活用した情報伝達

－写真 2－



初動対応訓練（2月6日実施）

安来市

災害対策本部会議

地震発生に係る通報受信報告

放射性物質放出に係る情報発信手順確認

原子力防災システムを活用した情報伝達国から発出された要請文書の確認

放射性物質放出に係る通報受信

雲南市

災害対策本部会議

地震発生に係る通報受信 県からの問い合わせ対応 原子力防災システムを活用した情報収集

一時移転の準備状況に係る状況報告 災害対策本部会議開催準備指示

－写真 3－



緊急時モニタリング訓練（2月6日実施）

地震による被害状況の確認 可搬型モニタリングポスト設置地震による被害状況の集約

放射性物質放出後の屋外活動準備 放射能測定の前処理作業土壌の採取

初動対応訓練（2月6日実施）

2県6市テレビ会議

一時移転の準備に係る協議 原子力災害合同対策協議会

－写真 4－



避難措置等訓練





実動組織による避難措置訓練（10月9日実施）

船舶による海路避難（於：塩津漁港）

出港 避難退域時検査体験乗船

PAZ内学校等の緊急退避訓練（10月19日実施）

児童・生徒の引き渡し 緊急退避所への移動 児童・生徒の引き渡し

PAZ内学校等
緊急退避所

（於：松江市総合体育館）

河下港

病院の避難措置等訓練（11月9日実施）

鹿島病院

屋内退避準備 模擬入院患者の避難初動活動指示

－写真 5－



社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ、11月13日実施）

介護老人福祉施設ゆうなぎ苑

屋内退避準備(2) 模擬入所者の避難屋内退避準備(1)

住民の避難措置等訓練（11月16日実施）

松江市（大田市への広域避難）

警察による代替避難ルートへの誘導 避難経由所(2)避難経由所(1)

支所災害対策本部会議 バス避難者受付 模擬避難行動要支援者の避難

－写真 6－



住民の避難措置等訓練（11月16日実施）

松江市（大田市への広域避難）

避難所での受付 避難所運営協議 避難区画の設営体験

松江市（奥出雲町への広域避難）

避難経由所(1)

避難区画の設営体験避難所運営協議

避難経由所(3)避難経由所(2)

避難所での受付

支所災害対策本部会議 バス避難者受付 模擬避難行動要支援者の避難

－写真 7－



住民の避難措置等訓練（11月16日実施）

出雲市（避難退域時検査まで）

バス避難者の受付、
安定ヨウ素剤の緊急配布

バス乗車安定ヨウ素剤に関する説明

原子力防災学習会

安来市（岡山県美作市への広域避難）

指定避難所での屋内退避準備 バス避難者の受付 安定ヨウ素剤の緊急配布

避難経由所 防災展示（非常食、資機材） 避難所運営協議

－写真 8－



住民の避難措置等訓練（11月23日実施）

雲南市（広島県三原市への広域避難）

指定避難所での屋内退避準備

避難所運営協議避難所での受付

安定ヨウ素剤の緊急配布バス避難者の受付

避難経由所

避難区画の設営体験

－写真 9－



避難退域時検査訓練（11月16日実施）

中海ふれあい公園

湖陵総合公園 さくらおろち湖

避難退域時検査模擬展示（11月16、23日実施）

車両の指定箇所検査 車両の簡易除染（流水）車両の確認検査

検査済証交付住民の確認検査住民の指定箇所検査

たたらば壱番地

車両の指定箇所検査 車両の指定箇所検査 車両の指定箇所検査

－写真 10 －



住民広報訓練（11月16、23日実施）

島根県避難ルートマップによる広報

緊急速報メールによる広報

市公式LINEによる広報

Yahoo!防災速報による広報 民放及びケーブルテレビによる広報

日時：2024年11月16日 08時31分 日時：2024年11月23日 08時31分

タイトル：【訓練】避難指示 タイトル：【訓練】避難指示

本文：
【これは訓練です。参加者以外は実際に行
動する必要はありません。This is a 
Drill】
島根原発2号機事故が拡大し、国から以
下の地区に避難・安定ヨウ素剤服用の指
示がありました。
対象：松江市鹿島・生馬・古江・島根地区、
出雲市今市・高松・四絡・川跡地区、安来
市島田地区
その他地区は屋内退避を継続してくださ
い。
【これは訓練メールです。配信を終了しま
す。】

○原子力安全対策課 TEL 0852-22-
5668

本文：
【これは訓練です。参加者以外は実際に行
動する必要はありません。This is a 
Drill】
島根原発2号機事故が拡大し、国から以
下の地区に避難・安定ヨウ素剤服用の指
示がありました。
対象：雲南市木次地区
その他地区は屋内退避を継続してくださ
い。
【これは訓練メールです。配信を終了しま
す。】

○原子力安全対策課 TEL 0852-22-
5668

しまね防災メールによる広報

－写真 11 －



原子力災害医療訓練（11月16日実施）

島根県立中央病院

被ばく傷病者の受入準備 被ばく傷病者の受入(1) 被ばく傷病者の受入(2)

社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ、11月18日実施）

特別養護老人ホームやすぎの郷

収集情報等の記録 模擬入所者の避難初動活動指示

－写真 12 －
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令和６年度島根県原子力防災訓練実施要領 

１． 目的 

(1) 緊急時における防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業務 

関係者の防災技術の習熟を図る。 

(2) 住民・学校等の参加により、原子力災害発生時の避難対応力の向上を図ると 

ともに、原子力防災に対する理解の向上を図る。 

(3) 訓練を通じて、「島根地域の緊急時対応」の避難対策を確認するとともに、得 

られた成果や教訓事項をもとに改善を図ることで、防災対策の実効性を高める。 

２． 実施日 

(1) 避難措置等訓練 

令和６年１１月１６日（土）、２３日（土） 

(2) 初動対応訓練 

令和７年２月６日（木） 

３． 参加機関（順不同） 

  島根県、島根県警察本部、鳥取県、鳥取県警察本部、松江市、出雲市、安来市、

雲南市、米子市、境港市、国、自衛隊、海上保安庁、中国電力 他 

４． 訓練対象施設 

  中国電力（株）島根原子力発電所 

５． 実施場所 

  島根県庁、松江市役所、出雲市役所、安来市役所、雲南市役所、島根県原子力環

境センター、鳥取県庁、米子市役所、境港市役所、鳥取県衛生環境研究所、その

他関係機関、島根原子力発電所及び同周辺地域 

６． 重点項目 

地震災害との複合災害時における対応能力の向上 

・ 半島部における孤立発生を想定した巡視船艇を使用した住民避難 

・ 道路寸断を想定した代替避難ルートを使用した住民避難 

・ 自宅の損壊等を想定した指定避難所での屋内退避 

・ 地震対応と連携した初動対応等※ 

       ※県総合防災訓練（図上訓練）と一部合同で実施 

７． 訓練評価等 

  訓練の評価を第三者機関等に委託して実施する。 

  また、訓練参加者（住民を含む）に対するアンケートを実施する。 

８． 訓練の中止 

  災害の発生又は発生のおそれがある場合は、状況により訓練を中止する。 
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緊急速報（エリア）メール等による広報訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

原子力災害時における避難指示等を地域住民に迅速かつ正確に伝達すること

を目的として、緊急速報（エリア）メール等各種住民への広報手段を活用した情

報提供手段の手順確認を実施する。 

 

２．訓練日時 

令和６年１１月１６日（土）、２３日（土） 

令和７年 ２月 ６日（木） 

（緊急速報（エリア）メールは１１月１６日、２３日の８時 30分頃に発信） 

 

３．緊急速報（エリア）メール配信地域 

  松江市、出雲市、安来市、雲南市の市内全域 

 

４．訓練内容 

  事態進展に応じて、手順の確認や訓練広報を実施 

   広報手段 

島根県 
テレビ、ラジオ、島根県避難ルートマップ、防災メール、県ホームページ、

防災アプリ（Yahoo！防災速報）、ＳＮＳ 

松江市 

防災行政無線、松江市行政情報住民告知システム（おしらせ君）、 

防災メール、ケーブルテレビ、ＳＮＳ、防災アプリ（Yahoo！防災速報）、

広報車 等 

出雲市 
いずも防災メール、防災行政無線、ケーブルテレビＬ字放送、ＳＮＳ、 

防災アプリ（Yahoo！防災アプリ） 等 

安来市 
行政告知放送、ケーブルテレビテロップ放送、ＳＮＳ、 

防災アプリ（Yahoo！防災アプリ）、広報車 等 

雲南市 
安全安心メール、防災無線（屋外スピーカー、戸別受信機）、ＳＮＳ、 

ケーブルテレビ 等 
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住民の避難措置等訓練、避難退域時検査訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

１．目的 

   原子力災害発生時におけるＯＩＬ判断に基づく住民避難及び避難所等

の設置運営等の円滑な実施を図る。 

   また、ＵＰＺ住民の避難時に実施する避難退域時検査について、実施

機関の習熟を図るとともに、住民参加により避難の流れについての理解

向上を図る。 

２．訓練日時 

 令和６年１１月１６日（土）、２３日（土） 

３．参加機関 

島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南市、一般社団法人島根県診療 

放射線技師会、陸上自衛隊、中国電力（株） 他 

４．訓練内容 

(1) 住民の避難措置等訓練 

 避難訓練実施地区 避難退域時検査場所 避難先自治体 

松江市 

鹿島  大田市 

古江、生馬 湖陵総合公園（バス避難のみ） 大田市 

島根 さくらおろち湖（バス避難のみ） 奥出雲町 

出雲市 
今市、高松、四絡、
川跡 

湖陵総合公園  

安来市 島田 中海ふれあい公園 岡山県美作市 

雲南市 木次 道の駅たたらば壱番地 広島県三原市 

(2) 避難退域時検査訓練 

中海ふれあい公園において避難退域時検査場所を開設し、住民避難訓

練に合わせて、以下の検査を実施する。 

・ 車両検査及び簡易除染 

・ 住民等に対しての検査及び簡易除染 

・ 検査済証の交付 

また、動員する県職員に対して島根県原子力災害業務継続計画に基づ

き、理解の向上を図ることを目的として事前研修を実施する。 

５．その他 

避難先会場等において原子力防災学習会等を実施 

 

緊急速報（エリア）メール等による広報訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

原子力災害時における避難指示等を地域住民に迅速かつ正確に伝達すること

を目的として、緊急速報（エリア）メール等各種住民への広報手段を活用した情

報提供手段の手順確認を実施する。 

 

２．訓練日時 

令和６年１１月１６日（土）、２３日（土） 

令和７年 ２月 ６日（木） 

（緊急速報（エリア）メールは１１月１６日、２３日の８時 30分頃に発信） 

 

３．緊急速報（エリア）メール配信地域 

  松江市、出雲市、安来市、雲南市の市内全域 

 

４．訓練内容 

  事態進展に応じて、手順の確認や訓練広報を実施 

   広報手段 

島根県 
テレビ、ラジオ、島根県避難ルートマップ、防災メール、県ホームページ、

防災アプリ（Yahoo！防災速報）、ＳＮＳ 

松江市 

防災行政無線、松江市行政情報住民告知システム（おしらせ君）、 

防災メール、ケーブルテレビ、ＳＮＳ、防災アプリ（Yahoo！防災速報）、

広報車 等 

出雲市 
いずも防災メール、防災行政無線、ケーブルテレビＬ字放送、ＳＮＳ、 

防災アプリ（Yahoo！防災アプリ） 等 

安来市 
行政告知放送、ケーブルテレビテロップ放送、ＳＮＳ、 

防災アプリ（Yahoo！防災アプリ）、広報車 等 

雲南市 
安全安心メール、防災無線（屋外スピーカー、戸別受信機）、ＳＮＳ、 

ケーブルテレビ 等 
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学校等の避難措置等訓練実施要領 
（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 
１．目的 

原子力災害時における児童生徒の避難措置等が円滑に行われるよう、対応手順

の確認を行う。 
 
２．訓練日 

  令和６年１１月７日(木) 

 
３．訓練内容 

(1) 県立学校 

【ＰＡＺ（５km 圏内）、ＵＰＺ（30km 圏内）に立地している県立学校】 

① 県教委から訓練通報の受理  
② 各学校のマニュアルに基づき、児童生徒の所在確認、下校手順の確認、保護

者への通信手段の確認 
③ 県教委へ対応状況報告書を提出 

【上記以外に立地している県立学校】 
  ① 県教委から訓練通報の受理 

② 児童生徒の所在確認(30km 圏内活動中)、30km 圏内に居住する児童生徒の下

校手順の確認 
③ 県教委へ対応状況報告書を提出 
 

(2) 関係４市教育委員会 

松江市教育委員会、出雲市教育委員会、安来市教育委員会、雲南市教育委員会に

対して情報伝達訓練を実施する。 
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保育所等の避難措置等訓練実施要領 
（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 
１．目的 

原子力災害時における児童の避難措置等が円滑に行われるよう、対応手順の確

認を行う。 
 
２．訓練日 

  令和６年１１月７日（木）  

 
３．訓練内容 

(1) 私立幼稚園（ＵＰＺ内）、認可外保育施設（ＵＰＺ内（松江市除く）） 

① 各施設は県からの訓練通報を受理 
② 各施設はマニュアルに基づき、手順の確認等を実施 
③ 各施設は県へ対応状況報告書を提出 

 
(2) 関係４市保育担当課 

松江市、出雲市、安来市、雲南市の保育担当課に対して情報伝達訓練を実施する。 

学校等の避難措置等訓練実施要領 
（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 
１．目的 

原子力災害時における児童生徒の避難措置等が円滑に行われるよう、対応手順

の確認を行う。 
 
２．訓練日 

  令和６年１１月７日(木) 

 
３．訓練内容 

(1) 県立学校 

【ＰＡＺ（５km 圏内）、ＵＰＺ（30km 圏内）に立地している県立学校】 

① 県教委から訓練通報の受理  
② 各学校のマニュアルに基づき、児童生徒の所在確認、下校手順の確認、保護

者への通信手段の確認 
③ 県教委へ対応状況報告書を提出 

【上記以外に立地している県立学校】 
  ① 県教委から訓練通報の受理 

② 児童生徒の所在確認(30km 圏内活動中)、30km 圏内に居住する児童生徒の下

校手順の確認 
③ 県教委へ対応状況報告書を提出 
 

(2) 関係４市教育委員会 

松江市教育委員会、出雲市教育委員会、安来市教育委員会、雲南市教育委員会に

対して情報伝達訓練を実施する。 
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避難行動要支援者の避難措置等訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

病院及び社会福祉施設等における、原子力災害時の通信連絡手順、避 

難手順（屋内退避含む）等を確認し、入所者避難の円滑な実施を図る。 

 

２．訓練日 

(1)  社会福祉施設避難措置等訓練 

① 通信連絡訓練        令和６年１１月７日（木） 

② 避難措置訓練        令和６年１１月１３日（水）、１８日（月） 

 

(2)  病院避難措置等訓練 

① 通信連絡訓練        令和６年１１月７日（木） 

② 避難措置訓練        令和６年１１月９日（土） 

 

３．訓練内容等  

(1)  社会福祉施設避難措置等訓練 

  ① 通信連絡訓練 

〇 実施施設：県内の社会福祉施設 

〇 訓練内容：県内社会福祉施設に対する情報連絡を実施 

  ② 避難措置訓練 

〇 実施施設：介護老人福祉施設ゆうなぎ苑（令和６年１１月１３日（水） 

実施）、特別養護老人ホームやすぎの郷（令和６年１１月 

１８日（月）実施） 

〇 訓練内容： 

ア 屋内退避訓練 

避難計画を参考に、屋内退避の実施 

イ 避難誘導訓練 

車両による避難を想定した避難手順の確認 

     ウ 相互見学 

他の施設の管理者の方々の見学の受け入れ 
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(2) 病院避難措置等訓練 

① 通信連絡訓練 

〇 実施施設：県内の関係医療機関等 

〇 訓練内容：県内の関係医療機関等に対する情報連絡を実施 

② 避難措置訓練 

○ 実施施設：鹿島病院（松江市鹿島町） 

○ 訓練内容： 

     ア 入院患者避難調整訓練 

病院職員が入院患者情報を取りまとめ、県へ報告 

入院患者の転院先調整手順の確認 

イ 屋内退避訓練 

放射線防護装置の稼働や屋内退避に必要な備蓄品の確保に向け 

た対策を実施 

ウ 避難誘導訓練 

患者を病室から安全に避難車両へ誘導 

エ 相互見学 

   他の施設の管理者の方々の見学の受け入れ 
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原子力災害医療訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

原子力災害時に、原子力災害拠点病院による医療提供を円滑に実施する

ため、関係機関による対応等の訓練を実施する。 

 

２．訓練日 

   令和６年１１月１６日（土） 

 

３．場所 

   島根県立中央病院 

 

４．訓練内容等  

（１）汚染傷病者の救急車による搬送 

（２）汚染傷病者の線量測定、汚染創傷部位の除染等 

（３）鳥取県の原子力災害医療派遣チームの支援受入 

 

５．参加機関 

   島根県立中央病院、島根大学医学部附属病院 

鳥取県立中央病院、鳥取大学医学部附属病院 

   出雲市消防本部、島根県、鳥取県 

広島大学放射線災害医療総合支援センター（訓練評価者） 
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原子力災害医療訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

原子力災害時に、原子力災害拠点病院による医療提供を円滑に実施する

ため、関係機関による対応等の訓練を実施する。 

 

２．訓練日 

   令和６年１１月１６日（土） 

 

３．場所 

   島根県立中央病院 

 

４．訓練内容等  

（１）汚染傷病者の救急車による搬送 

（２）汚染傷病者の線量測定、汚染創傷部位の除染等 

（３）鳥取県の原子力災害医療派遣チームの支援受入 

 

５．参加機関 

   島根県立中央病院、島根大学医学部附属病院 

鳥取県立中央病院、鳥取大学医学部附属病院 

   出雲市消防本部、島根県、鳥取県 

広島大学放射線災害医療総合支援センター（訓練評価者） 

 

避難誘導、交通規制等措置訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 
 

１．目的 

原子力災害時における住民の避難等を円滑に実施するため 

 

２．実施日程 

  令和６年１１月１６日（土） 

 

３．参加機関 

  島根県警察本部、松江警察署、安来警察署、雲南警察署、出雲警察署 

 

４．実施場所 

避難訓練実施区域周辺、避難ルート、避難退域時検査会場等 

 

５．訓練内容 

（１）住民等の避難措置等訓練に併せて実施する内容 

  ア 避難誘導及び流入警戒活動 

避難ルート上の避難誘導ポイントに警察官を配置し、避難誘導等を行う。 

  イ 避難所等警戒員の配置 

    避難所、避難退域時検査会場等に警察官を配置し、警戒活動を行う。 

 

（２）独自に実施する内容 

  ア 避難・誘導システムの運用 

避難誘導ポイント上の主要交差点において避難・誘導システムの動作確認を

行う。 

  イ 停電時における信号機運用訓練 

避難誘導ポイント上の停電時対策用電源箱が設置された信号機の稼働訓練

等を行う。 

  ウ 交通情報板表示訓練（１１月２３日（土）にも実施） 

    島根原子力発電所 30ｋｍ圏内に設置している交通情報板に「原子力防災訓練

実施中」を表示する。 
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初動対応訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

島根県地域防災計画に盛り込んだ原子力災害発生時における防護措置の実施

にあたり、防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業務関係者

の防災技術の習熟を図る。 

特に今年度は、宍道断層を震源とする地震を想定した島根県総合防災訓練

（図上訓練）と一部合同で実施することで、自然災害対応と連携した初動対応

を確認し、複合災害時における対応能力の向上を図る。 

 

２．訓練日時 

  令和７年２月６日（木） 

 

３．訓練場所 

  島根県庁、松江市役所、出雲市役所、安来市役所、雲南市役所、鳥取県庁、 

米子市役所、境港市役所、中国電力(株)島根原子力発電所、その他関係機関 

 

４．参加機関（順不同） 

  島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米子市、境港市、自衛隊、 

中国電力(株)島根原子力発電所 他 

 

５．訓練内容 

(1) 緊急時通信連絡等 

複合災害時における国及び自治体等関係機関が連携した初動対応手順につい

て確認するとともに、併せて通信連絡訓練を行う。 

(2) 県・市災害対策本部の活動 

県、市において災害対策本部を設置するとともに、事態の進展に応じた活

動を行う。 
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緊急時モニタリング訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

原子力災害発生時の緊急時モニタリング体制が迅速に確立できるよう、異常事

態発生から施設敷地緊急事態に至るまでの間の初動対応及び放射性物質放出後の

モニタリング活動について、「島根県緊急時モニタリング計画」及び「島根県緊

急時モニタリング実施要領」に定める手順の確認・習熟を図る。 

 

２．訓練日時 

令和７年２月６日（木）８：４０～ 

 

３．参加機関 

島根県、中国電力 

 

４．実施場所 

島根県原子力環境センター 

 

５．訓練内容 

(1) 初動対応訓練 

① モニタリング要員参集時手順確認 

② 監視結果の報告手順確認 

③ 緊急時モニタリングセンター立上げ準備 

(2) モニタリング実動訓練 

① モニタリング活動指示書の内容検討及び作成 

② 要員の出動、帰還、汚染検査、被ばく管理等の手順確認 

③ 屋外モニタリング活動（ダスト・ヨウ素、土壌、葉菜等の試料採取） 

④ 走行サーベイ 

⑤ 環境試料放射能測定 

 

初動対応訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

 

１．目的 

島根県地域防災計画に盛り込んだ原子力災害発生時における防護措置の実施

にあたり、防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業務関係者

の防災技術の習熟を図る。 

特に今年度は、宍道断層を震源とする地震を想定した島根県総合防災訓練

（図上訓練）と一部合同で実施することで、自然災害対応と連携した初動対応

を確認し、複合災害時における対応能力の向上を図る。 

 

２．訓練日時 

  令和７年２月６日（木） 

 

３．訓練場所 

  島根県庁、松江市役所、出雲市役所、安来市役所、雲南市役所、鳥取県庁、 

米子市役所、境港市役所、中国電力(株)島根原子力発電所、その他関係機関 

 

４．参加機関（順不同） 

  島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米子市、境港市、自衛隊、 

中国電力(株)島根原子力発電所 他 

 

５．訓練内容 

(1) 緊急時通信連絡等 

複合災害時における国及び自治体等関係機関が連携した初動対応手順につい

て確認するとともに、併せて通信連絡訓練を行う。 

(2) 県・市災害対策本部の活動 

県、市において災害対策本部を設置するとともに、事態の進展に応じた活

動を行う。 
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実動組織による避難措置訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

１．目的 

「島根地域の緊急時対応」に位置づけられた事項に係る対応の手順確認を目

的として、実動組織の支援による海上での警戒広報活動や、海路避難について

の手順の確認を行う。 

 

２．訓練実施日 

  令和６年１０月９日（水） 

 

３．参加機関（順不同） 

  島根県、出雲市、海上保安庁 

 

４．訓練内容 

項目 場所 概要 

(1)情報連絡訓練 
島根県庁 
境海上保安部 

船舶避難に係る自治体と境海上
保安部の情報連絡（報告・要請）
の手順確認を実施 

(2)船舶警戒広報訓練 塩津漁港沖合 
海上保安庁の巡視船により、航行
している船舶（漁船等）に対する
退避広報等を実施 

(3)船舶避難訓練 塩津漁港 

海上保安庁の巡視船及び搭載艇
により、塩津漁港において船舶に
よる住民避難の手順確認を実施 
（出雲市塩津町住民９名参加） 
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実動組織による避難措置訓練実施要領 

（令和６年度島根県原子力防災訓練） 

１．目的 

「島根地域の緊急時対応」に位置づけられた事項に係る対応の手順確認を目

的として、実動組織の支援による海上での警戒広報活動や、海路避難について

の手順の確認を行う。 

 

２．訓練実施日 

  令和６年１０月９日（水） 

 

３．参加機関（順不同） 

  島根県、出雲市、海上保安庁 

 

４．訓練内容 

項目 場所 概要 

(1)情報連絡訓練 
島根県庁 
境海上保安部 

船舶避難に係る自治体と境海上
保安部の情報連絡（報告・要請）
の手順確認を実施 

(2)船舶警戒広報訓練 塩津漁港沖合 
海上保安庁の巡視船により、航行
している船舶（漁船等）に対する
退避広報等を実施 

(3)船舶避難訓練 塩津漁港 

海上保安庁の巡視船及び搭載艇
により、塩津漁港において船舶に
よる住民避難の手順確認を実施 
（出雲市塩津町住民９名参加） 

 

- 1 - 

令和６年度松江市原子力防災訓練 実施要領 

 

１ 目的 

松江市地域防災計画(原子力災害対策編）、松江市原子力災害広域避難計画等に 

基づき、原子力防災対策を円滑に実施できるよう、防災関係機関の連携、防災業務

関係者の防災技術の向上を図るとともに、地域住民の防災意識の高揚や防災対策に

関する理解促進を図る。 

 

２ 訓練概要 

（１）令和６年１１月１６日（土）実施訓練 

ＰＡＺ（島根原子力発電所から概ね５km 圏内）を含む地区を対象に、一時集

結所の運営、地区住民の広域避難、避難経由所・避難所の運営訓練等を実施す

る。 

 

１）実施場所 

松江市役所本庁、鹿島支所、島根支所、生馬公民館、古江公民館、大田市、

奥出雲町 等 

 

２）参加機関（順不同） 

鹿島自治連合会、島根地区自治会連合会、生馬地区町内会・自治会連合会、

古江地区自治協会、松江市消防団、山陰ケーブルビジョン(株)、中国電力(株)、

島根県、大田市、奥出雲町、松江市 等 

 

３）訓練項目及び内容 

① 地区住民の広域避難訓練 

島根原子力発電所の事故が全面緊急事態に進展し、ＰＡＺの地区（鹿島地

区、生馬地区の一部、古江地区の一部、島根地区の一部、）に避難指示が出た

ことを想定し、各地区住民を対象に、広域避難訓練を行う。 

また、島根原子力発電所から環境中へ大量の放射性物質が放出され、生馬

地区、古江地区、島根地区でのＯＩＬ２超過を確認後、一時移転指示が出たこ

とを想定し、各地区住民を対象に、広域避難訓練を行う。 

各地区の避難者は、自宅から自家用車又は自宅から一時集結所に参集し、

バスにより広域避難する。 
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地区 
参加予定 
住民数 

一時集結所 
避難退域時 
検査場所 

避難先 
自治体 

鹿島 146 名 鹿島文化ホール － 大田市 

生馬 31 名 
島根県立 

清心養護学校 
湖陵総合公園 大田市 

古江 45 名 
松江市立 
湖北中学校 

湖陵総合公園 大田市 

島根 38 名 島根公民館 
さくらおろち湖

周辺 
奥出雲町 

 

各地区の住民及び松江市消防団並びに支所（地区）災害対策本部員の参加

により、災害対策本部会議、住民への広報活動、一時集結所運営を行う。 

 

② 広報活動訓練 

市が持つ複数の広報媒体を活用し、災害発生時や避難指示等の実施時にお

いて、住民への迅速かつ的確な情報伝達を行う。 

 

・防災行政無線（同報系） ・広報車 ・松江市行政情報告知ｼｽﾃﾑ(おしらせ君) 

・防災メール ・松江市 HP ・松江市防災情報 X(旧 Twitter) 

・松江市公式 LINE ・外国人向け Facebook ・緊急速報（ｴﾘｱ）ﾒｰﾙ 

・ケーブルテレビ ・YouTube ・Yahoo!防災速報 

※事前広報については、上記広報手段のうち複数を用いて行う。 

 

（２）令和７年２月６日（木）実施訓練 

２県６市の合同訓練として、大規模な地震の発生と原子力発電所の事故との

複合災害時における初動対応訓練や災害対策本部設置運営訓練を実施する。 

 

１）実施場所 

松江市役所本庁、支所、公民館、市立学校、幼稚（保）園、保育所（園）、島

根原子力発電所 等 

 

２）参加機関（順不同） 

市立学校、幼稚（保）園、保育所（園）、松江市消防団、公民館、松江市町内

会・自治会連合会、観光協会、中国電力(株)、原子力規制委員会原子力規制

庁島根原子力規制事務所、島根県、松江市 等 

 

３）訓練項目及び内容 

① 初動対応訓練 

以下の事象を想定し、発電所から原子力災害対策指針等に基づく連絡や、
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国からの警戒事態発生に伴う要請等を受け、関係箇所（市内部、国、県、島

根原子力発電所等）への各段階に応じた通信連絡等を行う。 

・島根半島を震源とする震度 7の地震が発生し、島根原子力発電所が警戒事

態に至った事象 

・島根原子力発電所から環境中へ大量の放射性物質が放出され、ＯＩＬ２該

当地区が生じた事象 

 

② 災害対策本部設置運営訓練 

本庁での災害対策本部の設置や、各段階においてとるべき措置等の検討を

行う。 

 

③ 関係機関等への情報伝達訓練 

市から市内全域の関係施設等へ、IP 無線機、ＦＡＸ、メール等を活用した

情報伝達訓練を実施する。 

○ 学校（全市立学校） 

○ 幼保施設（全市立幼稚園他、全市立保育所（園）他） 

○ 公民館 

○ 松江市町内会・自治会連合会 

○ 観光協会、市所管観光施設 

○ 松江市消防団 ほか 

 

（３）令和６年１０月１９日（土）実施訓練（市独自）【実施済み】 

ＰＡＺ（島根原子力発電所から概ね５ｋｍ圏内）の市立幼稚園・小学校・中

学校（以下、「学校等」という。）を対象として、松江市原子力災害広域避難計

画に基づく、緊急退避措置の手順の確認・検証を実施する。 

 

１）実施場所 

松江市役所本庁、鹿島中学校、恵曇小学校、佐太小学校、鹿島東小学校、生

馬小学校、佐太幼稚園、講武幼稚園、松江市総合体育館 

 

   ２）参加機関（順不同） 

ＰＡＺ内市立幼稚園・小学校・中学校、松江市、松江市教育委員会、（公財）

松江市スポーツ・文化振興財団（松江市総合体育館） 

 

３）訓練項目及び内容 

① ＰＡＺ内学校等の緊急退避訓練 

ＰＡＺ内の学校等が施設内で授業等を行っている時間において、島根原
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子力発電所で事故が発生したと想定し、以下の訓練を実施。 

〇 学校等への情報伝達訓練（警戒事態、施設敷地緊急事態） 

〇 施設内での児童・生徒の保護者への引渡し訓練 

〇 緊急退避所への緊急退避訓練 

〇 緊急退避所での園児・児童・生徒の保護者への引渡し訓練 

区分 参加学校等 

中学校 鹿島中学校 

小学校 

恵曇小学校 

佐太小学校 

鹿島東小学校 

生馬小学校 

幼稚園 
佐太幼稚園 

講武幼稚園 

 

３ 訓練の中止 

災害の発生又は発生のおそれがある場合は、状況により訓練を中止する。 
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1 
 

令和６年度 出雲市原子力防災訓練実施要領 

 

１．目 的 

出雲市地域防災計画（原子力災害対策編）、原子力災害に備えた出雲市広域避難

計画等に基づき、原子力防災対策が円滑に実施できるよう、訓練を通して防災関係

機関相互の連携強化及び職員の災害対応力の向上を図るとともに、市民の原子力防

災に対する理解を促進します。 

 

２．訓練内容等 

①避難措置等訓練 

日  時 令和６年１１月１６日(土)８：３０～１２：００ 

実施場所 

今市、高松、四絡、川跡地区のコミュニティセンター（一時集結所） 

湖陵総合公園（避難退域時検査場所） 

湖陵コミュニティセンター（原子力防災学習会会場） 

訓練内容 

⑴住民避難訓練 

地震災害による被災に伴い、指定避難所に避難している際に、原子

力災害が発生し全面緊急事態となり、その後ＵＰＺ（島根原子力発電

所から概ね５～３０km圏内）の一部地区に一時移転指示が出たとの想

定で住民避難訓練を実施します。 

訓練では、一時集結所から避難退域時検査場所に至るまでの対応手

順を確認するとともに、原子力防災学習会を開催し、市民の原子力防

災に対する理解を促進します。 

≪参加地区≫ 

今市、高松、四絡、川跡地区 

≪参加者≫ 

約７０名（１地区あたり中型バス１台使用） 

≪避難の流れ≫ 

  避難者は、地震発生により自宅から指定避難所（一時集結所）に

避難し、その後の原子力災害発生に伴い、屋内退避を経て、安定ヨ

ウ素剤を受領し、バスにより広域避難（避難退域時検査場所まで）

します。 

 

⑵広報活動訓練 

緊急速報（エリア）メール、いずも防災メール、防災行政無線な

ど複数の広報手段により一時移転指示に関する情報発信を行い、住

民広報の手順を確認します。 

≪広報手段≫ 

・緊急速報（エリア）メール 

・いずも防災メール 

・防災行政無線 

－ 17 －



2 
 

・出雲ケーブルビジョンＬ字放送 

・ひらたＣＡＴＶ音声告知端末 

・市ホームページ（出雲市防災情報サイト） 

・ＳＮＳ（フェイスブック（多言語含む）、Ｘ等） 

・Yahoo!防災アプリ 

 

⑶安定ヨウ素剤緊急配布訓練 

一時集結所における安定ヨウ素剤緊急配布の手順を確認します。 
 

②初動対応等訓練 

日  時 令和７年２月６日(木) ９：００～１６：４５ 

実施場所 出雲市役所本庁舎 ほか 

訓練内容 

⑴初動対応訓練 

 島根原子力発電所からの安全協定等に基づく連絡、国・県等から

のＦＡＸ及び電話による情報連絡を受け、トラブル発生以降の対応

手順の確認を行います。 

 

⑵関係機関等への情報伝達訓練 

 緊急時の通信連絡手順を確認するため、市から関係機関や観光施

設等へ、ＦＡＸ、メール等を活用した情報伝達訓練を実施します。

また、出雲観光協会は協会各会員へ、出雲ホテル連絡協議会は協議

会各会員へ、それぞれメールによる情報伝達訓練を実施します。 

○ 出雲市消防本部 

○ 出雲警察署 

○ 地区災害対策本部（全４３地区コミュニティセンター） 

○ 市所管観光施設、出雲観光協会、出雲ホテル連絡協議会 

 

⑶災害対策本部設置運営訓練 

 事態の進展に伴い、市災害対策本部会議を開催し、災害関連情報の

共有、市の対応を検討するなどの訓練を実施します。本部会議開催に

あたっては、職員参集メールを活用し、要員参集訓練を実施します。 

 

⑷ＴＶ会議システムによる情報共有訓練 

 内閣府、原子力規制庁（ＥＲＣ）、島根県、鳥取県、島根県原子力

防災センター（島根オフサイトセンター）及び関係市とＴＶ会議シス

テムを使用した「原子力災害合同対策協議会」を開催し、情報共有訓

練を実施します。 
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令令和和６６年年度度  安安来来市市原原子子力力防防災災訓訓練練実実施施要要領領 

 

１１．．目目的的 

  安来市地域防災計画（原子力災害対策編）及び安来市広域避難計画等に基づく原子力防災対策を

円滑に実施できるよう、防災関係機関の連携及び防災業務関係者の防災技術の習熟を図るとともに、

原子力防災に対する地域住民の理解促進を図る。 

また、訓練を通して得られた成果や教訓事項をもとに各種計画を見直し、避難のさらなる実効性

向上を図る。 

 

２２．．実実施施日日・・訓訓練練項項目目 

 避難措置等訓練 初動対応訓練 

実施日 令和６年１１月１６日（土） 令和７年２月６日（木） 

実施場所 

・島田交流センター（指定避難所） 
・島田小学校（一時集結所） 
・中海ふれあい公園（避難退域時検査場所）  
・岡山県美作市（避難経由所、避難所） 

・安来市役所（市災害対策本部） 

訓練項目 

①広報活動訓練 
②屋内退避訓練 
③住民避難訓練 
・一時集結所への参集 
・安定ヨウ素剤の緊急配布 
・避難退域時検査 
・美作市の避難経由所及び避難所への 
広域避難 

④初動対応訓練 
⑤災害対策本部設置運営訓練 
⑥関係機関等への情報伝達訓練 

 

３３．．参参加加機機関関 

島根県、安来市、岡山県美作市、安来警察署、安来市消防本部、安来市消防団、中国電力(株)、 

島田地区自治会、島田地区自主防災会 等 
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①①広広報報活活動動訓訓練練実実施施要要領領  
（（令令和和６６年年度度安安来来市市原原子子力力防防災災訓訓練練）） 

  

１１．．目目的的  

   原子力災害時における屋内退避や一時移転等を地域住民に迅速かつ正確に伝達することを目的 

  として、緊急速報（エリア）メール、行政告知放送、ＳＮＳなどの複数の媒体を活用した情報伝 

達手段の手順確認を実施する。 

 

２２．．訓訓練練内内容容 

   住民に対する一時移転指示等の訓練配信及び広報手段の手順確認  

   （１）緊急速報（エリア）メールの配信  

      安来市内の住民、滞在者の携帯電話またはスマートフォンに緊急速報（エリア）メールを訓  

      練配信する。  

   （２）行政告知端末への放送  

   （３）市ホームページへの掲載  

   （４）ケーブルテレビのテロップ放送  

   （５）Yahoo!防災アプリによる情報発信  

   （６）ＳＮＳ（フェイスブック、Ｘ、ＬＩＮＥ）による情報発信  

   （７）市広報車による広報  
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①①広広報報活活動動訓訓練練実実施施要要領領  
（（令令和和６６年年度度安安来来市市原原子子力力防防災災訓訓練練）） 

  

１１．．目目的的  

   原子力災害時における屋内退避や一時移転等を地域住民に迅速かつ正確に伝達することを目的 

  として、緊急速報（エリア）メール、行政告知放送、ＳＮＳなどの複数の媒体を活用した情報伝 

達手段の手順確認を実施する。 

 

２２．．訓訓練練内内容容 

   住民に対する一時移転指示等の訓練配信及び広報手段の手順確認  

   （１）緊急速報（エリア）メールの配信  

      安来市内の住民、滞在者の携帯電話またはスマートフォンに緊急速報（エリア）メールを訓  

      練配信する。  

   （２）行政告知端末への放送  

   （３）市ホームページへの掲載  

   （４）ケーブルテレビのテロップ放送  

   （５）Yahoo!防災アプリによる情報発信  

   （６）ＳＮＳ（フェイスブック、Ｘ、ＬＩＮＥ）による情報発信  

   （７）市広報車による広報  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 3 - 
 

②②屋屋内内退退避避訓訓練練実実施施要要領領  
（（令令和和６６年年度度安安来来市市原原子子力力防防災災訓訓練練））  

  

１１．．目目的的  

   地震の発生により家屋倒壊の恐れがあることから、自宅での屋内退避ができない住民が指定避 

  難所へ避難している想定で屋内退避訓練を実施し、屋内退避に関する住民の理解促進を図るとと 

もに職員の災害対応力の向上を図る。 

 

２２．．訓訓練練日日時時  

令和６年１１月１６日（土）８：００～８：３０  

 

３３．．参参加加地地区区  

島田地区（参加者 約１０名）  

 

４４．．実実施施場場所所  

   島田交流センター 

 

５５．．訓訓練練内内容容  

  （１）屋内退避に関する説明 

     屋内退避のタイミングや情報伝達手段、実施内容などについて参加住民に対して説明する。 

  （２）外気の遮断など屋内退避に関する防護措置の実施 

     外気が入らないように窓やドアを閉める、換気扇を止めるなどの行動を確認する。 

  （３）避難所資機材の設置 

     市が開設する避難所で使用する段ボールベッドやパーティションを設置する。 

  （４）一時移転指示に伴う住民の避難誘導 

     一時移転指示の発令に伴い、職員による住民の避難誘導を実施する。 
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③③住住民民避避難難訓訓練練実実施施要要領領  
（（令令和和６６年年度度安安来来市市原原子子力力防防災災訓訓練練）） 

  

１１．．目目的的  

   島根原子力発電所から放射性物質が放出され、島田地区に対して一時移転指示が出されたこと 

を想定した住民参加による広域避難訓練を実施することで、一時集結所への参集から安定ヨウ素 

剤の緊急配布、避難退域時検査、避難経由所及び避難所における避難手順の確認を行う。 

 

２２．．訓訓練練日日時時 

令和６年１１月１６日（土）８：３０～１７：００ 

 

３３．．参参加加地地区区 

   島田地区（大型バス１台、自家用車３台） 約３５名  

  

４４．．広広域域避避難難先先  

   岡山県美作市 

 

５５．．訓訓練練内内容容 

  （１）一時集結所運営訓練（島田小学校）  

     避難住民の受付や避難ルートの説明、バス避難者の名簿作成などの手順を確認する。  

  （２）安定ヨウ素剤緊急配布訓練（島田小学校）  

     一時集結所における安定ヨウ素剤の配布手順を確認する。  

  （３）避難退域時検査訓練（中海ふれあい公園）  

     避難ルート上に開設される退域時検査場所において、島根県が実施する避難退域時検査（車  

両検査等）に参加する。  

  （４）避難経由所訓練（美作市）  

     美作市に開設される避難経由所において、車両誘導や検査済証の確認、避難所の案内など、  

対応手順の確認を行う。  

  （５）避難所運営訓練（美作市）  

     広域避難所として開設した施設における避難住民の受付手順確認や避難スペースの設置、  

避難所運営協議などを実施する。  

  （６）原子力防災学習会（美作市）  

     原子力防災に関する学習会を開催する。  
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③③住住民民避避難難訓訓練練実実施施要要領領  
（（令令和和６６年年度度安安来来市市原原子子力力防防災災訓訓練練）） 

  

１１．．目目的的  

   島根原子力発電所から放射性物質が放出され、島田地区に対して一時移転指示が出されたこと 

を想定した住民参加による広域避難訓練を実施することで、一時集結所への参集から安定ヨウ素 

剤の緊急配布、避難退域時検査、避難経由所及び避難所における避難手順の確認を行う。 

 

２２．．訓訓練練日日時時 

令和６年１１月１６日（土）８：３０～１７：００ 

 

３３．．参参加加地地区区 

   島田地区（大型バス１台、自家用車３台） 約３５名  

  

４４．．広広域域避避難難先先  

   岡山県美作市 

 

５５．．訓訓練練内内容容 

  （１）一時集結所運営訓練（島田小学校）  

     避難住民の受付や避難ルートの説明、バス避難者の名簿作成などの手順を確認する。  

  （２）安定ヨウ素剤緊急配布訓練（島田小学校）  

     一時集結所における安定ヨウ素剤の配布手順を確認する。  

  （３）避難退域時検査訓練（中海ふれあい公園）  

     避難ルート上に開設される退域時検査場所において、島根県が実施する避難退域時検査（車  

両検査等）に参加する。  

  （４）避難経由所訓練（美作市）  

     美作市に開設される避難経由所において、車両誘導や検査済証の確認、避難所の案内など、  

対応手順の確認を行う。  

  （５）避難所運営訓練（美作市）  

     広域避難所として開設した施設における避難住民の受付手順確認や避難スペースの設置、  

避難所運営協議などを実施する。  

  （６）原子力防災学習会（美作市）  

     原子力防災に関する学習会を開催する。  
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④④初初動動対対応応訓訓練練実実施施要要領領  

⑤⑤災災害害対対策策本本部部設設置置運運営営訓訓練練実実施施要要領領  

⑥⑥関関係係機機関関等等へへのの情情報報伝伝達達訓訓練練  
（（令令和和６６年年度度安安来来市市原原子子力力防防災災訓訓練練））  

  

１１．．目目的的  

   原子力災害時における防護措置の実施にあたり、防災関係機関相互の連携による防災対策の確 

立及び防災業務関係者の防災技術の習熟を図る。 

 

２２．．訓訓練練日日  

令和７年２月６日（木） 

 

３３．．訓訓練練内内容容 

  （１）初動対応訓練  

     安全協定に基づく島根原子力発電所からの情報連絡や、国、県等からのＦＡＸ、電話及び  

原子力防災ネットワークシステムによる情報連絡に基づく事態進展に応じた対応手順を確 

認するとともに、関係機関に対しての情報伝達訓練を実施する。 

 

  （２）災害対策本部設置運営訓練 

     市災害対策本部会議を開催し、事態の進展に伴う市の対応を検討するとともに、災害関連情報 

の共有を図る。なお、会議の開催にあたっては、災害対策本部員のほか安来警察署、消防本部か 

らも出席し、関係機関相互の情報共有を図る。 

 

  （３）関係機関等への情報伝達訓練 

     学校、幼保施設、市所管観光施設、消防団などに対して、事態の進展に伴う情報伝達訓練を実 

施し、原子力災害時における児童、園児、一時滞在者などの安全確保を図る。 
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令令和和６６年年度度  雲雲南南市市原原子子力力防防災災訓訓練練実実施施要要領領 

 

１１．．目目的的 

島根県及び雲南市地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、国をはじめ

防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業務関係者の防災技

術の習熟を図る。 

住民・学校等の参加により、島根県及び雲南市広域避難計画の検証及び原子

力災害発生時の避難対応力の向上を図るとともに、県外（広島県三原市）への

広域避難訓練を実施し、原子力防災学習会（住民向け）を開催し原子力防災に

対する理解の向上を図る。 

  

２２．．訓訓練練日日時時  

（１）令和６年１１月２３日（土）８：３０～１３：４０ 

住民の避難措置等訓練、広報活動訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練、 

避難退域時検査、原子力防災学習会 

（２）令和７年２月６日（木）８：３０～１６：３０ 

初動対応訓練、雲南市災害対策本部運営訓練 

    

３３．．訓訓練練内内容容  

 (１)広報活動訓練  

  原子力災害発生時に地域住民へ迅速かつ正確な情報伝達を行うため、緊急速

報（エリア）メール、デジタル防災無線（屋外スピーカー、戸別受信機）、安

全安心メール、ＳＮＳ、ケーブルテレビなど多数の媒体を活用した広報訓練を

実施する。 

 

(２)住民の避難措置等訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練、避難退域時検査訓練、

原子力防災学習会 

原子力災害発生時における運用上の介入レベル（ＯＩＬ）判断に基づく住民

避難の円滑な実施を図る。 

住民の避難措置等訓練において、緊急速報（エリア）メールを活用し住民広

報を実施する。また、デジタル防災無線等を活用し避難情報の伝達訓練を行う。 

地震による建物損壊の影響で自宅での屋内退避が困難な場合を想定し、避難
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令令和和６６年年度度  雲雲南南市市原原子子力力防防災災訓訓練練実実施施要要領領 

 

１１．．目目的的 

島根県及び雲南市地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、国をはじめ

防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業務関係者の防災技

術の習熟を図る。 

住民・学校等の参加により、島根県及び雲南市広域避難計画の検証及び原子

力災害発生時の避難対応力の向上を図るとともに、県外（広島県三原市）への

広域避難訓練を実施し、原子力防災学習会（住民向け）を開催し原子力防災に

対する理解の向上を図る。 

  

２２．．訓訓練練日日時時  

（１）令和６年１１月２３日（土）８：３０～１３：４０ 

住民の避難措置等訓練、広報活動訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練、 

避難退域時検査、原子力防災学習会 

（２）令和７年２月６日（木）８：３０～１６：３０ 

初動対応訓練、雲南市災害対策本部運営訓練 

    

３３．．訓訓練練内内容容  

 (１)広報活動訓練  

  原子力災害発生時に地域住民へ迅速かつ正確な情報伝達を行うため、緊急速

報（エリア）メール、デジタル防災無線（屋外スピーカー、戸別受信機）、安

全安心メール、ＳＮＳ、ケーブルテレビなど多数の媒体を活用した広報訓練を

実施する。 

 

(２)住民の避難措置等訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練、避難退域時検査訓練、

原子力防災学習会 

原子力災害発生時における運用上の介入レベル（ＯＩＬ）判断に基づく住民

避難の円滑な実施を図る。 

住民の避難措置等訓練において、緊急速報（エリア）メールを活用し住民広

報を実施する。また、デジタル防災無線等を活用し避難情報の伝達訓練を行う。 

地震による建物損壊の影響で自宅での屋内退避が困難な場合を想定し、避難

 
 

所（一時集結所）での屋内退避訓練を行う。 

一時集結所において、安定ヨウ素剤緊急配布訓練を実施し手順の確認を行う。 

避難退域時検査場となる「道の駅たたらば壱番地」に移動の後、島根県が実

施する避難退域時検査に参加し、会場レイアウトや人員体制を確認する。 

避難退域時検査の終了後、避難経由所（広島県三原市）に移動し、その後避

難所（広島県三原市）にて地区避難先災害対策本部運営訓練を実施する。その

後、避難先自治体の市勢説明を受けた後、原子力防災学習会を開催し訓練参加

者（住民）の原子力防災に対する理解の向上を図る。 

 

(３)原子力防災初動対応訓練 

①初動対応訓練（通信連絡訓練） 

事故発生以降の国及び自治体等関係機関が連携した初動対応手順につい

て確認するとともに、通信連絡訓練を行う。 

②雲南市災害対策本部運営訓練 

ア 災害対策本部の設置、情報伝達訓練 

イ 災害対策本部会議 

事態の進展に伴い災害対策本部会議を開催し対応力の向上を図る。災害

対策本部会議に、雲南警察署、雲南消防本部及び雲南市消防団も訓練参加

する。 
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広広報報活活動動訓訓練練実実施施要要領領  

（（令令和和６６年年度度  雲雲南南市市原原子子力力防防災災訓訓練練）） 

  

１１．．目目的的  

原子力災害時における屋内退避、一時移転等を地域住民に迅速かつ正確に

伝達することを目的として、緊急速報（エリア）メール、デジタル防災無線

（屋外スピーカー、戸別受信機）、安全安心メール、ＳＮＳ、ケーブルテレ

ビ等、多数の媒体を活用した広報訓練を実施する。 

 

２２．．訓訓練練日日時時  

  （１）一時移転等指示の広報訓練 

令和６年１１月２３日（土） ８：３０～９：００頃   

 

３３．．  訓訓練練内内容容  

（１）緊急速報（エリア）メール、市登録制メール（雲南市安全安心メール）

による広報訓練 

雲南市内の住民、滞在者のうち携帯電話・スマートフォン利用者へ、

緊急速報（エリア）メールを訓練配信する。 

雲南市安全安心メール登録者に対し、同メールを訓練配信する。 

（２）防災無線による広報訓練 

防災無線（屋外スピーカー、戸別受信機）による広報活動訓練を行

う。 

（３）その他の媒体による広報訓練 

雲南市公式アプリ、ケーブルテレビ等による広報活動訓練を行う。 
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広広報報活活動動訓訓練練実実施施要要領領  

（（令令和和６６年年度度  雲雲南南市市原原子子力力防防災災訓訓練練）） 

  

１１．．目目的的  

原子力災害時における屋内退避、一時移転等を地域住民に迅速かつ正確に

伝達することを目的として、緊急速報（エリア）メール、デジタル防災無線

（屋外スピーカー、戸別受信機）、安全安心メール、ＳＮＳ、ケーブルテレ

ビ等、多数の媒体を活用した広報訓練を実施する。 

 

２２．．訓訓練練日日時時  

  （１）一時移転等指示の広報訓練 

令和６年１１月２３日（土） ８：３０～９：００頃   

 

３３．．  訓訓練練内内容容  

（１）緊急速報（エリア）メール、市登録制メール（雲南市安全安心メール）

による広報訓練 

雲南市内の住民、滞在者のうち携帯電話・スマートフォン利用者へ、

緊急速報（エリア）メールを訓練配信する。 

雲南市安全安心メール登録者に対し、同メールを訓練配信する。 

（２）防災無線による広報訓練 

防災無線（屋外スピーカー、戸別受信機）による広報活動訓練を行

う。 

（３）その他の媒体による広報訓練 

雲南市公式アプリ、ケーブルテレビ等による広報活動訓練を行う。 

 
 

 住住民民のの避避難難措措置置等等訓訓練練、、安安定定ヨヨウウ素素剤剤緊緊急急配配布布訓訓練練、、  

避避難難退退域域時時検検査査訓訓練練実実施施要要領領  

（（令令和和６６年年度度  雲雲南南市市原原子子力力防防災災訓訓練練））  

  

１１．．目目的的  

（１）住民避難訓練（県外避難）及び情報伝達訓練 

広域避難先自治体である広島県三原市及び関係機関の協力のもと、避難対

象地区住民の参加による緊急時における広域的な住民避難訓練を実施し、一

時集結所、避難退域時検査場、避難経由所、避難所までの誘導及び避難手順

の確認を行う。 

（２）安定ヨウ素剤の緊急配布訓練 

一時集結所での安定ヨウ素剤配布及び説明等の手順の確認を行う。 

  

２２．．訓訓練練日日時時  

 令和６年１１月２３日（土） ８：３０～１３：４０ 

 

３３．．訓訓練練参参加加地地区区  

  雲南市木次町 木次地区（中型バス２台） 約３０名 

   

４４．．広広域域避避難難先先  

広島県三原市 

 

５５．．訓訓練練内内容容  

（１）住民への避難指示等伝達訓練  

緊急速報（エリア）メール、雲南市安全安心メール、デジタル防災無線（大

東町内）などにより、住民へ避難指示等の情報の伝達訓練を行う。 

（２）安定ヨウ素剤緊急配布訓練 

一時集結所において、安定ヨウ素剤緊急配布訓練を実施し手順の確認を行

う。 

（３）住民の避難措置等訓練 

バスによる広域避難先（広島県三原市）への避難訓練を実施する。 

（４）避難退域時検査 
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３０ｋｍ圏外への避難ルート上に開設される避難退域時検査場所（道の駅

たたらば壱番地）において、住民避難訓練に合わせて、島根県が実施する避

難退域時検査（車両検査等）に参加する。 

（５）地区避難先災害対策本部運営訓練 

避難経由所（広島県三原市）通過後、避難所（広島県三原市）にて地区避

難先災害対策本部運営訓練を実施する。 

（６）原子力防災学習会 

地区避難先災害対策本部運営訓練後、避難所において開催する。 
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３０ｋｍ圏外への避難ルート上に開設される避難退域時検査場所（道の駅

たたらば壱番地）において、住民避難訓練に合わせて、島根県が実施する避

難退域時検査（車両検査等）に参加する。 

（５）地区避難先災害対策本部運営訓練 

避難経由所（広島県三原市）通過後、避難所（広島県三原市）にて地区避

難先災害対策本部運営訓練を実施する。 

（６）原子力防災学習会 

地区避難先災害対策本部運営訓練後、避難所において開催する。 

 

 

 

  
  
  
  

Ⅱ 訓 練 資 料 等 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
  
  
 





時刻 通報・会議等 イベント 場所

 ２/６
　① 9:00 島根県東部において最大震度７の地震が発生 シェイクアウト訓練

　② 9:05 警戒事態該当事象発生通報 課長より対応指示 原子力安全対策課内
（ＡＬ：松江市で震度６弱以上の地震を観測） （状況確認等）

　③ 9:10 部内対応方針協議 部長より対応指示 602会議室
（状況確認等）

　④ 15:40 原子力災害合同対策協議会 一時移転指示の共有 防災センター室（ＴＶ会議）

各自治体の対応状況を報告
＜知事出席＞

令和６年度島根県原子力防災訓練（初動対応訓練）イベントリスト

原子力安全対策課内ほか各執務
室
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警戒事態該当事象発生連絡 
（ 第 １ 報 ）

２０２５年 ２月 ６日 

原子力規制委員会 

島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長 

鳥取県知事、米子市長、境港市長  殿 

連絡者名  

連 絡 先 

警戒事態該当事象の発生について、原子力災害対策指針に基づき連絡します。 

原子力事業所の名称

及び場所 

中国電力株式会社 島根原子力発電所 

島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

警戒事態該当事象の

発生箇所 
島根原子力発電所第 １，２，３号機 

警戒事態該当事象の

発生時刻 
２０２５年 ２月 ６日１４時００分（２４時間表示） 

発
生
し
た
警
戒
事
態
該
当
事
象
の
概
要

警戒事態該当事象の

種類 

□ＡＬ１１ 原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ

□ＡＬ２１ 原子炉冷却材の漏えい

□ＡＬ２２ 原子炉給水機能の喪失

□ＡＬ２３ 原子炉除熱機能の一部喪失

□ＡＬ２５ 非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ

□ＡＬ２９ 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失

□ＡＬ３０ 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ

□ＡＬ４２ 単一障壁の喪失又は喪失のおそれ

□ＡＬ５１ 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ

□ＡＬ５２ 所内外通信連絡機能の一部喪失

□ＡＬ５３ 重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ

■外的な事象による原子力施設への影響

（■地震の発生、□大津波警報の発表、□設計基準を超える外部事象、

□その他委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合、

□オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等の発生）

想定される原因 故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他（ ） 

検出された放射線量

の状況、検出された

放射性物質の状況、

主な施設・設備の状

態等 

原子炉の運転状態 

発生前（運転中、起動操作中、停止操作中、停止中、廃止措置中、建設中） 

発生後（状態継続、停止操作中、停止、停止失敗） 

ＥＣＣＳの作動状態 

作動なし、作動あり（自動、手動）、作動失敗 

排気筒モニタの指示値 

確認中、変化無し、変化有り（   ｓ－１ → ｓ－１） 

モニタリングポストの指示値

確認中、変化無し、変化有り（最大値：  μGy/h → μGy/h、No.   ） 

その他 

その他警戒事態該当

事象の把握に参考と

なる情報 

14:00 
松江市 震度７地震発生 
２号機 原子炉自動スクラム（地震大） 
予備変圧器故障に伴い一部外部電源喪失（66kV)、外部電源（220kV）から受電中 

14:02 
緊急時警戒体制発令 

（当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上※１の地震が発生した場合） 

※１ 当該警戒事態の発生に関連していると思われる場合は、震度によらず観測用地震計による観測地震加速度を記載する。

観測用地震計による観測地震加速度※２ ［発生日時： 2025年 2月 6日 14時 00分（２４時間表示）］

  確認中、検知なし、検知あり（水平方向：410 gal、鉛直方向 115 gal） ※２ 基礎マット上の最大加速度 
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。 

島根原子力発電所２号機 水平（EL1.3m）：140gal以下、水平（EL34.8ｍ）：350gal以下、鉛直（EL1.3m）：70gal以下 

訓訓練練情情報報  

警戒事態該当事象連絡 

1 号機 3 号機 

1,2 号機 

2 号機 

1,3 号機 2 号機 
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警戒事態該当事象発生連絡 
（ 第 １ 報 ）

２０２５年 ２月 ６日 

原子力規制委員会 

島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長 

鳥取県知事、米子市長、境港市長  殿 

連絡者名  

連 絡 先 

警戒事態該当事象の発生について、原子力災害対策指針に基づき連絡します。 

原子力事業所の名称

及び場所 

中国電力株式会社 島根原子力発電所 

島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

警戒事態該当事象の

発生箇所 
島根原子力発電所第 １，２，３号機 

警戒事態該当事象の

発生時刻 
２０２５年 ２月 ６日１４時００分（２４時間表示） 

発
生
し
た
警
戒
事
態
該
当
事
象
の
概
要

警戒事態該当事象の

種類 

□ＡＬ１１ 原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ

□ＡＬ２１ 原子炉冷却材の漏えい

□ＡＬ２２ 原子炉給水機能の喪失

□ＡＬ２３ 原子炉除熱機能の一部喪失

□ＡＬ２５ 非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ

□ＡＬ２９ 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失

□ＡＬ３０ 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ

□ＡＬ４２ 単一障壁の喪失又は喪失のおそれ

□ＡＬ５１ 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ

□ＡＬ５２ 所内外通信連絡機能の一部喪失

□ＡＬ５３ 重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ

■外的な事象による原子力施設への影響

（■地震の発生、□大津波警報の発表、□設計基準を超える外部事象、

□その他委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合、

□オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等の発生）

想定される原因 故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他（ ） 

検出された放射線量

の状況、検出された

放射性物質の状況、

主な施設・設備の状

態等 

原子炉の運転状態 

発生前（運転中、起動操作中、停止操作中、停止中、廃止措置中、建設中） 

発生後（状態継続、停止操作中、停止、停止失敗） 

ＥＣＣＳの作動状態 

作動なし、作動あり（自動、手動）、作動失敗 

排気筒モニタの指示値 

確認中、変化無し、変化有り（   ｓ－１ → ｓ－１） 

モニタリングポストの指示値

確認中、変化無し、変化有り（最大値：  μGy/h → μGy/h、No.   ） 

その他 

その他警戒事態該当

事象の把握に参考と

なる情報 

14:00 
松江市 震度７地震発生 
２号機 原子炉自動スクラム（地震大） 
予備変圧器故障に伴い一部外部電源喪失（66kV)、外部電源（220kV）から受電中 

14:02 
緊急時警戒体制発令 

（当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上※１の地震が発生した場合） 

※１ 当該警戒事態の発生に関連していると思われる場合は、震度によらず観測用地震計による観測地震加速度を記載する。

観測用地震計による観測地震加速度※２ ［発生日時： 2025年 2月 6日 14時 00分（２４時間表示）］

  確認中、検知なし、検知あり（水平方向：410 gal、鉛直方向 115 gal） ※２ 基礎マット上の最大加速度 
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。 

島根原子力発電所２号機 水平（EL1.3m）：140gal以下、水平（EL34.8ｍ）：350gal以下、鉛直（EL1.3m）：70gal以下 

訓訓練練情情報報  

警戒事態該当事象連絡 

1 号機 3 号機 

1,2 号機 

2 号機 

1,3 号機 2 号機 

警戒事態該当事象発生連絡【地震情報（第１報）】  

発 信 者；中中国国電電力力（（株株））島島根根原原子子力力発発電電所所

発 信 日； ２０２５年 ２月 ６日（木）

件 名 警戒事態該当事象発生連絡の補足

① 地震発生前のプラント状況

１号機 廃止措置中

２号機 運転中 ・ 起動操作中 ・ 停止操作中 ・ 停止中

３号機 建設中 

②② 発発生生事事象象

２２００２２５５年年  ２２月月  ６６日日（（木木））１１４４時時００００分分頃頃、、地地震震がが発発生生ししままししたた。。

震源地 ；島根県東部（島根半島）、最大震度；地名  松江市 、震度 ７ 

発発電電所所周周辺辺（（松松江江市市））；；震震度度  ７７  

発発電電所所沿沿岸岸；；津津波波にに関関すするる情情報報    警警報報ななしし・・津津波波注注意意報報・・津津波波警警報報・・大大津津波波警警報報

③③ 地地震震にによよるるププラランントトへへのの影影響響 １１号号機機  ななしし・・確確認認中中・・あありり（（ ））

２２号号機機  ななしし・・確確認認中中・・あありり（（予予備備変変圧圧器器故故障障    ））

３３号号機機  ななしし・・確確認認中中・・あありり（（ ））

④ 地震発生後のプラント状況

２号機  変化なし・自動停止・手動停止・出力変化  （１４時００分）

⑤ 主要な運転パラメータの異常 なし・あり（  ）

⑥ ＥＣＣＳ※の作動  ２号機 なし・あり（ が作動しました。）

３号機 なし・あり（  が作動しました。） 

⑦ 環境への影響 ・放射性物質の放出はなく環境への影響はありません。

・排気筒から微量の放射性物質が放出されました。

環境への放射能の影響については確認中です。

⑧観観測測用用地地震震計計にによよるる観観測測地地震震加加速速度度等等 検検知知ななしし・・確確認認中中・・検検知知あありり  

発発電電所所（（基基礎礎ママッットト上上））震震度度：：  ５５強強

最最大大加加速速度度  

１１号号機機：：水水平平  338855  ggaall、、鉛鉛直直  111122  ggaall、、  ２２号号機機：：水水平平  441100  ggaall、、鉛鉛直直  111155  ggaall  

３３号号機機：：水水平平  337722  ggaall、、鉛鉛直直  111155  ggaall

観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり 

島根２号機 水平(EL34.8m)：350gal 以下、水平(EL1.3m)：140 gal 以下、鉛直(EL1.3m)：70 gal 以下 

※非常用炉心冷却装置

訓訓練練情情報報
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警戒事態該当事象発生後の経過連絡 
（ 第 ２ 報 ） 

２０２５年 ２月 ６日 

原子力規制委員会 

島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長 

鳥取県知事、米子市長、境港市長  殿 

連絡者名   

連 絡 先 

原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡します。 

原子力事業所の名称及

び場所 
中国電力株式会社 島根原子力発電所 

島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

警戒事態該当事象の発

生箇所（注１） 
島根原子力発電所第 １，２，３  号機 

警戒事態該当事象の発

生時刻（注１） 
２０２５年 ２月 ６日１４時００分（２４時間表示） 

警戒事態該当事象の種

類（注１） 
外的な事象による原子力施設への影響 

発生事象と対応の概要

（注２）（注３） 

（対応日時、対応の概要） 
14:00 

松江市 震度７地震発生 
２号機 原子炉自動スクラム（地震大） 
予備変圧器故障に伴い一部外部電源喪失（66kV) 

14:05 
保安確認開始 

 ２号機原子炉建物西側および南側へのアクセスルート他、複数の通行

不可箇所を確認 

【電源（２号機）】 

  外部電源（220kV）から受電中 

【注水、除熱（２号機）】 

  常用給復水系による原子炉の循環冷却中 

《１号機、３号機》 

  プラント影響は確認中 

その他の事項の対応 

（注４） 

14:02 緊急時警戒体制発令 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。 

島根原子力発電所２号機 水平（EL1.3m）：140gal以下、水平（EL34.8ｍ）：350gal以下、鉛直（EL1.3m）：70gal以下 

（注１）最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。 

（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。 

（注３）当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず発生事象に関連している

と思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal数※（水平方向、鉛直方向）を記載する。 

※ 基礎マット上の最大加速度

（注４）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。 

警戒事態該当事象 
発生後の経過連絡 

訓訓練練情情報報  
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警戒事態該当事象発生後の経過連絡 
（ 第 ２ 報 ） 

２０２５年 ２月 ６日 

原子力規制委員会 

島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長 

鳥取県知事、米子市長、境港市長  殿 

連絡者名   

連 絡 先 

原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡します。 

原子力事業所の名称及

び場所 
中国電力株式会社 島根原子力発電所 

島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

警戒事態該当事象の発

生箇所（注１） 
島根原子力発電所第 １，２，３  号機 

警戒事態該当事象の発

生時刻（注１） 
２０２５年 ２月 ６日１４時００分（２４時間表示） 

警戒事態該当事象の種

類（注１） 
外的な事象による原子力施設への影響 

発生事象と対応の概要

（注２）（注３） 

（対応日時、対応の概要） 
14:00 
松江市 震度７地震発生 
２号機 原子炉自動スクラム（地震大） 
予備変圧器故障に伴い一部外部電源喪失（66kV) 

14:05 
保安確認開始 

 ２号機原子炉建物西側および南側へのアクセスルート他、複数の通行

不可箇所を確認 

【電源（２号機）】 

  外部電源（220kV）から受電中 

【注水、除熱（２号機）】 

  常用給復水系による原子炉の循環冷却中 

《１号機、３号機》 

  プラント影響は確認中 

その他の事項の対応 

（注４） 

14:02 緊急時警戒体制発令 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。 

島根原子力発電所２号機 水平（EL1.3m）：140gal以下、水平（EL34.8ｍ）：350gal以下、鉛直（EL1.3m）：70gal以下 

（注１）最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。 

（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。 

（注３）当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず発生事象に関連している

と思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal数※（水平方向、鉛直方向）を記載する。 

※ 基礎マット上の最大加速度

（注４）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。 

警戒事態該当事象 
発生後の経過連絡 

訓訓練練情情報報  

警戒事態該当事象発生後の経過連絡 
（ 第 ３ 報 ） 

２０２５年 ２月 ６日 

原子力規制委員会 

島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長 

鳥取県知事、米子市長、境港市長  殿 

連絡者名   

連 絡 先 

原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡します。 

原子力事業所の名称及

び場所 
中国電力株式会社 島根原子力発電所 

島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

警戒事態該当事象の発

生箇所（注１） 
島根原子力発電所第 １，２，３  号機 

警戒事態該当事象の発

生時刻（注１） 
２０２５年 ２月 ６日１４時００分（２４時間表示） 

警戒事態該当事象の種

類（注１） 
外的な事象による原子力施設への影響 

発生事象と対応の概要

（注２）（注３） 

（対応日時、対応の概要） 
14:00 

松江市 震度７地震発生 
２号機 原子炉自動スクラム（地震大） 
予備変圧器故障に伴い一部外部電源喪失（66kV) 

16:00 
保安確認パトロール終了 

 ２号機原子炉建物西側および南側へのアクセスルート他、複数の通行

不可箇所を確認（18:00 ２号機原子炉建物西側へのアクセスルート復旧

見込み） 

【電源（２号機）】 

  外部電源（220kV）から受電中 

【注水、除熱（２号機）】 

常用給復水系による原子炉の循環冷却中 

《１号機、３号機》 

  プラント影響なし 

その他の事項の対応 

（注４） 

14:02 緊急時警戒体制発令 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。 

島根原子力発電所２号機 水平（EL1.3m）：140gal以下、水平（EL34.8ｍ）：350gal以下、鉛直（EL1.3m）：70gal以下 

（注１）最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。 

（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。 

（注３）当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず発生事象に関連している

と思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal数※（水平方向、鉛直方向）を記載する。 

※ 基礎マット上の最大加速度

（注４）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。 

警戒事態該当事象 
発生後の経過連絡 

訓訓練練情情報報  
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特定事象発生通報（原子炉施設） 
（ 第 報 ） 

２０２５年 ２月  日 

内閣総理大臣、原子力規制委員会 

島根県知事、松江市長、出雲市長、安来市長、雲南市長 

鳥取県知事、米子市長、境港市長  殿 

通報者名 

連 絡 先

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10条第１項の規定に基づき通報します。 
原子力事業所の名称 
及び場所 

中国電力株式会社 島根原子力発電所 
島根県松江市鹿島町片句６５４－１ 

特定事象の発生箇所 島根原子力発電所 第 ２ 号機 

特定事象の発生時刻 ２０２５年 ２月  日１３時００分（２４時間表示） 

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要

特定事象の種類 

原子力災害対策特別措置法第 10条第 1項に基づく基準 

＊■SE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 

＊□SE04 火災爆発等による管理区域外での放射線の放出 

＊□SE05 火災爆発等による管理区域外での放射性物質 

の放出 

＊□SE06 施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ 

□SE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却 

装置による一部注水不能 

□SE22 原子炉注水機能喪失のおそれ

＊□SE23 残留熱除去機能の喪失 

□SE25 非常用交流高圧母線の３０分間以上喪失

□SE27 直流電源の部分喪失

□SE29 停止中の原子炉冷却機能の喪失

＊□SE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失 

□SE41 格納容器健全性喪失のおそれ

＊□SE42 ２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ 

□SE43 原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用

＊□SE51 原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失 

□SE52 所内外通信連絡機能の全ての喪失

□SE53 火災・溢水による安全機能の一部喪失

＊□SE55 防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生 

原子力災害対策特別措置法第 15条第 1項に基づく基準 

＊■GE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 

＊□GE02･SE02 通常放出経路での気体放射性物質の放出 

＊□GE03･SE03 通常放出経路での液体放射性物質の放出 

＊□GE04 火災爆発等による管理区域外での放射線の異常 

放出 

＊□GE05 火災爆発等による管理区域外での放射性物質の 

異常放出 

＊□GE06 施設内(原子炉外)での臨界事故 

＊□GE11 全ての原子炉停止操作の失敗 

＊□GE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却 

装置による注水不能 

＊□GE22 原子炉注水機能の喪失 

＊□GE23 残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失 

＊□GE25 非常用交流高圧母線の 1時間以上喪失 

＊□GE27 全直流電源の５分間以上喪失 

＊□GE28 炉心損傷の検出 

＊□GE29 停止中の原子炉冷却機能の完全喪失 

＊□GE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出 

＊□GE41 格納容器圧力の異常上昇 

＊□GE42 ２つの障壁喪失及び１つの障壁の喪失又は喪失 

のおそれ 

＊□GE51 原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失 

＊□GE55 住民の避難を開始する必要がある事象発生 

（注記：＊は電離放射線障害防止規則第７条の２第２項に該当する事象を示す） 

想定される原因 故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他（  ） 

検出された放射
線量の状況、検出
された放射性物
質の状況、主な施
設・設備の状態等 

原子炉の運転状態 
発生前（運転中、起動操作中、停止操作中、停止中、廃止措置中、建設中） 
発生後（状態継続、停止操作中、停止、停止失敗） 

ＥＣＣＳの作動状態 
作動なし、作動あり（自動、手動）、作動失敗 

排気筒モニタの指示値 
確認中、変化無し、変化有り（   ｓ－１ → ｓ－１） 

モニタリングポストの指示値
確認中、変化無し、変化有り（最大値： μGy/h → ５ μGy/h 以上、No.   ） 

その他 
モニタリングポスト２箇所以上において５μSv/h以上を検出

その他特定事象の把握

に参考となる情報 

○：◯  緊急時非常体制発令  

（○：○ SE22 原子炉注水機能喪失のおそれ）

○：○ 緊急時特別非常体制発令

（○：○ GE22 原子炉注水機能の喪失）

○：○ 炉心損傷確認（GE28）

（当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上※１の地震が発生した場合） 

※１ 当該警戒事態の発生に関連していると思われる場合は、震度によらず観測用地震計による観測地震加速度を記載する。

観測用地震計による観測地震加速度※２ ［発生日時：  2025 年 2 月 6 日 14 時 00 分（２４時間表示）］ 

確認中、検知なし、検知あり（水平方向： 410 gal、鉛直方向  115 gal） ※２ 基礎マット上の最大加速度

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

観測用地震計とは異なる原子炉保護用地震計により原子炉自動停止となる保安規定設定値は以下のとおり。 

島根原子力発電所２号機 水平（EL1.3m）：140gal以下、水平（EL34.8ｍ）：350gal以下、鉛直（EL1.3m）：70gal以下 

訓訓練練情情報報  
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訓 練 

要  請 
 

令和７年２月６日１４時１０分 

 

島根県知事 殿 

鳥取県知事 殿 

松江市長 殿 

出雲市長 殿 

安来市長 殿 

雲南市長 殿 

米子市長 殿 

境港市長 殿 

 

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部長    

 

 

２月６日１４時００分に発生した島根県東部を震源とする地震は、原子力災

害対策指針に定める警戒事態に該当すると判断したことから、連絡体制の確立

の必要な体制をとるとともに、原子力規制委員会による緊急時モニタリングセ

ンターの立ち上げ準備への協力及び緊急時モニタリングの準備を始めるよう要

請する。 
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訓 練 

指  示 
 

令和７年２月Ｘ＋２日１５時１０分 

 

島根県知事 殿 

鳥取県知事 殿 

松江市長 殿 

出雲市長 殿 

安来市長 殿 

雲南市長 殿 

米子市長 殿 

境港市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 石破 茂    

 

 

中国電力株式会社島根原子力発電所２号機で発生した事故に関し、原子力災

害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応するよう指

示する。 

 

記 

 

・中国電力株式会社島根原子力発電所のＵＰＺのうち、島根県松江市古江地

区、生馬地区、島根地区、出雲市今市地区、高松地区、四絡地区、川跡地

区、安来市島田地区、雲南市木次地区、鳥取県米子市崎津地区及び境港市

境地区、上道地区の住民は、一時移転の準備が整い安全な一時移転が可能

となった段階で、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転す

ること。また、一時移転に際しては、避難退域時検査等を受けること。 

・中国電力株式会社島根原子力発電所のＵＰＺのうち、上記一時移転地区の

地域生産物の摂取を控えること。 

・一時移転の対象となる上記一時移転地区の住民は、防災行政無線、ラジオ、

テレビ等による情報に注意すること。 
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訓 練 

指  示 
 

令和７年２月Ｘ＋２日１５時１０分 

 

島根県知事 殿 

鳥取県知事 殿 

松江市長 殿 

出雲市長 殿 

安来市長 殿 

雲南市長 殿 

米子市長 殿 

境港市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 石破 茂    

 

 

中国電力株式会社島根原子力発電所２号機で発生した事故に関し、原子力災

害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応するよう指

示する。 

 

記 

 

・中国電力株式会社島根原子力発電所のＵＰＺのうち、島根県松江市古江地

区、生馬地区、島根地区、出雲市今市地区、高松地区、四絡地区、川跡地

区、安来市島田地区、雲南市木次地区、鳥取県米子市崎津地区及び境港市

境地区、上道地区の住民は、一時移転の準備が整い安全な一時移転が可能

となった段階で、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転す

ること。また、一時移転に際しては、避難退域時検査等を受けること。 

・中国電力株式会社島根原子力発電所のＵＰＺのうち、上記一時移転地区の

地域生産物の摂取を控えること。 

・一時移転の対象となる上記一時移転地区の住民は、防災行政無線、ラジオ、

テレビ等による情報に注意すること。 

 

 参考 

【島根県】 

区分 市町村名 地区名 

ＵＰＺ 

松江市 古江地区、生馬地区、島根地区 

出雲市 今市地区、高松地区、四絡地区、川跡地区 

安来市 島田地区 

雲南市 木次地区 

 

【鳥取県】 

区分 市町村名 地区名 

ＵＰＺ 

米子市 崎津地区 

境港市 境地区、上道地区 
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訓 練 

公  示 
 

１．緊急事態応急対

策を実施すべき

区域 

島根県松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県米子市、境港市 

２．原子力緊急事態

の概要 

緊急事態該当事象発生日時 令和  年  月  日  時  分 

発生場所 中国電力株式会社島根原子力発電所２号機 

発生場所の天候状況 晴れ 

放射線等の状況 

 排 気 筒 モ ニ タ の 値 ： 異常なし 

  モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト の 値 ： 異常なし 

被害状況：  

令和 年  月  日  時  分 原子炉注水機能喪失のおそれ 

（１０条事象） 

令和 年  月  日  時  分 原子炉注水機能の喪失 

（１５条事象） 

その他の特記事項 

３．１．の区域内の

居住者等に対し

周知させるべき

事項 

（令和  年  月  日  時  分の指示） 

・中国電力株式会社島根原子力発電所のＰＡＺの住民及び一時滞在者

は、避難の準備が整うまでの間は屋内退避し、避難の準備が整った

段階で、安定ヨウ素剤の配布を受け服用し、避難すること。ただし、

避難の実施により健康リスクが高まる要配慮者は、安全な形で避難

できるよう準備を進めているので、その準備が整うまでの間は屋内

退避を継続すること。 

・同発電所のＵＰＺの住民及び一時滞在者は、屋内退避すること。 

・屋内退避にあたって、地震の影響により自宅での屋内退避の実施が

困難な場合には、地震による影響がない安全な近隣の指定避難所等

において屋内退避等すること。 

・同発電所のＰＡＺ及びＵＰＺの住民、一時滞在者その他公私の団体

等は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 
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訓 練 

公  示 
 

１．緊急事態応急対

策を実施すべき

区域 

島根県松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県米子市、境港市 

２．原子力緊急事態

の概要 

緊急事態該当事象発生日時 令和  年  月  日  時  分 

発生場所 中国電力株式会社島根原子力発電所２号機 

発生場所の天候状況 晴れ 

放射線等の状況 

 排 気 筒 モ ニ タ の 値 ： 異常なし 

  モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト の 値 ： 異常なし 

被害状況：  

令和 年  月  日  時  分 原子炉注水機能喪失のおそれ 

（１０条事象） 

令和 年  月  日  時  分 原子炉注水機能の喪失 

（１５条事象） 

その他の特記事項 

３．１．の区域内の

居住者等に対し

周知させるべき

事項 

（令和  年  月  日  時  分の指示） 

・中国電力株式会社島根原子力発電所のＰＡＺの住民及び一時滞在者

は、避難の準備が整うまでの間は屋内退避し、避難の準備が整った

段階で、安定ヨウ素剤の配布を受け服用し、避難すること。ただし、

避難の実施により健康リスクが高まる要配慮者は、安全な形で避難

できるよう準備を進めているので、その準備が整うまでの間は屋内

退避を継続すること。 

・同発電所のＵＰＺの住民及び一時滞在者は、屋内退避すること。 

・屋内退避にあたって、地震の影響により自宅での屋内退避の実施が

困難な場合には、地震による影響がない安全な近隣の指定避難所等

において屋内退避等すること。 

・同発電所のＰＡＺ及びＵＰＺの住民、一時滞在者その他公私の団体

等は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 

 

 

                   

 

（令和  年  月  日  時  分の指示） 

・中国電力株式会社島根原子力発電所のＵＰＺのうち、島根県松江市

古江地区、生馬地区、島根地区、出雲市今市地区、高松地区、四絡

地区、川跡地区、安来市島田地区、雲南市木次地区、鳥取県米子市

崎津地区及び境港市境地区、上道地区の住民は、一時移転の準備が

整い安全な一時移転が可能となった段階で、安定ヨウ素剤の配布を

受け、一週間程度内に一時移転すること。また、一時移転に際して

は、避難退域時検査等を受けること。 

・同発電所のＵＰＺのうち、上記一時移転地区の地域生産物の摂取を

控えること。 

・一時移転の対象となる上記一時移転地区の住民は、防災行政無線、

ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 

令和７年２月Ｘ＋２日１５時１０分 
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指 示 

 

令和７年２月Ｘ＋２日１５時１０分 

 

別紙 あて 

 

                     原子力災害対策本部長 石破 茂 
 

 

 

中国電力株式会社島根原子力発電所２号機からの放射性物質の放出の状況を踏ま

えて、ＯＩＬに基づく住民等の防護措置を関係地方公共団体の長等に指示したとこ

ろであるので、原子力災害対策重点区域内の屋外又はＯＩＬ１若しくはＯＩＬ２に

基づき防護措置の対象となった区域（原子力災害重点区域外を含む。以下同じ。）

の屋外で緊急事態応急対策を行う防災業務関係者（実動組織を含む。）の放射線防

護について、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項に基づき、下記のとおり指

示する。 

 

記 

 

 

ＯＩＬ１又はＯＩＬ２に基づき防護措置の対象となった区域で活動を行う場合は

携行している防護装備類を装着すること。なお、マスクについては、防塵マスクの

着用を原則とするが、沈着物が舞い上がりやすい活動を行う場合は半面マスクを着

用すること。 

ＯＩＬ１又はＯＩＬ２に基づき防護措置の対象となった区域外で活動を行う場合

は防護装備類の装着は不要であるが、再放出に備え携行すること。また、安定ヨウ

素剤は、原子力災害対策重点区域内で活動する場合であっても、原則として服用の

必要はないが、再放出に備え携行すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練 
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指 示 

 

令和７年２月Ｘ＋２日１５時１０分 

 

別紙 あて 

 

                     原子力災害対策本部長 石破 茂 
 

 

 

中国電力株式会社島根原子力発電所２号機からの放射性物質の放出の状況を踏ま

えて、ＯＩＬに基づく住民等の防護措置を関係地方公共団体の長等に指示したとこ

ろであるので、原子力災害対策重点区域内の屋外又はＯＩＬ１若しくはＯＩＬ２に

基づき防護措置の対象となった区域（原子力災害重点区域外を含む。以下同じ。）

の屋外で緊急事態応急対策を行う防災業務関係者（実動組織を含む。）の放射線防

護について、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項に基づき、下記のとおり指

示する。 

 

記 

 

 

ＯＩＬ１又はＯＩＬ２に基づき防護措置の対象となった区域で活動を行う場合は

携行している防護装備類を装着すること。なお、マスクについては、防塵マスクの

着用を原則とするが、沈着物が舞い上がりやすい活動を行う場合は半面マスクを着

用すること。 

ＯＩＬ１又はＯＩＬ２に基づき防護措置の対象となった区域外で活動を行う場合

は防護装備類の装着は不要であるが、再放出に備え携行すること。また、安定ヨウ

素剤は、原子力災害対策重点区域内で活動する場合であっても、原則として服用の

必要はないが、再放出に備え携行すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練 

 
 

（別紙） 

 

【各指定行政機関の長】 

 

内閣総理大臣 

国家公安委員会委員長 

警察庁長官 

金融庁長官 

消費者庁長官 

総務大臣 

消防庁長官 

法務大臣 

外務大臣 

財務大臣 

文部科学大臣 

文化庁長官 

厚生労働大臣 

農林水産大臣 

経済産業大臣 

資源エネルギー庁長官 

中小企業庁長官 

国土交通大臣 

国土地理院長 

気象庁長官 

海上保安庁長官 

環境大臣 

原子力規制委員会委員長 

防衛大臣 

 

 

【関係自治体の長】 

 

島根県知事 

鳥取県知事 

松江市長 

出雲市長 

安来市長 

雲南市長 

米子市長 

境港市長 
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・
保
育

所
の

児
童

等
人

２
.
医
療
機
関
・
社

会
福

祉
施

設
の

入
所
者
等

3
3
人

3
3
人

３
.

在
宅
の
避
難

行
動

要
支

援
者

2
3
5
人

9
3
人

〇
要
配
慮
者
及
び
そ
の

支
援

者
数

（
上

記
地

区
人

口
と
の
重

複
有

）

〇
地
区
人
口

引
渡

し
完

了

総総
数数

22
,,00

5500
人人

１１
．．
避避

難難
等等
対対
象象

者者
数数

訓
練

し
ま
ね

お
く
い
ず
も
ち
ょ
う

避
難

元
避
難
先

島
根
地
区

奥
出
雲
町

避
難
経
由
所
：
2
施
設

避
難
所
：
1
4
施
設

広
域
福
祉
避
難
所
：
7
施
設

※
対
象
人
数
、
必

要
台

数
は

い
ず
れ

も
見
込

み
数

※
車
い
す
・
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
車

両
は

１
台

の
車

両
が
、
７
日

間
、
１
日
あ
た
り

2往
復
（

14
往
復

）
す
る
こ
と
で
算

定
。
ま
た
、
不
測
の
事
態
に
備
え
そ
れ
ぞ
れ

1台
ず
つ
予
備
車
両
を
加
算
。

※
必
要
台
数
に
つ
い
て
は

、
確

保
済

み

避
難
手
段

確
保
状
況

バ
ス

車
い
す
車

両
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
車

両

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

松
江
市

島
根
地
区

2
2
3
人

７
台

4
7
人

５
台

６
人

２
台

片
側
通
行
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Ｏ
ＩＬ
２
に
お
け
る
一
時
移
転
等

の
防
護

措
置
の

実
施
に
関

す
る
資

料
（２

月
Ⅹ

＋
２
日

15
時
現

在
）

訓
練

出出
雲雲

市市
４４
地地

区区
対

象
者

支
援

者
等

１
．
学
校
・
保
育

所
の

児
童
等

人

２
．
医
療
機
関
・
社

会
福
祉
施
設
の

入
所

者
等

9
4
1
人

9
4
1
人

３
．
在
宅
の
避
難

行
動

要
支
援
者

9
5
8
人

9
5
8
人

下
校
完
了

１１
．．
避避

難難
等等
対対
象象

者者
数数
（（４４

地地
区区

合合
計計
））

〇
地
区
人
口

総総
数数

33
44
,,55

4411
人人

〇
要
配
慮
者
及
び
そ
の

支
援

者
数

（
上
記
地
区
人
口
と
の

重
複

有
）

避
難
手
段

確
保
状
況

バ
ス

車
い
す
車

両
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
車

両

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

出
雲
市

４
地
区

4
,4

0
0
人

1
2
7
台

6
5
4
人

4
8
台

3
3
3
人

2
5
台

○
 出

雲
市
今
市
、
高
松
、
四
絡
、
川

跡
地

区
住

民
は

広
島

県
内

の
3
市

（
廿

日
市

市
、
呉

市
、
広

島
市

）
の

避
難

先
（
計

2
9
7
施

設
か

ら

割
当
）
へ

一
週
間
程
度
以
内
に
一

時
移

転
を
実

施
。

○
 自

家
用
車
で
避
難
で
き
な
い
住

民
は

、
徒

歩
等

で
各

一
時

集
結

所
に
集

ま
り
、
県

が
手

配
し
た
車

両
（
バ

ス
）
で
一

時
移

転
を
実

施
。

○
 一

時
移
転
に
際
し
て
は
、
配
布
対

象
住

民
等

に
緊

急
配

布
所

（
一

時
集

結
所

）
で
安
定

ヨ
ウ
素

剤
の

配
布

を
実

施
。

○
 一

時
移
転
に
際
し
て
は
、
避
難
退

域
時

検
査

場
所

で
避

難
退

域
時

検
査

等
を
実

施
。

○
 社

会
福
祉
施
設
の
入
所
者
、
在
宅
の

避
難

行
動

要
支

援
者

の
う
ち
特

別
な
配

慮
が

必
要

な
者

は
広

域
福

祉
避

難
所

へ
避

難
。

よ
つ
が

ね
た
か

ま
つ

い
ま
い
ち

か
わ
と

ひ
ろ
し
ま
し

は
つ
か
い
ち
し

く
れ

し

※
対
象
人
数
、
必
要

台
数
は

い
ず
れ

も
見
込

み
数

※
車

い
す
・
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
車

両
は
１
台
の

車
両
が

、
７
日

間
、
１
日

あ
た
り

2往
復
（1

4往
復
）す

る
こ
と
で
算
定
。

※
必
要
台
数
に
つ
い
て
は

、
確

保
済

み
ま
た
、
不

測
の

事
態

に
備

え
そ
れ
ぞ
れ

1台
ず
つ
予

備
車

両
を
加

算
。

避
難
元

避
難
先

今
市

地
区

広
島
県

廿
日
市
市

避
難
経
由
所
：
5
施
設

避
難
所
：
3
0
施
設

広
域
福
祉
避
難
所
：
1
施
設

高
松

地
区

広
島
県

呉
市

避
難
経
由
所
：
1
施
設

避
難
所
：
5
2
施
設

広
域
福
祉
避
難
所
：
8
施
設

四
絡
・

川
跡

地
区

広
島
県

広
島
市

避
難
経
由
所
：
2
5
施
設

避
難
所
：
9
7
施
設

広
域
福
祉
避
難
所
：
1
0
9
施
設

地
区
名
：
四
絡
、
川
跡
、
今
市

【
基
本
経
路
】

国
道
９
号
→
国
道

26
1号

→
国
道

19
1号

か
わ
と

よ
つ
が
ね

い
ま
い
ち

地
区
名
：
高
松

【
基
本
経
路
】

国
道
９
号
→
江
津
道
路
→
浜
田
自
動
車
道

→
中
国
自
動
車
道
→
広
島
自
動
車
道

→
山
陽
自
動
車
道

た
か
ま
つ ご
う
つ

は
ま
だ

ち
ゅ
う
ご
く

さ
ん
よ
う

【
凡
例
】
避
難
退
域
時
検
査
場
所

湖
陵
総
合
公
園

出
雲
市
佐
田
行
政
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

1 2

こ
り
ょ
う

い
ず
も
し

さ
だ

ひ
ろ
し
ま
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Ｏ
ＩＬ
２
に
お
け
る
一
時
移
転
等

の
防
護

措
置
の

実
施
に
関

す
る
資

料
（２

月
Ⅹ

＋
２
日

15
時
現

在
）

訓
練

○
 安

来
市
島
田
地
区
住
民
は
岡
山
県

美
作

市
の

避
難

先
（
1
8
施

設
か

ら
割

当
）
へ

一
週

間
程

度
以

内
に
一

時
移

転
を
実

施
。

○
 自

家
用
車
で
避
難
で
き
な
い
住

民
は

、
徒

歩
等

で
各

一
時

集
結

所
に
集

ま
り
、
県

が
手

配
し
た
車

両
（
バ

ス
）
で
一

時
移

転
を
実

施
。

○
 一

時
移
転
に
際
し
て
は
、
配
布
対

象
住

民
等

に
緊

急
配

布
所

（
一

時
集

結
所

）
で
安
定

ヨ
ウ
素

剤
の

配
布

を
実

施
。

○
 一

時
移
転
に
際
し
て
は
、
避
難
退

域
時

検
査

場
所

で
避

難
退

域
時

検
査

等
を
実

施
。

○
 在

宅
の
避
難
行
動
要
支
援
者
の
う
ち
特

別
な
配

慮
が

必
要

な
者

は
広

域
福

祉
避

難
所

へ
避

難
。

避
難
元

避
難
先

島
田
地
区

岡
山
県

美
作
市

避
難
経
由
所
：
2
施
設

避
難
所
：
1
2
施
設

広
域
福
祉
避
難
所
：
6
施
設

し
ま
た

安安
来来

市市
島島

田田
地地

区区
対

象
者

支
援

者
等

１
．
学
校
・
保
育

所
の

児
童
等

人

２
．
医
療
機
関
・
社

会
福

祉
施
設
の
入

所
者

等
0
人

0
人

３
．
在
宅
の
避
難

行
動

要
支
援
者

1
0
8
人

1
0
8
人

下
校
完
了

１１
．．
避避

難難
等等
対対
象象

者者
数数

〇
地
区
人
口

〇
要
配
慮
者
及
び
そ
の

支
援

者
数

（
上

記
地

区
人

口
と
の
重

複
有

）

総総
数数

22
,,55

4422
人人

避
難
手
段

確
保
状
況

バ
ス

車
い
す
車

両
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
車

両

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

安
来
市

島
田
地
区

2
5
5
人

８
台

1
3
人

２
台

０
人

０
台

※
対
象
人
数
、
必

要
台

数
は

い
ず
れ

も
見
込

み
数

※
車
い
す
車
両
は

１
台

の
車

両
が
、
７
日

間
、
１
日
あ
た
り

2往
復

（
14

往
復

）
す
る
こ
と
で
算

定
。
ま
た
、
不

測
の

事
態
に
備

え
1台

予
備
車
両
を
加
算
。

※
必
要
台
数
に
つ
い
て
は

、
確

保
済

み

み
ま
さ
か
し

1
中

海
ふ

れ
あ
い
公

園

避
難

退
域

時
検

査
場

所
【
凡
例
】

安
来

市
伯

太
庁

舎
周

辺

比
田

い
き
い
き
交

流
館

周
辺

2 3

な
か
う
み

や
す
ぎ
し

は
く
た

ひ
だ

地
区
名
：
島
田

【
基
本
経
路
】

国
道
９
号
→
国
道

18
0号

→
国
道

18
1号

し
ま
た
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Ｏ
ＩＬ
２
に
お
け
る
一
時
移
転
等

の
防
護

措
置
の

実
施
に
関

す
る
資

料
（２

月
Ⅹ

＋
２
日

15
時
現

在
）

訓
練

○
 雲

南
市
木
次
地
区
住
民
は
広
島
県

三
原

市
の

避
難

先
（
1
1
施

設
か

ら
割

当
）
へ

一
週

間
程

度
以

内
に
一

時
移

転
を
実

施
。

○
 自

家
用
車
で
避
難
で
き
な
い
住

民
は

、
徒

歩
等

で
各

一
時

集
結

所
に
集

ま
り
、
県

が
手

配
し
た
車

両
（
バ

ス
）
で
一

時
移

転
を
実

施
。

○
 一

時
移
転
に
際
し
て
は
、
配
布
対

象
住

民
等

に
緊

急
配

布
所

（
一

時
集

結
所

）
で
安
定

ヨ
ウ
素

剤
の

配
布

を
実

施
。

○
 一

時
移
転
に
際
し
て
は
、
避
難
退

域
時

検
査

場
所

で
避

難
退

域
時

検
査

等
を
実

施
。

○
 社

会
福
祉
施
設
の
入
所
者
、
在
宅

の
避

難
行

動
要

支
援

者
の

う
ち
特

別
な
配

慮
が

必
要

な
者

は
広

域
福

祉
避

難
所

へ
避

難
。

避
難
元

避
難
先

木
次
地
区

広
島
県

三
原
市

避
難
経
由
所
：
2
施
設

避
難
所
：
9
施
設

広
域
福
祉
避
難
所
：
7
施
設

き
す
き

み
は
ら
し

雲雲
南南

市市
木木

次次
地地

区区
対

象
者

支
援
者

等

１
．
学
校
・
保
育
所

の
児
童
等

人

２
．
医

療
機
関
・
社

会
福

祉
施
設
の
入

所
者

等
5
人

5
人

３
．
在
宅
の
避
難
行

動
要

支
援
者

1
0
5
人

1
4
9
人

下
校
完
了

１１
．．
避避

難難
等等
対対
象象

者者
数数

〇
地
区
人
口 総総

数数
22
,,99

3333
人人

〇
要
配
慮
者
及
び
そ
の

支
援

者
数

（
上

記
地

区
人

口
と
の
重

複
有

）

避
難
手
段

確
保
状
況

バ
ス

車
い
す
車

両
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
車

両

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

対
象

人
数

必
要

台
数

雲
南
市

木
次
地
区

3
0
4
人

９
台

７
人

２
台

０
人

０
台

※
対
象
人
数
、
必

要
台

数
は

い
ず
れ

も
見
込

み
数

※
車
い
す
車
両
は

１
台

の
車

両
が
、
７
日

間
、
１
日
あ
た
り

2往
復

（
14

往
復

）
す
る
こ
と
で
算

定
。
ま
た
、
不

測
の

事
態
に
備

え
1台

予
備
車
両
を
加
算
。

※
必
要
台
数
に
つ
い
て
は

、
確

保
済

み

地
区
名
：
木
次

【
基
本
経
路
】

国
道

31
4号

→
国
道

43
2号

→
国
道

18
3号

→
国
道

18
4号

→
県
道

25
号

き
す
き １

さ
く
ら
お
ろ
ち
湖
周
辺

２
道
の
駅
た
た
ら
ば
壱
番
地

旧
久
野
小
学
校

【
凡
例
】
避
難
退
域
時
検
査
場
所

４３

道
の
駅
掛
合
の
里

吉
田
総
合
セ
ン
タ
ー
周
辺

５

か
け
や
の
さ
と

い
ち
ば
ん
ち

よ
し
だ く
の
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Ｏ
ＩＬ
２
に
お
け
る
一
時
移
転
等

の
防
護

措
置
の

実
施
に
関

す
る
資

料
（２

月
Ⅹ

＋
２
日

15
時
現

在
）

訓
練

米米
子子

市市
崎崎

津津
地地

区区
対

象
者

支
援

者
等

１
．
学
校
・
保
育

所
の

児
童
等

人

２
．
医
療
機
関
・
社

会
福

祉
施
設
の
入

所
者

等
1
9
4
人

1
9
4
人

３
．
在
宅
の
避
難

行
動

要
援
者

6
9
人

6
9
人

下
校
完
了

１１
．．
避避

難難
等等
対対
象象

者者
数数

〇
地
区
人
口

〇
要
配
慮
者
及
び
そ
の

支
援

者
数

（
上

記
地

区
人

口
と
の
重

複
有

）

総総
数数

22
,,88

1188
人人

※
対
象
人
数
、
必

要
台

数
は

い
ず
れ

も
見
込

み
数

※
車
い
す
・
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
車

両
は

１
台

の
車

両
が
、
７
日

間
、
１
日
あ
た
り
往
復

（
14

往
復

）
す
る
こ
と
を
想

定
※
必
要
台
数
に
つ
い
て
は

、
確

保
済

み

さ
き
つ

避
難
元

避
難
先

崎
津
地
区

倉
吉
市

鳥
取
市

避
難
所
：
８
施
設

避
難
所
：
１
施
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はじめに 

 

本書は、島根県殿等が共催された令和 6 年度島根県原子力防災訓練を対象に訓練評価を実施し、その結

果を取りまとめたものである。 
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1. 訓練評価の概要 

1.1 訓練評価の対象、方法 

令和 6 年 10 月 9 日（水）から令和 7 年 2 月 6 日（木）にかけ、計 9 日間にわたり実施された訓練を対

象に、原子力防災に関する最新の知見を有している者による外部評価（第三者評価）及び訓練参加者等に

よるアンケート調査票に基づく自己評価を行った。 

訓練項目別の評価の実施有無及び評価方法を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 評価の実施有無及び評価方法 

訓練日 訓練名 外部評価 
（第三者評価） 

自己評価 

訓練参加職員 訓練参加住民 
10/9 
（水） 

実動組織による避難措置訓練 ― ― ○ 

10/19 
（土） 

PAZ 内学校等の緊急退避訓練 ― ― ― 

11/7 
（木） 

保育所等・学校等の避難措置等訓練 ― ― ― 

11/9 
（土） 

病院の避難措置等訓練 ― ○ ― 

11/13 
（水） 

社会福祉施設の避難措置等訓練 ― ○ ― 

11/16 
（土） 

広報訓練 ― ― ○ 

PAZ 住民の避難措置等訓練 
（一時集結所開設・運営、安定ヨウ
素剤の緊急配布、バス等避難） 

○ ○ ○ 

UPZ 住民の避難措置等訓練 
（一時集結所開設・運営、安定ヨウ
素剤の緊急配布、バス等避難） 

○ ○ ○ 

UPZ 住民の避難措置等訓練 
（避難退域時検査場所開設・運営） 

○ ○ ○ 

PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練 
（避難経由所開設・運営、避難所開
設・運営） 

○ ○ ○ 

避難誘導、交通規制等措置訓練 ― ― ― 

原子力災害医療訓練 ○ ○ ― 

11/18 
（月） 

社会福祉施設の避難措置等訓練 ― ○ ― 

11/23 
（土） 

広報訓練 ― ― ○ 

UPZ 住民の避難措置等訓練 
（一時集結所開設・運営、安定ヨウ
素剤の緊急配布、バス等避難） 

○ ○ ○ 

UPZ 住民の避難措置等訓練 
（避難経由所開設・運営、避難所開
設・運営） 

○ ○ ○ 

避難誘導、交通規制等措置訓練 ― ― ― 

【凡例】○：実施、―：未実施 

（1/2） 
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表 1-1 評価の実施有無及び評価方法 

訓練日 訓練名 外部評価 
（第三者評価） 

自己評価 

訓練参加職員 訓練参加住民 

2/6 
（木） 

初動対応訓練 ○ ○ ― 

緊急時モニタリング訓練 ○ ○ ― 

【凡例】○：実施、―：未実施 

   

（2/2） 
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訓練日 訓練名 外部評価 
（第三者評価） 

自己評価 

訓練参加職員 訓練参加住民 

2/6 
（木） 

初動対応訓練 ○ ○ ― 

緊急時モニタリング訓練 ○ ○ ― 

【凡例】○：実施、―：未実施 

   

（2/2） 

 

3 

 

2. 外部評価（第三者評価）結果 

訓練方法及び訓練対象の評価結果を以下に示す。 

2.1 訓練方法の評価 

今年度訓練も、初動対応等訓練と避難措置等訓練をそれぞれ別日に実施した。 

初動対応等訓練においては、令和 6年 1月 1 日に発生した令和 6年能登半島地震を踏まえ、島根県総

合防災訓練（図上訓練）と一部合同で訓練を実施し、主に以下に示す取組み等が行われた。 

 

 午前：地震発生直後の、原子力事故に備えた初動対応手順を確認 

 午後：地震発生から一定期間が経過し、全面緊急事態（放射性物質放出後）の活動手順を確認 等 

 

避難措置等訓練では、主に以下に示す取組み等が行われた。 

 

 孤立地域の発生を想定し、実動組織の支援による海路避難手順を確認（UPZ 内） 

 自宅の損壊等を想定し、指定避難所での屋内退避手順を確認（UPZ 内） 

 昨年度訓練を上回る台数による、自家用車による避難・一時移転手順を確認（PAZ 内/UPZ 内） 

 計画上の避難ルートが使用できない場合を想定した、代替避難ルートによる避難手順を確認（PAZ

内/UPZ 内） 

 上記の実施に係り、昨年度訓練を上回る訓練広報の実施（PAZ 内/UPZ 内） 等 

 

訓練目的や重点項目を踏まえれば、これらを同一の日時で実施する必要性は高いとは言えず、今年度

の訓練方法は適切であったと考える。 

2.2 訓練対象の評価（対象：PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ

素剤の緊急配布、バス等避難）） 

2.2.1 松江市 

（1） 訓練の主な特徴 

① PAZ内の全4地区において、広域避難計画で定める一時集結所を活用し、バス等による集

団での避難時の対応手順を確認することを主な狙いとした。 

② また、一部の地区では、避難にあたり計画上の避難ルートが使用できない場合を想定し、代

替避難ルートによる避難手順を確認した。その際、警察による代替避難ルートへの誘導と、

誘導看板を活用した代替避難ルートへの誘導を併用した。 
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（2） 主な成果 

① 訓練の企画・実施を通じて、一時集結所の特性等を把握できた。 

② 天候に恵まれたこともあり、活動の阻害要因がほとんどない状況下で、基本手順を確認でき

た。 

③ 計画上の避難ルートにより避難を実施できない場合の対応について、実際に現場での誘導

手順を確認できたほか、情報提供ツールとして島根県避難ルートマップの有用性も確認でき

た。 

（3） 良好事例 

 特になし 

（4） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.3 訓練対象の評価（対象：UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ

素剤の緊急配布、バス等避難））  

2.3.1 共通  

（1） 訓練の主な特徴 

① 広域避難計画で定める一時集結所を活用し、バス等による集団での一時移転時の対応手

順を確認することを主な狙いとした。 

（2） 主な成果 

① 訓練の企画・実施を通じて、一時集結所の特性等を把握できた。 

② 天候に恵まれたこともあり、活動の阻害要因がほとんどない状況下で、安定ヨウ素剤の緊急

配布などの基本手順を確認できた。 

（3） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

   

※松江市は 2.2 に記載 

※各市固有のものがある場合には、各市の欄に記載 
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（2） 主な成果 

① 訓練の企画・実施を通じて、一時集結所の特性等を把握できた。 

② 天候に恵まれたこともあり、活動の阻害要因がほとんどない状況下で、基本手順を確認でき

た。 

③ 計画上の避難ルートにより避難を実施できない場合の対応について、実際に現場での誘導

手順を確認できたほか、情報提供ツールとして島根県避難ルートマップの有用性も確認でき

た。 

（3） 良好事例 

 特になし 

（4） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.3 訓練対象の評価（対象：UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ

素剤の緊急配布、バス等避難））  

2.3.1 共通  

（1） 訓練の主な特徴 

① 広域避難計画で定める一時集結所を活用し、バス等による集団での一時移転時の対応手

順を確認することを主な狙いとした。 

（2） 主な成果 

① 訓練の企画・実施を通じて、一時集結所の特性等を把握できた。 

② 天候に恵まれたこともあり、活動の阻害要因がほとんどない状況下で、安定ヨウ素剤の緊急

配布などの基本手順を確認できた。 

（3） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

   

※松江市は 2.2 に記載 

※各市固有のものがある場合には、各市の欄に記載 
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2.3.2 出雲市 

（1） 訓練の主な特徴 

① 自宅の損壊等を想定し、指定避難所での屋内退避手順を確認することを主な狙いとした。 

（2） 主な成果 

① 訓練参加住民に対し、訓練の実施を通じて自宅での屋内退避が困難な場合には指定避難

所で屋内退避を実施することの普及・啓発ができた。 

（3） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.3.3 安来市 

（1） 訓練の主な特徴 

① 自宅の損壊等を想定し、指定避難所での屋内退避手順を確認することを主な狙いとした。 

（2） 主な成果 

① 訓練参加住民に対し、訓練の実施を通じて自宅での屋内退避が困難な場合には指定避難

所で屋内退避を実施することの普及・啓発ができた。 

（3） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.3.4 雲南市 

（1） 主な成果 

① 訓練参加住民に対し、訓練の実施を通じて指定避難所で屋内退避を実施する場合の手順

について普及・啓発ができた。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 
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2.4 訓練対象の評価（対象：UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 

（1） 訓練の主な特徴 

① 「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」（内閣府（原子力防災担

当）・原子力規制庁、令和 4 年 9 月 28 日）、「避難退域時検査等における資機材の展開及

び運用の手引き」（内閣府（原子力防災担当）、令和 5 年 9 月 19 日更新）等に基づき、「島

根県避難退域時検査等実施計画」（島根県、令和 6 年 3 月）で定める検査場所候補地のう

ち以下の 4 会場において、次の手順等の確認を主な狙いとした。 

(ア) 湖陵総合公園、道の駅たたらば壱番地、さくらおろち湖周辺： 

・車両（バス）を対象とした指定箇所検査 

(イ) 中海ふれあい公園： 

・車両（バス及び自家用車）を対象とした指定箇所検査、確認検査、拭き取り及び流

水による簡易除染 

・住民を対象とした指定箇所検査、確認検査及び拭き取りによる簡易除染 

② 会場設営・撤去にあたっては、令和 3 年度に整備した資機材に加え、汎用品については訓練

会場の貸出備品も活用した。 

（2） 主な成果 

① 訓練の企画・実施を通じて、検査場所候補地の特性や検査等で使用する資機材の特性等を

把握できた。 

② 中海ふれあい公園では昨年度訓練に引き続き、訓練参加住民が乗車する車両に加え、20

台を超える模擬車両（バス及び自家用車）も活用し、より現実的な想定で検査等の手順を確

認できた。 

（3） 良好事例 

① 〔昨年度訓練課題の改善〕車両動線が極力重ならない会場レイアウトになっており、昨年度訓

練で確認された車両合流時の事故等への配慮がなされていた。 

（4） 主な課題及び改善の考え方 

① 車両を対象とした拭き取りによる簡易除染と流水による簡易除染はそれぞれ別のエリアで実

施されていたが、流水による簡易除染エリアには測定員が配置されていなかったため、流水

による簡易除染後の効果確認にあたっては、拭き取りによる簡易除染エリアから測定員が移

動する必要があった。その結果、対応する職員が測定器を持ったままエリア間を行き来する

必要があったほか、測定員の移動待ちとなっている場面が確認された。 

⇒【マニュアルや計画類の見直し】 

流水による簡易除染エリアにも測定員を配置するか、測定器をそれぞれのエリアに配置し

ておくことなども検討すべきと考える。 
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2.4 訓練対象の評価（対象：UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 

（1） 訓練の主な特徴 

① 「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」（内閣府（原子力防災担

当）・原子力規制庁、令和 4 年 9 月 28 日）、「避難退域時検査等における資機材の展開及

び運用の手引き」（内閣府（原子力防災担当）、令和 5 年 9 月 19 日更新）等に基づき、「島

根県避難退域時検査等実施計画」（島根県、令和 6 年 3 月）で定める検査場所候補地のう

ち以下の 4 会場において、次の手順等の確認を主な狙いとした。 

(ア) 湖陵総合公園、道の駅たたらば壱番地、さくらおろち湖周辺： 

・車両（バス）を対象とした指定箇所検査 

(イ) 中海ふれあい公園： 

・車両（バス及び自家用車）を対象とした指定箇所検査、確認検査、拭き取り及び流

水による簡易除染 

・住民を対象とした指定箇所検査、確認検査及び拭き取りによる簡易除染 

② 会場設営・撤去にあたっては、令和 3 年度に整備した資機材に加え、汎用品については訓練

会場の貸出備品も活用した。 

（2） 主な成果 

① 訓練の企画・実施を通じて、検査場所候補地の特性や検査等で使用する資機材の特性等を

把握できた。 

② 中海ふれあい公園では昨年度訓練に引き続き、訓練参加住民が乗車する車両に加え、20

台を超える模擬車両（バス及び自家用車）も活用し、より現実的な想定で検査等の手順を確

認できた。 

（3） 良好事例 

① 〔昨年度訓練課題の改善〕車両動線が極力重ならない会場レイアウトになっており、昨年度訓

練で確認された車両合流時の事故等への配慮がなされていた。 

（4） 主な課題及び改善の考え方 

① 車両を対象とした拭き取りによる簡易除染と流水による簡易除染はそれぞれ別のエリアで実

施されていたが、流水による簡易除染エリアには測定員が配置されていなかったため、流水

による簡易除染後の効果確認にあたっては、拭き取りによる簡易除染エリアから測定員が移

動する必要があった。その結果、対応する職員が測定器を持ったままエリア間を行き来する

必要があったほか、測定員の移動待ちとなっている場面が確認された。 

⇒【マニュアルや計画類の見直し】 

流水による簡易除染エリアにも測定員を配置するか、測定器をそれぞれのエリアに配置し

ておくことなども検討すべきと考える。 
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2.5 訓練対象の評価（対象：PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避

難所開設・運営）） 

2.5.1 共通 

（1） 主な成果 ※各市固有のものがある場合には、各市の欄に記載 

① 訓練の企画・実施を通じて、広域避難先市との連携強化を図ることができたほか、当該施設

の特性等も把握できた。特に安来市では、現時点では避難所の候補になっていない施設に

おいて訓練を実施し、今後の計画類の充実につなげうる成果を得ることができた。 

② 天候に恵まれたこともあり、活動の阻害要因がほとんどない状況下で、基本手順を確認でき

た。 

2.5.2 松江市 

（1） 訓練の主な特徴 

① 広域避難先市町の協力を得て、広域避難計画で定める避難経由所を活用し、バス及び自家

用車による避難・一時移転時の対応手順を確認することを主な狙いとした。なお、避難所に

ついては、避難元地区によらず広域避難先市町の候補施設をそれぞれ 1 箇所活用した。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.5.3 安来市 

（1） 訓練の主な特徴 

① 広域避難先市の協力を得て、広域避難計画で定める避難経由所を活用し、バス及び自家用

車による一時移転時の対応手順を確認することを主な狙いとした。なお、避難所については、

候補施設とはなっていない新たな施設を活用した。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.5.4 雲南市 

（1） 訓練の主な特徴 

① 広域避難先市の協力を得て、広域避難計画で定める避難経由所・避難所を活用し、バス等
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による集団での一時移転時の対応手順を確認することを主な狙いとした。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.6 訓練対象の評価（対象：初動対応訓練） 

2.6.1 共通 

（1） 訓練の主な特徴 

① 自然災害（地震）が発生し、その後、原子力災害が発生する複合災害時において、以下の事

態等を対象に、訓練参加者にあらかじめ活動シナリオを提示せず、状況判断や判断結果に

基づく対応手順の確認等を重点的に行うことを主な狙いとした。 

(ア) 午前：自然災害に起因する警戒事態（AL）発生直後 

(イ) 午後：全面緊急事態（GE）発生後（放射性物質放出直後、追加の防護措置の準備段

階・実施決定直後） 

（2） 主な成果 ※県、各市固有のものがある場合には、県、各市の欄に記載 

① 午前の訓練では、地震発生直後の「自然災害対応」と「原子力事故に備えた対応」を同時に

進める必要がある場合において、自然災害の訓練と合同で訓練を実施することで、対応拠

点・対応組織間の情報共有のみならず、それぞれの対応拠点・対応組織で決定すべき事項

の明確化や決定内容に基づく活動手順などを確認できた。 

② 午後の訓練では、「自然災害対応」が継続している中で「原子力災害対応」が必要になり、さ

らに放射性物質の放出により新たな対応が必要になった場合において、原子力災害に対応

するそれぞれの拠点・組織がどのような準備を実施すべきかなどについて手順などを確認で

きた。 

③ また、一時移転の実施決定後、TV 会議システムを活用し、対策拠点間の情報共有手順を確

認できた。 

④ 対策拠点ごとに本部会議等を開催し、これまでの対応状況の報告手順や事態の進展に応じ

た対処方針の決定手順などを確認できた。 

（3） 主な課題 ※県、各市固有のものがある場合には、県、各市の欄に記載 

① 午後の訓練では、放射性物質が放出され、UPZ の一部地区に対し追加の防護措置（一時移

転）が必要となったことから、その準備段階の手順確認を行った。準備結果は「OIL2 におけ

る一時移転等の防護措置の実施に関する資料」として取りまとめられたが、例えば 3 万人以

上が一時移転を実施する計画になっていた出雲市では、住民の被ばく量を合理的に可能な

範囲で最小限に抑えるため、行政が手配する車両をどのように運行し、また、自家用車によ
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による集団での一時移転時の対応手順を確認することを主な狙いとした。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.6 訓練対象の評価（対象：初動対応訓練） 

2.6.1 共通 

（1） 訓練の主な特徴 

① 自然災害（地震）が発生し、その後、原子力災害が発生する複合災害時において、以下の事

態等を対象に、訓練参加者にあらかじめ活動シナリオを提示せず、状況判断や判断結果に

基づく対応手順の確認等を重点的に行うことを主な狙いとした。 

(ア) 午前：自然災害に起因する警戒事態（AL）発生直後 

(イ) 午後：全面緊急事態（GE）発生後（放射性物質放出直後、追加の防護措置の準備段

階・実施決定直後） 

（2） 主な成果 ※県、各市固有のものがある場合には、県、各市の欄に記載 

① 午前の訓練では、地震発生直後の「自然災害対応」と「原子力事故に備えた対応」を同時に

進める必要がある場合において、自然災害の訓練と合同で訓練を実施することで、対応拠

点・対応組織間の情報共有のみならず、それぞれの対応拠点・対応組織で決定すべき事項

の明確化や決定内容に基づく活動手順などを確認できた。 

② 午後の訓練では、「自然災害対応」が継続している中で「原子力災害対応」が必要になり、さ

らに放射性物質の放出により新たな対応が必要になった場合において、原子力災害に対応

するそれぞれの拠点・組織がどのような準備を実施すべきかなどについて手順などを確認で

きた。 

③ また、一時移転の実施決定後、TV 会議システムを活用し、対策拠点間の情報共有手順を確

認できた。 

④ 対策拠点ごとに本部会議等を開催し、これまでの対応状況の報告手順や事態の進展に応じ

た対処方針の決定手順などを確認できた。 

（3） 主な課題 ※県、各市固有のものがある場合には、県、各市の欄に記載 

① 午後の訓練では、放射性物質が放出され、UPZ の一部地区に対し追加の防護措置（一時移

転）が必要となったことから、その準備段階の手順確認を行った。準備結果は「OIL2 におけ

る一時移転等の防護措置の実施に関する資料」として取りまとめられたが、例えば 3 万人以

上が一時移転を実施する計画になっていた出雲市では、住民の被ばく量を合理的に可能な

範囲で最小限に抑えるため、行政が手配する車両をどのように運行し、また、自家用車によ
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り一時移転を行う住民も含め、一時移転の実施に関する広報を具体的にどのように行うの

か等について検討するまでには至らなかった。 

⇒【マニュアルや計画類の見直し、訓練・研修の充実化】 

今回の訓練の成果をもとに、OIL2 の見込み地域特定後、一時移転の実施に関する指示

が出るまでに実施すべき作業の過不足を確認するとともに、国が主催する研修の枠組み

も活用しながら作業手順の精緻化・習熟を図ることで、防護措置の実効性向上に努める

ことが望まれる。 

2.6.2 島根県庁 

（1） 良好事例 

① 原子力防災システム（NISS）を活用した国や各市との情報共有は円滑に実施されていた。 

② クロノロジーの作成や入手情報の整理が徹底されていた。 

③ 放射性物質放出後の追加の防護措置決定後には、「しまね防災メール」を実際に配信し、住

民への情報伝達手順を確認できていた。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

① 午前の訓練では、自然災害対応組織と原子力事故対応準備組織がそれぞれ被害情報の収

集に努めていたが、両組織が把握した情報がタイムリーに共有・集約され、また、アセスメント

されたうえで、速やかに対策に活用されているようには見えなかった。 

⇒【マニュアルや計画類の見直し】 

原子力事故に至らない段階では、例えば避難調整 G の要員が情報収集・整理 G を兼務

するなど、対応組織間での情報共有やアセスメントがより迅速・確実に実施できる仕組み

を取り入れることも検討が必要と思われる。 

2.6.3 松江市役所 

（1） 良好事例 

① 原子力防災システム（NISS）を活用した国や県との情報共有は円滑に実施されていた。 

② プロジェクターを活用して原子力防災システム（NISS）を拡大表示させるなど、情報共有の

工夫が見られた。 

③ クロノロジーの作成や入手情報の整理が徹底されていた。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

   

－ 77 －
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2.6.4 出雲市役所 

（1） 良好事例 

① 原子力防災システム（NISS）を活用した国や県との情報共有は円滑に実施されていた。 

② 関係機関への通信連絡に際してはチェックシートを活用し、抜けもれなく実施できていた。 

③ クロノロジーの作成や入手情報の整理が徹底されていた。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.6.5 安来市役所 

（1） 良好事例 

① 原子力防災システム（NISS）を活用した国や県との情報共有は円滑に実施されていた。 

② クロノロジーの作成や入手情報の整理が徹底されていた。 

③ 放射性物質放出直後の訓練では、民間アプリケーションを活用した住民への情報提供手順

を確認できていた。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.6.6 雲南市役所 

（1） 良好事例 

① 原子力防災システム（NISS）を活用した国や県との情報共有は円滑に実施されていた。 

② クロノロジーの作成や入手情報の整理が徹底されていた。 

（2） 主な課題及び改善の考え方 

 特になし 

2.7 訓練対象の評価（対象：緊急時モニタリング訓練） 

（1） 訓練の主な特徴 

① 「島根県緊急時モニタリング計画」（平成31年 1月）及び「島根県緊急時モニタリング実施要

領」（令和 4 年 3 月）に基づき、情報収集事態から施設敷地緊急事態に至るまでの活動手順

－ 78 －
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の確認、習熟等を図ることを主な狙いとした。 

② また、全面緊急事態（放射性物質放出後）を想定し、測定分析担当として実施すべき活動手

順の確認、習熟等を図ることを主な狙いとした。 

（2） 主な成果 

① 訓練当日は低温ではあったが、積雪もなかったこともあり、活動の阻害要因がほとんどない

状況下で、基本手順を確認できた。 

（3） 良好事例 

① 訓練終了後に行われた振り返り会議では、訓練を通じて得られた気付きをもとに、手順書等

について具体的にどのように見直していくと良いか等について建設的な議論が行われてい

た。 

（4） 主な課題及び改善の考え方 

① 警戒事態の活動の一環として可搬型モニタリングポストの設置手順を確認したが、その時点

で判明している通行不能箇所情報を設置担当に伝達したり、設置の際に把握した被害状況

等を報告するなどの活動は確認できなかった。 

⇒【訓練・研修の充実化】 

今回の訓練ではこれらの活動に重きが置かれていなかったものと思われるが、地震との

複合災害を想定した訓練を実施する場合には、これらも意識した訓練の企画・実施を推

奨する。 

② 個人線量計のクリップ部の破損が複数発生していた。ストラップも準備されていたが、正しく

着用できていない要員が確認された。 

⇒【施設や設備等の充実化】 

個人線量計の装着状況を相互に確認するステップを盛り込むことも一案と考える。 

③ 多数の測定・分析機器等が設置されているが、複合災害を想定している中で、必要な機器

等の固定措置等の対応を確認する工程が確認できなかった。 

⇒【施設や設備等の充実化】 

設備等の重要度に応じ、必要に応じて固定措置等の耐震対策を強化することが必要と考

える。 

   

－ 79 －
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3. 自己評価結果（訓練参加職員アンケート結果） 

防災関係機関等の訓練参加職員を対象にアンケート調査を実施し、延べ 238 名から回答を得た。 

3.1 訓練全体の評価結果 

3.1.1 回答者の特徴 1 

（1） 事前知識 

以下の項目について、訓練参加職員の事前知識を確認した。 

 

 原子力災害時における EAL、OIL による防護措置（避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の服用な

ど）の流れ 

 県や市が作成した、広域避難計画の内容（原子力災害時の避難先市町村や避難方法等）や

原子力災害時の受け入れマニュアルの内容 

 原子力災害時における自身の具体的な役割 

 

その結果、「原子力災害時における EAL、OIL による防護措置（避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の

服用など）の流れ」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」の合計）と回答さ

れた方は、7 割を超えた（図 3-1）。 

「県や市が作成した、広域避難計画の内容（原子力災害時の避難先市町村や避難方法等）や原子

力災害時の受け入れマニュアルの内容」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解して

いる」の合計）と回答された方は、7 割であった（図 3-2）。 

「原子力災害時における自身の具体的な役割」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね

理解している」の合計）と回答された方は、7 割を超えた（図 3-3）。 

 
1 訓練によって設問内容が異なるため、回答総数と個別設問の回答数は必ずしも一致しない。 

－ 80 －
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図 3-1 原子力災害時における EAL、OIL による防護措置 
（避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の服用など）の流れに関する事前理解度 

 

 

図 3-2 県や市が作成した、広域避難計画の内容（原子力災害時の避難先市町村や避難方法等） 
や原子力災害時の受け入れマニュアルの内容に関する事前理解度 
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61%

あまり理解
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54名
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まったく理解
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無回答
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0%

回答者数：198名

－ 81 －
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図 3-3 原子力災害時における自身の具体的な役割に関する事前理解度 

（2） 経験 

以下の項目について、訓練参加職員の経験を確認した。 

 

 過去 3 年間に、原子力防災に関する訓練・研修に参加した経験 

 災害時の活動経験（防災訓練などに参加し、訓練活動を体験した方を除く） 

 

その結果、「過去3年間に、原子力防災に関する訓練・研修に参加した経験」が「ある」（「ある（3回

以上）」、「ある（2 回）」、「ある（1 回）」の合計）と回答された方は、7 割を超えた（図 3-4）。 

「災害時の活動経験（防災訓練などに参加し、訓練活動を体験した方を除く）」が「ある」（「ある（3

回以上）」、「ある（2 回）」、「ある（1 回）」の合計）と回答された方は、7 割を超えた（図 3-5）。 

 

図 3-4 過去 3 年間に、原子力防災に関する訓練・研修に参加した経験 
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－ 82 －
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図 3-5 災害時の活動経験（防災訓練などに参加し、訓練活動を体験した方を除く） 

3.1.2 訓練全体の目的等に関する評価結果 2 

（1） 訓練全体の目的に関する事前の理解度 

訓練全体の目的（①緊急時における防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業

務関係者の防災技術の習熟を図る、②住民・学校等の参加により、原子力災害発生時の避難対応

力の向上を図るとともに、原子力防災に対する理解の向上を図る、③訓練を通じて、「島根地域の緊

急時対応」の避難対策を確認するとともに、得られた成果や教訓事項をもとに改善を図ることで、防

災対策の実効性を高める）を事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解していた」

の合計）と回答された方は、9 割弱であった（図 3-6）。 

 
図 3-6 訓練全体の目的に関する事前の理解度 

 
2 本項目のうち(1)及び(2)については、「原子力災害医療訓練」のみに参加された方は含まれていない。また、秋季訓練と冬季

訓練にそれぞれ参加された方の重複回答は除いている。 
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－ 83 －
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（2） 訓練全体の目的達成度 

訓練全体の目的①（緊急時における防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び防災業

務関係者の防災技術の習熟を図る）を「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の合

計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-7）。 

訓練全体の目的②（住民・学校等の参加により、原子力災害発生時の避難対応力の向上を図ると

ともに、原子力防災に対する理解の向上を図る）を「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成

できた」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-8）。 

訓練全体の目的③（訓練を通じて、「島根地域の緊急時対応」の避難対策を確認するとともに、得

られた成果や教訓事項をもとに改善を図ることで、防災対策の実効性を高める）を「達成できた」

（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-9）。 

 

 
図 3-7 訓練全体の目的①（緊急時における防災関係機関相互の連携による防災対策の確立及び 

防災業務関係者の防災技術の習熟を図る）の達成度 
 

 
図 3-8 訓練全体の目的②（住民・学校等の参加により、原子力災害発生時の避難対応力の向上 

を図るとともに、原子力防災に対する理解の向上を図る）の達成度  
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－ 84 －
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図 3-9 訓練全体の目的③（訓練を通じて、「島根地域の緊急時対応」の避難対策を確認するとともに、 

得られた成果や教訓事項をもとに改善を図ることで、防災対策の実効性を高める）の達成度 

（3） 訓練を通じた原子力防災に関する理解促進度 

訓練を通じて原子力防災に関する理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と

回答された方は、9 割を超えた（昨年度：90%、昨年度比：+3 ポイント）（図 3-10）。 

 
図 3-10 訓練を通じた原子力防災に関する理解促進度 
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0%

回答者数：238名

－ 85 －
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（4） 今年度訓練の役立ち度 

今年度訓練の内容は今後に「役に立つ」（「十分役に立つ」及び「一部役に立つ」の合計）と回答さ

れた方は、9 割を超えた（昨年度：98%、昨年度比：+1 ポイント）（図 3-11）。 

 
図 3-11 今年度訓練の役立ち度 
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役に立つ
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65%

一部

役に立つ
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34%
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役に立たない

3名
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無回答

0名

0%

回答者数：238名

－ 86 －
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3.2 訓練項目別の評価結果 

3.2.1 病院の避難措置等訓練 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 3-12）。 

 
図 3-12 参加訓練の目的に関する理解度（病院の避難措置等訓練） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、7 割弱であった（図 3-13）。 

 
図 3-13 実施内容に関する事前理解度（病院の避難措置等訓練） 
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16%

概ね理解
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あまり理解

していなかった

1名

17%
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5名

83%
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なかった
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17%

無回答

0名

0%

回答者数：6名

十分理解

していた

1名

17%
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3名
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33%
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なかった
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33%

無回答

0名

0%

回答者数：6名

－ 87 －
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、回答者全員が「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予

定通りできた」の合計）と回答された（図 3-14）。 

 
図 3-14 実施内容に関する自己評価（病院の避難措置等訓練） 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-15）。 

 
図 3-15 実施内容に関する理解促進度（病院の避難措置等訓練） 

   

予定通り

できた

2名

33%

概ね予定

通りできた

4名

67%

予定通りできた

6名

100%

予定通りで

きなかった

0名

0%

無回答

0名

0%

回答者数：6名

多少深まった

6名

100%

深まった

6名

100%

参加前と
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かった
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回答者数：6名

－ 88 －
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-16）。 

 
図 3-16 実施内容に関する習熟度（病院の避難措置等訓練） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の合計）と回答さ

れた方は、8 割を超えた（図 3-17）。 

 
図 3-17 訓練項目別の目的達成度（病院の避難措置等訓練） 
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十分達成

できた

1名

16%

概ね達成

できた

4名

67%

あまり達成

できなかった

1名

17%

達成できた

5名

83%
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かった
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17%

無回答

0名

0%

回答者数：6名

－ 89 －
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-18）。 

 
図 3-18 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項（病院の避難措置等訓練） 

 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 マニュアルの具体化、コンタクトリストの整備。 

 部署の役割や連絡網が不十分。 

 実際管理職がいなければ、患者の搬送先の調整や書類準備は難しい。休日には誰が行

うのか。 

【施設や設備等の充実化】 

 備蓄の運び出しに手間が取られるのは時間がもったいない。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 訓練は定期的に行うのは前提であるがマニュアルなども定期的に周知、確認を多くの職

員ができる機会を持つことが大切だと感じた。 

 医療機関や消防に対する研修が必要、避難先の調整等は机上訓練をやってもよいと思

う。 

 訓練等の回数を増やして対応出来る人を増やすこと。 

 訓練自体が一部の職員しか参加してないので、もう少し多くの職員が参加出来るといい

と思います。 

  

回答者数：6名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
3名 50%

2 施設や設備等の充実化が必要 1名 17%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
4名 67%

4 その他 0名 0%

－ 90 －
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3.2.2 社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ） 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、半数であった（図 3-19）。 

 
図 3-19 参加訓練の目的に関する理解度 
（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、半数であった（図 3-20）。 

 
図 3-20 実施内容に関する事前理解度 
（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 
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－ 91 －



 

24 

 

（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、回答者全員が「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予

定通りできた」の合計）と回答された（図 3-21）。 

 
図 3-21 実施内容に関する自己評価 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された方（図 3-22）。 

 
図 3-22 実施内容に関する理解促進度 
（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 
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回答者数：6名

－ 92 －
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、回答者全員が「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予

定通りできた」の合計）と回答された（図 3-21）。 

 
図 3-21 実施内容に関する自己評価 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された方（図 3-22）。 

 
図 3-22 実施内容に関する理解促進度 
（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-23）。 

 
図 3-23 実施内容に関する習熟度 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、回答者全員が「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の

合計）と回答された（図 3-24）。 

 
図 3-24 訓練項目別の目的達成度 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化

が必要」を挙げられた方が最も多かった（図 3-25）。 

 
図 3-25 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（PAZ）） 
 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 記載なし。 

【施設や設備等の充実化】 

 通信機器（携帯電話）の補充。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 災害はいつおこるのかわからないので誰もが訓練・研修をした方が良い。 

 全職員参加の訓練・研修が必要 

 定期的な研修や、シミュレーション的な訓練の必要性。 

 原子力災害とは何か？もし起こった場合の対応方法など、基本的なことをもっと知りた

いと思った。 

  

回答者数：6名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
1名 17%

2 施設や設備等の充実化が必要 2名 33%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
5名 83%

4 その他 0名 0%

－ 94 －
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3.2.3 社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ） 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、6 割を超えた（図 3-26）。 

 
図 3-26 参加訓練の目的に関する理解度 
（社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ）） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、４割に満たなかった（図 3-27）。 

 
図 3-27 実施内容に関する事前理解度 
（社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ）） 
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-28）。 

「あまりできなかった」理由としては、事前の準備不足が挙げられている。 

 
図 3-28 実施内容に関する自己評価 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ）） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 マニュアルを事前に確認していたが、細かいところまでは理解しておらず、戸惑ったり、

分からないことがあった。 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-29）。 

 
図 3-29 実施内容に関する理解促進度 
（社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ））  
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－ 96 －
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-30）。 

 
図 3-30 実施内容に関する習熟度 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ）） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、回答者全員が「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の

合計）と回答された（図 3-31）。 

 
図 3-31 訓練項目別の目的達成度 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ）） 
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-32）。 

 
図 3-32 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

（社会福祉施設の避難措置等訓練（UPZ）） 
 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 今回の想定では、入所の方もショートステイの方も両方含まれていた為、それぞれ対応

が変わってくるのではないかと感じました。 

 わかりやすいマニュアル作成。 

【施設や設備等の充実化】 

 移動することがリスクになる方が多いので、移動（一時移転）に時間がかかることも考え

ると、食料等生活物資の見直しは必要。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 そもそも原子力がどのような危険性を持っているのか等を含め、理解を深めていく必要

があるなと思います。 

 定期的な訓練や研修で、より理解を深める。 

【その他】 

 今回参加していないスタッフにも、防災訓練の内容を伝達すること。 

  

回答者数：11名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
3名 27%

2 施設や設備等の充実化が必要 3名 27%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
7名 64%

4 その他 1名 9%

－ 98 －
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3.2.4 PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス

等避難）3 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、9 割であった（図 3-33）。 

 
図 3-33 参加訓練の目的に関する理解度 

（PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 3-34）。 

 
図 3-34 実施内容に関する事前理解度 

（PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難））  
 

3 所属が「松江市」と回答された方を対象に集計した。なお、他市、もしくは島根県については、3.2.5 にて集計した。 
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、９割を超えた（図 3-35）。 

あまりできなかった理由として、設備不調が挙げられている。 

 
図 3-35 実施内容に関する自己評価 

（PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 屋外スピーカーでの広報活動訓練がうまくいかなかった（スピーカーが起動しなかった）。 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割弱であった（図 3-36）。 

 
図 3-36 実施内容に関する理解促進度 

（PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難））  
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割弱であった（図 3-37）。 

 
図 3-37 実施内容に関する習熟度 

（PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、回答者全員が「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の

合計）と回答された（図 3-38）。 

 
図 3-38 訓練項目別の目的達成度 

（PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
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参加前と

変わらない

5名

12%
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0名
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0%
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十分達成
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10名

24%
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31名

76%
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41名

100%

達成できな

かった

0名

0%

無回答

0名

0%

回答者数：41名
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-39）。 

 
図 3-39 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

（PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 今回、支所職員はバスへの同乗及び避難所でのサポートが主であったと感じているが、

有事の際にはまず最初に支所職員が一番に参集されるものとするならば、支所職員も避

難者の受付や誘導など実務に参加するべきではないかと感じた。 

 放送のマニュアル。 

 マニュアルの別紙が多かったので、書類を確認するのが大変だった。 

 細かなケースごとに取るべき行動とその理由の詳細が分かりやすくなることが必要。 

 各関係者の動きに避難者も追加すると全体のイメージが掴みやすいと感じた。 

 自治体独自又は関係機関による図上演習の実施（狙い：計画検証による問題点の洗い

出し）。 

 一部ブラインド訓練も取り入れた（訓練）計画の見直し。 

【施設や設備等の充実化】 

 大型モニターやスマホタブレットの配備。 

 避難場所のバリアフリー化。 

 学校は和式トイレが多かった。洋式トイレもあったが数が少なく、高齢者や幼児は利用に

困るように感じた。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 実災害において、誰が何をするかをあらかじめ定めておくことにより、災害発生初動の迅

速化が図られると感じた。 

 緊急時放送設備の事前確認を行った方が良いと感じた。 

 屋外スピーカーのエラー時の対応方法。 

 地域の方に対する、放射線についてや実際の災害時の行動についての研修。 

 住民へ原子力に関する正しい知識を周知すべき（学校教育から）。 

 訓練参加者への事前に理解を深める研修が必要。 

 コントローラに原子力安全対策課経験者がおられたためスムーズに進行できたが、おら

回答者数：41名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
8名 20%

2 施設や設備等の充実化が必要 3名 7%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
18名 44%

4 その他 2名 5%

－ 102 －
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 実災害において、誰が何をするかをあらかじめ定めておくことにより、災害発生初動の迅
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 緊急時放送設備の事前確認を行った方が良いと感じた。 
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 コントローラに原子力安全対策課経験者がおられたためスムーズに進行できたが、おら
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マニュアルや計画類の見直しが必
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8名 20%
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れなければ当日何をしてよいのか分からなかったので、事前にもう少し当日の流れがイ

メージできる研修等があるとよかったかもと思った。 

 当日までかなり不安だったため、一度でいいのでロールプレイングを行いたかった。 

 訓練に参加する職員が、訓練全体の流れを把握できるような説明が必要。 

 広報等の事前訓練(機器の取り扱い)。 

 短時間でも実際に訓練を体験できる機会を増やすことが必要であると感じた。 

 多くの方に参加の機会を得てほしい。自分同様、原子力災害が身近で起き得るという意

識づけをしてほしい。 

 より、実践的にするために訓練参加人数の確保。 

 住民参画による図上演習の実施 （狙い：住民・行政との認識の統一）。 

 住民が参加する機会を増やして、経験することが大事ではないかと思う。 

 公民館単位や自治会単位などの小規模な訓練を繰り返し行い、住民の理解を求める必

要があると思う。 

 訓練して初めてわかる問題もあるため、繰り返しの訓練は必要。 

 より多くの職員が研修や訓練を経験できると良い。 

【その他】 

 対象地区の住民参加率の向上。 

 受け入れ先の習熟。 

  

－ 103 －
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3.2.5 UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス

等避難）4 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、9 割弱であった（図 3-40）。 

 
図 3-40 参加訓練の目的に関する理解度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 3-41）。 

 
図 3-41 実施内容に関する事前理解度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難））  
 

4 所属が「出雲市」、「安来市」、「雲南市」もしくは「島根県」と回答された方を対象に集計した。なお、「松江市」については、3.2.4

にて集計した。 
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11%

無回答
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0%
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3.2.5 UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス

等避難）4 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい
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図 3-40 参加訓練の目的に関する理解度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
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訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 3-41）。 

 
図 3-41 実施内容に関する事前理解度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難））  
 

4 所属が「出雲市」、「安来市」、「雲南市」もしくは「島根県」と回答された方を対象に集計した。なお、「松江市」については、3.2.4
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-42）。 

あまりできなかった理由として、住民への説明が十分に対応できなかったことが挙げられている。 

 
図 3-42 実施内容に関する自己評価 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 安定ヨウ素剤配布の際、服用についての説明を数人ごとにまとめて行ったが、説明を聞

かずにバスに向かおうとする避難者が何人かおり、職員からの指示がうまく通っていな

かった。 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-43）。 

 
図 3-43 実施内容に関する理解促進度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難））  
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回答者数：44名
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-44）。 

 
図 3-44 実施内容に関する習熟度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、回答者全員が「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の

合計）と回答された（図 3-45）。 

 
図 3-45 訓練項目別の目的達成度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-44）。 

 
図 3-44 実施内容に関する習熟度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-46）。 

 
図 3-46 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス等避難）） 
 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 出雲市 

 本番の際には、訓練を受けたことがない職員も対応しなければならないため、一読して

役割を理解し、果たせるよう、マニュアルを可能な限り平易に不断に更新すべきだと思い

ました。 

 一時集結所、避難経由所、避難所、安定ヨウ素剤配布などの各業務マニュアルの充実な

ど。 

 安定ヨウ素安定剤の服用方法等の説明資料の見直し。 

 安来市 

 避難所受入れに関して、受入自治体との間で計画の確認を行い、避難所共通事項と施

設の形状等に合わせて手順書等が必要と感じた。 

 所属無回答 

 避難ルートに関して、最短ルートもしくは渋滞を避けることができるルート再考が必要。 

 誰が見ても動けるような記載をする。 

【施設や設備等の充実化】 

 出雲市 

 一時集結所や避難所となる設備（例えば冷暖房設備、トイレ環境、通信環境、非常用電

源など）の充実化。 

 安来市 

 今回の避難所は新設施設であったため、バリアフリー、エレベーター完備など設備が充

実していた。特にバリアフリーなどの避難者の身体等の状況に対応できるよう共通で整

備が必要な設備を充実すべきと考える。 

 所属無回答 

 道路整備が重要である。ルート多重化を図るうえで、道路整備や国道９号線の県境交差

点の渋滞緩和策が急務と考える。 

回答者数：44名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
7名 16%

2 施設や設備等の充実化が必要 4名 9%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
24名 55%

4 その他 1名 2%

－ 107 －
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【事前の訓練・研修等の充実化】 

 島根県 

 避難先の視察研修など、住民、行政の負担が過度に増えない形で機会を増やせるとよ

い。 

 避難行程各所における役割を詳細に知る機会があればと感じた。各所でどのような対応

が求められているのか知ることで避難の全体像をイメージできるようになりたいと感じた。 

 出雲市 

 訓練参加者への事前レク。 

 住民一人ひとりについて、原子力防災に関する意識向上が必要（近所間での安否確認

等、ある程度住民の避難意識がないと全員避難が完了できない）。 

 原子力災害は自然災害と違って視覚的に分かりにくいため、いざというときにパニックに

ならないよう屋内退避等について幅広く周知しておく必要がある。 

 職員のほとんどは、原子力災害への対応経験がないため、どのような対応が必要になる

のか、事前にしっかりと研修する必要がある。 

 訓練・研修等の参加経験者を増やす。 

 行政職員の中でも、原子力災害時の対応について、理解している人が少ないように思う

から。 

 もっと市民に対しての研修等が必要。 

 災害が起きた場合の流れを一通り理解するには、簡単な説明では難しい。 

 様々なケース（バス、自家用車）における具体的な避難手順や準備物品などの再確認。 

 今回、事前に原子力災害についての全体的な説明を受けていたため、不安がなく訓練に

臨めた。 

 今回は島根県全体での訓練でしたが、もっと小さな(地区)単位でも実施してほうが、よ

り市民の方に浸透すると思います。 

 訓練に参加する機会を多くする。 

 より多くの人が訓練し、身につけることが必要。 

 災害時に限られた行政職員が優先的に何をするのかを明確にしてほしい。 

 安来市 

 原子力災害時の避難など基本的な行動について、住民はもちろん職員も含めた理解促

進が必要。 

 災害時の役割に応じた事前の訓練が必要。 

 今回参加した職員は有事の際に迅速に対応ができるが、参加していない職員はすぐすぐ

の対応が難しいと思われるので、研修が必要だと思われます。 

 避難元・避難先の職員に共通して「ふるさとを離れて避難しなければならない」という避

難住民のメンタルに寄り添う研修が必要と考える。 

 所属無回答 

 訓練対象者の拡大。 

 訓練当日に防護服の着用に思ったより時間がかかってしまったため、より訓練を災害時

同様にするために事前の研修で一度着てみてはどうかと思う。 

－ 108 －
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【事前の訓練・研修等の充実化】 
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進が必要。 
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【その他】 

 所属無回答 

 本市防災課職員の増員。 

   

－ 109 －
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3.2.6 UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営） 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 3-47）。 

 
図 3-47 参加訓練の目的に関する理解度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、8 割弱であった（図 3-48）。 

 
図 3-48 実施内容に関する事前理解度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 
   

十分理解

していた

8名

20%

概ね理解

していた

24名

62%

あまり理解

していなかっ

た

7名

18%

理解していた

32名

82%

理解してい

なかった

7名

18%

無回答

0名

0%

回答者数：39名

十分理解

していた

6名

15%

概ね理解

していた

25名

64%

あまり理解

していな

かった

7名

18%

まったく理解

していなかった

1名

3%

理解していた

31名

79%

理解してい

なかった

8名

21%

無回答

0名

0%

回答者数：39名

－ 110 －
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24名

62%
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た
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18%

理解していた

32名

82%

理解してい

なかった

7名

18%

無回答
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回答者数：39名

十分理解

していた

6名

15%

概ね理解

していた

25名

64%

あまり理解

していな

かった

7名

18%

まったく理解

していなかった

1名

3%

理解していた

31名

79%

理解してい

なかった

8名

21%

無回答

0名

0%

回答者数：39名
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-49）。 

あまりできなかった理由として、被検者数の多さが挙げられている。 

 
図 3-49 実施内容に関する自己評価 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 検査を行う対象者数が多く、一人あたりにかける時間を短縮せざるをえなかったため。 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-50）。 

 
図 3-50 実施内容に関する理解促進度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営））  

予定通り

できた

17名

44%

概ね予定

通りできた

21名

54%

あまりできな

かった

1名

2%

予定通りできた

38名

97%

予定通りで

きなかった

1名

3%

無回答

0名

0%

回答者数：39名

深まった

24名

62%

多少深まった

15名

38%

深まった

39名

100%

参加前と

変わらない

0名

0%

深まらな

かった

0名

0%

無回答

0名

0%

回答者数：39名

－ 111 －
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-51）。 

 
図 3-51 実施内容に関する習熟度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、回答者全員が「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の

合計）と回答された（図 3-52）。 

 
図 3-52 訓練項目別の目的達成度 

（UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 
   

深まった

23名

59%

多少深まった

16名

41%

深まった

39名

100%

参加前と

変わらない

0名

0%

深まらな

かった

0名

0%

無回答

0名

0%

回答者数：39名

十分達成

できた

13名

33%
概ね達成

できた

26名

67%

達成できた

39名

100%

達成できな

かった

0名

0%

無回答

0名

0%

回答者数：39名

－ 112 －
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十分達成
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13名
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26名

67%
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0名

0%
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-53）。 

 
図 3-53 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 
（UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）） 

 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 訓練当日少し何もない時間があったのでその点を有効活用できるような工夫が必要。 

 安来市住民への検査時の待ち時間にできることがあると良いと思います。 

 防護服着用のマニュアルについて、ハンズフリー拡声器の着用順が実際とは異なってい

たため確認をお願いします。 

 特殊な施設（学校や病院、高齢者施設等）の避難（検査）をどうするか、気になりました。 

 記録表のフォーマットの改善。 

 細かなケースごとに取るべき行動とその理由の詳細が分かりやすくなることが必要。 

【施設や設備等の充実化】 

 電子機器を使用しての測定になるので、雨水対策の強化が必要だと感じた。 

 車両等の誘導に関しては、矢印看板がもっとあればより確実な誘導ができていたかもし

れない。ただ、今回人員が 2 人配置されていたので十分対応できた。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 対象者の増。訓練に初めて参加してわかることが多かった。 

 避難退域時検査場所だけでなく、訓練全体ではどういったことを実施しているのか教え

てほしかったです。 

 より多くの方に訓練に参加してもらう。 

 研修で行った実技研修は、当日の役割を理解する上で、大変有意義と感じました。 

 行政職員の中でも、原子力災害時の対応について、理解している人が少ないように思う。 

 もっと市民に対しての研修等が必要。 

 様々なケース（バス、自家用車）における具体的な避難手順や準備物品などの再確認 

 検査会場の設営に時間を要していたため、実災害時に参集する職員で対応できるよう

訓練しておく必要があると感じた。 

 より多くの人が訓練し、身につけることが必要。 

 訓練参加者への事前に理解を深める研修が必要。 

回答者数：39名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
6名 15%

2 施設や設備等の充実化が必要 2名 5%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
17名 44%

4 その他 1名 3%

－ 113 －
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 検査のパターンを増やすか、時間を短縮化。 

 住民が参加する機会を増やして、経験することが大事ではないかと思う。 

 原子力災害時の避難など基本的な行動について、住民はもちろん職員も含めた理解促

進が必要。 

 より多くの職員が研修や訓練を経験できると良い。 

【その他】 

 今回の訓練で判明した課題の解決。 

  

－ 114 －
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3.2.7 PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）5 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、7 割を超えた（図 3-54）。 

 
図 3-54 参加訓練の目的に関する理解度 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、8 割であった（図 3-55）。 

 
図 3-55 実施内容に関する事前理解度 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営））  
 

5 所属が「避難先市町、岡山県もしくは広島県」の方を対象に集計した。なお、「避難元市、もしくは島根県」の方については、

3.2.4 及び 3.2.5 にて集計した。 

十分理解

していた

1名

6%

概ね理解

していた

10名

67%

あまり

理解

してい

なかっ

た

3名

20%

まったく

理解

していな

かった

1名

7%

理解していた

11名

73%

理解してい

なかった

4名

27%

無回答

0名

0%

回答者数：15名

十分理解

していた

1名

7%

概ね理解

していた

11名

73%

あまり理解

していな

かった

3名

20%

理解していた

12名

80%

理解してい

なかった

3名

20%

無回答

0名

0%

回答者数：15名

－ 115 －
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-56）。 

あまりできなかった理由として、短時間で多数の住民に対応する必要があったことが挙げられてい

る。 

 
図 3-56 実施内容に関する自己評価 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 避難者の方へ丁寧な対応を心がけようとしたけれど、受付に大勢の人が来ると早口に

なったり、心配りが足りないところがあったから。 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-57）。 

 
図 3-57 実施内容に関する理解促進度 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営））  

予定通り

できた

4名

27%

概ね予定

通りできた

10名

67%

あまりできな

かった

1名

6%

予定通りできた

14名

93%

予定通りで

きなかった

1名

7%

無回答

0名

0%

回答者数：15名

深まった

3名

20%

多少深まった

11名
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深まった

14名

93%

参加前と

変わらない

1名

7%

深まらな

かった

0名

0%

無回答

0名

0%

回答者数：15名

－ 116 －
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-56）。 

あまりできなかった理由として、短時間で多数の住民に対応する必要があったことが挙げられてい

る。 

 
図 3-56 実施内容に関する自己評価 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 避難者の方へ丁寧な対応を心がけようとしたけれど、受付に大勢の人が来ると早口に

なったり、心配りが足りないところがあったから。 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-57）。 

 
図 3-57 実施内容に関する理解促進度 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営））  
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-58）。 

 
図 3-58 実施内容に関する習熟度 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-59）。 

 
図 3-59 訓練項目別の目的達成度 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）） 
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かった
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－ 117 －
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-60）。 

 
図 3-60 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

（PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）） 
 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 マニュアルとは別に迅速に対応するため不慣れな職員でもある程度対応できるよう各班

別のアクションカードの作成。 

【施設や設備等の充実化】 

 避難物資の備蓄。 

 十分な避難所の確保。 

 避難者の方が安心して避難所で過ごせるための備品数の確保（テントやベッドの数が足

りない）。 

 避難所運営備品の充実。 

 段差解消又は段差があることが分かるような目印を行う必要があるかと思います。また、

トイレが和式で流れも悪かったようです。誘導者も必要かと思います。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 突発的な災害にも対応できるようにするため、平時から繰り返し訓練を行い、各部署の

習熟度向上を図る必要がある。 

 当日の作業だけでなく、事前にマニュアルの配付や研修等があると、全体の理解につな

がると考える。 

 具体的に実施してみないと分からないことは多い、人員体制を変えて定期的な実施が望

ましい。 

 訓練説明会の時に実地模擬訓練が体験できれば良かった。 

 今回の受け入れは訓練としての人数なのか、実際の避難者を想定した人数なのか分か

らなかった。訓練に参加するだけ、という形ではなく実際の動きを参加する職員が考える

ことができる訓練とすべきだと感じました。 

 流れの確認を行う。 

   

回答者数：15名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
1名 7%

2 施設や設備等の充実化が必要 6名 40%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
7名 47%

4 その他 0名 0%

－ 118 －
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3.2.8 原子力災害医療訓練 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-61）。 

 
図 3-61 参加訓練の目的に関する理解度 

（原子力災害医療訓練） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、7 割を超えた（図 3-62）。 

 
図 3-62 実施内容に関する事前理解度 

（原子力災害医療訓練） 
   

十分理解

していた

2名

14%

概ね理解

していた

11名

79%

あまり理解

していなかった

1名

7%

理解していた

13名

93%

理解してい

なかった

1名

7%

無回答

0名

0%

回答者数：14名

十分理解

していた

1名

7%

概ね理解

していた

9名

64%

あまり理解

していなかった

4名

29%

理解していた

10名

71%

理解してい

なかった

4名

29%

無回答

0名

0%

回答者数：14名

－ 119 －
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 3-63）。 

「あまりできなかった」理由の回答はなかった。 

 
図 3-63 実施内容に関する自己評価 

（原子力災害医療訓練） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 記載なし。 

（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、回答者全員が理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-64）。 

 
図 3-64 実施内容に関する理解促進度 

（原子力災害医療訓練）   
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深まらな

かった
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無回答
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0%

回答者数：14名

－ 120 －
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訓練で実施した内容について、回答者全員が理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」

の合計）と回答された（図 3-64）。 

 
図 3-64 実施内容に関する理解促進度 

（原子力災害医療訓練）   
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（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-65）。 

 
図 3-65 実施内容に関する習熟度 

（原子力災害医療訓練） 

（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、回答者全員が「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の

合計）と回答された（図 3-66）。 

 
図 3-66 訓練項目別の目的達成度 

（原子力災害医療訓練） 
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－ 121 －
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-67）。 

 
図 3-67 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

（原子力災害医療訓練） 
 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 活動マニュアルの作成が必要である。 

 院内マニュアル（特に複数患者の対応）の見直し。 

 地域防災計画（第 2 章第 1 節第 3）では県庁災対本部がすべての汚染傷病者の搬送先

医療機関の調整をすることになっているが、本当に松江・出雲・安来・雲南圏域の救急搬

送事例を県庁が出来るのか？選定に時間を要して救命処置が遅れるのではないか。搬

送情報を各圏域消防本部から収集するのが現実的ではないか。 

【施設や設備等の充実化】 

 消防活動時における防護服などの充実した配備。 

 GM サーベイメータの動作確認。 

 内部被ばく測定が必要になった時の WBCがある部屋への導線が複雑であり、被ばく医

療の施設は一か所にまとめた方が良いため、建屋の新設が必要だと思われる。 

 今回の訓練のように地震災害との複合災害が発生した場合、汚染傷病者を受入れる施

設がない。内部被ばくを疑う症例がある場合、検査できる WBC までの導線が複雑なた

め、専用建屋があることが望ましい。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 定期的な研修受講が求められる。 

 施設の養生（やり方、範囲も含めて）、回収の仕方。 

 日頃から院内でチームとして多職種で訓練・研修を充実させるべきである。 

 コロナ禍もあり久々の訓練となった。私を含めて若手には、このような経験のある職員は

かなり少ないため。 

 汚染者の処置の理解、処置の優先度。 

 定期的に開催してほしい。 

 新規採用職員研修などに災害時に県職員がどのような対応を行うのか、講義があっても

よいと思う（鳥インフルエンザ対応など含め）。  

回答者数：14名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
4名 29%

2 施設や設備等の充実化が必要 4名 29%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
9名 64%

4 その他 0名 0%

－ 122 －
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（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 
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3.2.9 初動対応訓練 

（1） 参加訓練の目的に関する理解度 

参加した訓練の目的について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 3-68）。 

 
図 3-68 参加訓練の目的に関する理解度 

（初動対応訓練） 

（2） 実施内容に関する事前理解度 

訓練で実施した内容について、事前に「理解していた」（「十分理解していた」及び「概ね理解してい

た」の合計）と回答された方は、9 割弱であった（図 3-69）。 

 
図 3-69 実施内容に関する事前理解度 

（初動対応訓練） 
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理解していた

73名

92%

理解してい

なかった

6名

8%

無回答

0名
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十分理解
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していな

かった
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回答者数：79名

－ 123 －
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（3） 実施内容に関する自己評価 

訓練で実施した内容について、「予定通りできた」（「予定通りできた」及び「概ね予定通りできた」

の合計）と回答された方は、午前の訓練では 6 割を超え、午後の訓練では 8 割を超えた（図 3-70）。 

あまりできなかった理由として、時間内での対応ができなかったことなどが挙げられている。 

 
図 3-70 実施内容に関する自己評価 

（初動対応訓練） 
 

【「あまりできなかった」理由】 

 午前の訓練、午後の訓練共通 

 手順書等を事前に確認していたが、時間に追われながら複数の対応をしていく中で、自

らが主で取り組むべき事項に遅れが生じたため（制限時間内に与えられた役割を全うで

きなかったため）。 

 事前に配布されたシナリオ通りに訓練が進行しなかったため。 

 午前の訓練 

 ブラインド訓練で、作成する文書や電話連絡等に時間がかかり過ぎてしまった（逆に言う

と、本当の災害の時は、一つ一つの作業に時間がかかることが分かってよかった）。 

 午後の訓練 

 車両確保及び運行計画作成を同時並行で実施することとなりかなり混乱した。既存の様

式の不足や情報開示のタイミングによって、想像よりも作業完了に遅延が生じた。それぞ

れに必要となる情報や工程を理解し、細分化したうえで取り組めるとスムーズに対応で

きたと考える。 

 業務量も多く、内容も複雑で難しかったため、予定通り進めることが難しかった。 

 自身の行動のきっかけとなる NISSでの通知に気づくのが遅れ、グループ全体の手順が

遅れる結果となってしまったため。 

 午後の訓練においては、ブラインド訓練の項目を付与できず、訓練中断時間となったた

め。 

 想定される現場の状況がわかりにくい点があったため。 
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午後に実施した内容
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無回答

回答者数：79名

－ 124 －
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（4） 実施内容に関する理解促進度 

訓練で実施した内容について、理解が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-71）。 

 
図 3-71 実施内容に関する理解促進度 

（初動対応訓練） 

（5） 実施内容に関する習熟度 

訓練で実施した内容について、習熟が「深まった」（「深まった」及び「多少深まった」の合計）と回答

された方は、8 割を超えた（図 3-72）。 

 
図 3-72 実施内容に関する習熟度 

（初動対応訓練） 
   

深まった

28名

35%

多少深まった

44名

56%

深まらなかっ

た

1名

1%

深まった

72名

91%

参加前と

変わらない
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8%

深まらな

かった

1名

1%

無回答

0名

0%

回答者数：79名

深まった
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34%

多少深まった

40名

51%

あまり

深まらな

かった

1名

1%

深まらな

かった

2名

3%

深まった

67名

85%

参加前と

変わらない

9名

11%

深まらな

かった

3名

4%

無回答

0名

0%

回答者数：79名

－ 125 －
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（6） 参加訓練の目的達成度 

参加した訓練の目的は、「達成できた」（「十分達成できた」及び「概ね達成できた」の合計）と回答

された方は、9 割を超えた（図 3-73）。 

 
図 3-73 訓練項目別の目的達成度 

（初動対応訓練） 

（7） 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項としては、「事前の訓練・研修等の充実化」

を挙げられた方が最も多かった（図 3-74）。 

 
図 3-74 活動の迅速性・確実性を高めるために必要と感じた事項 

（初動対応訓練） 
 

【マニュアルや計画類の見直し】 

 島根県 

 車両運行計画や車両確保など、作成に必要となる工程やフローなどを細分化することで

分業できる体制をとるべき。 

 必要資料一式の保存場所及び記載事項が誰でもわかるよう追記する。 

 設備故障のない警戒事態における対応を追加等。 

 マニュアルや手順書本体というよりはそれに付随する様式等が即座に使いやすいよう整

十分達成

できた

21名

27%

概ね達成

できた

54名

68%

あまり達成

できなかっ

た

2名

2%

まったく

達成

できな

かった

2名

3%

達成できた

75名

95%

達成できな

かった

4名

5%

無回答

0名

0%

回答者数：79名

回答者数：79名 割合

1
マニュアルや計画類の見直しが必

要
20名 25%

2 施設や設備等の充実化が必要 10名 13%

3
事前の訓練・研修等の充実化が必

要
43名 54%

4 その他 8名 10%

－ 126 －
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理しておくことが必要だと感じました。 

 手順書にない項目について、手順書への反映。 

 住民向けに慎重な対応が必要な場面における公表文言の精査。 

 マニュアル P.15 の県関係各課について内線の記載があれば円滑か。様式の格納箇所

の記載があれば良いか。 

 手順書をＡＬ１とＡＬ２とで分けていくことが必要。手順書の細かい記載について、迷いや

すいところがあるのでわかりやすく修正。 

 タスクをどの程度の時間で処理するのか、目安でも目標時間があればよい。 

 あらかじめ用意できるものの様式化。 

 チェックリスト、放送文案などの別添資料の充実化。 

 松江市 

 現実性の高い訓練内容とすること。 

 具体的にどう実施するか、の検討。 

 複合災害を念頭に置いたマニュアルや計画としては十分とは言えないと考えるため。 

 住民以外の旅客者や圏外からの通勤者の避難方法についての項目がほしい。 

 出雲市 

 訓練を通して気付いた部分を、適宜見直していくこと。 

 安来市 

 訓練で得られた成果や課題などを踏まえて、今後も適宜計画などの見直しが必要。 

 雲南市 

 事象の進展に沿った内容に。 

【施設や設備等の充実化】 

 島根県 

 情報収集と必要情報の出力にあたっては、紙での対応は限界がある。NISS については、

数の不足と行政 PC との資料共有がセキュリティ面で困難であったため、改善が必要。 

 標準パソコンでの NISS 使用（不可能かもしれないが、総合防災情報システムのように

誰でも見れた方が良い）。 

 一般災害部門との情報共有（電子ホワイトボードの共有）。 

 松江市 

 学校すべてに IP 無線機の設置を望む。 

 NISS のインターフェイスが悪い。用紙がカラーで出力されない。 

 松江市以外の方からの Web 音声について、音声品質の向上が必要。 

 安来市 

 情報共有システム（既存システムで良いが、共有できるように各部署での映像共有が必

要。放射線量、避難対象人数（図上でわかるように）、避難ルートの交通確保状況）。 

 Web での音声設備。 

【事前の訓練・研修等の充実化】 

 島根県 

 解説をしてもらいながら、事前に手順書に沿って実際に作業するようなもの。 

－ 127 －
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 要素訓練的に一項目を室員全員で実施することでより多くの視点で改善が見込めると

考える。 

 時間を要する対応や、手順が確立されていない対応に特化した小規模図上訓練の実施。 

 初任者向けに時間を割き、訓練内容だけでなく、そもそもの原子力防災の考え方につい

て学ぶ機会が欲しい。 

 検証したいポイントに絞った個別の訓練や研修。 

 難しいと思いますが、規模を縮小した初動対応訓練（実際に連絡したり、文書を出すとい

うよりは、要員がコントローラー（上司）の指示に従って自分の役割や必要なもの（原防

NW、NISS 等）を確認）の使い方を確認する）をした方が良いと思いました。 

 シナリオを用いない条件付与による個別訓練実施も必要。 

 時間に余裕があれば、訓練以外の時に小さい単位で短時間のブラインド訓練をやってみ

てもいいように思う。 

 他部局（特に関係の深い部署）の訓練参加。 

 松江市 

 今回の読み合わせも必要だが、実動と合わせた訓練。 

 シナリオをこなすことが主眼とならないような訓練内容が必要。 

 事前に FAX を送ることができるか確認が必要。 

 関係機関に対して原子力災害時の対応等に関する周知徹底が必要だと感じた。 

 発災時に必要になるマニュアルや広域避難等に関する資料など常備資料の充実、ほか

の自然災害との同時発生を想定し、他の災害への同時対応を想定した対応のシミュレー

ション。 

 当日の参加者が急遽不在になった場合を想定して、ZOOM による研修会を企画してほ

しい。 

 訓練や研修は全職員が何年かに１度は経験すべき。 

 部局内でのシミュレーション。 

 職員が、それぞれの役割を十分把握しておくような訓練や研修があるとよい。 

 防災部のみではなく他部局も参画した形の訓練（例：機能班等の役割がある職員も参加

する等）。 

 動員以外の職員への周知。 

 実践を想定したマニュアル無しの訓練等。 

 担当が居ない時も担当以外の職員でも動けるよう本訓練の参加が必要。 

 出雲市 

 内容というよりは、継続した訓練の実施により習熟度を高め、個々の経験値を上げること。 

 安来市 

 原子力事故に対する体制強化を図るために、防災部局以外の職員への研修などが必要。 

 訓練の想定外の機器トラブルへの速やかな対処方法の共有が必要。 

 災害の規模に応じた、訓練・研修を年に複数回行うこと。 

 雲南市 

 原発の仕組みや特性について、事前に学んでおくとより有効ではないかと思います。 

－ 128 －
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 小回りの利く訓練。 

 職員体制も人事異動や退職により変化することから、事前の取り組みが重要と感じた。 

 自然災害対応と連携した訓練の実施。 

 複合災害への対応。 

【その他】 

 島根県 

 ブラインド訓練の継続実施。 

 今回の訓練や事前研修も活かして、事後の対応として実動時に使う様式や連絡先の保

存場所を各員が熟知しておくことが望ましいと感じました。 

 松江市 

 関係機関（民間施設）との連携について更に具体的な連携を想定する必要を感じた。 

 web 会議用モバイルを早急に配備し使い慣れる。 

 機器の点検。 

 所属無回答 

 旅館ホテルなど行政以外との連絡体制が実際の災害時に確保できるか確認しておく必

要がある。 

 体制の強化。 

  

－ 129 －



 

62 

 

4. 自己評価結果（訓練参加住民アンケート結果） 

訓練参加住民を対象にアンケート調査を実施し、延べ 331 名（松江市 PAZ：159 名、松江市 UPZ：37

名、松江市 PAZ/UPZ 無回答：2 名、出雲市：71 名、安来市：39 名、雲南市：23 名）から回答を得た 6。 

4.1 訓練全体の評価結果 

4.1.1 回答者の特徴 

（1） 属性 

4 市とも、50 代以上が 7 割以上を占める（図 4-1）。 

 

図 4-1 年齢 

（2） 事前知識・経験（PAZ） 

以下の項目について、訓練参加住民の訓練参加前の理解度及び経験を確認した。 

 

 原子力災害の状況や県や市からの指示（屋内退避、避難等）などに関する情報の入手手段 

 原子力災害時にとるべき行動 

 原子力災害時における安定ヨウ素剤の役割 

 原子力災害時の「避難」 

 原子力災害時の「屋内退避」 

 地区別の避難計画パンフレット 

 福島原子力発電所事故以降、原子力防災訓練への参加経験 

 
6 重複回答等があるため、実際の参加者数と一致しないものがある。 

1%

1%

3%

1%

1%

1%

6%

3%

7%

23%

18%

19%

14%

11%

33%

9%

44%
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41%

44%

23%

48%

30%

26%

43%

37%

18%

43%

1%

1%

3%

4市計

（回答者数：329名）

松江市PAZ

（回答者数：159名）

松江市UPZ

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：71名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳未満 10代 20代 30代 40代

50代 60代 70歳以上 無回答 A
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その結果、「原子力災害の状況や県や市からの指示（屋内退避、避難等）などに関する情報の入手

手段」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」の合計）と回答された方は、9

割弱であった（図 4-2）。 

「原子力災害時にとるべき行動」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」

の合計）と回答された方は、8 割弱であった（図 4-2）。 

「原子力災害時における安定ヨウ素剤の役割」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね

理解している」の合計）と回答された方は、7 割弱であった（図 4-2）。 

「原子力災害時の『避難』」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」の合

計）と回答された方は、8 割を超えた（図 4-2）。 

「原子力災害時の『屋内退避』」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」

の合計）と回答された方は、7 割弱であった（図 4-2）。 

「地区別の避難計画パンフレット」を「見たことはあった」と回答された方は、7 割弱であった（図 

4-3）。 

「福島原子力発電所事故以降、原子力防災訓練への参加経験」が「ある」（「ある（3 回以上）」、「あ

る（2 回）」、「ある（1 回）」の合計）と回答された方は、3 割を超えた（図 4-4）。 

 

 

図 4-2 訓練参加住民の訓練参加前の理解度（PAZ） 
 

24%

18%

14%

25%

15%

64%

59%

53%

60%

53%

12%

16%

29%

11%

28%

3%

2%

1%

3%

1%

4%

4%

原子力災害の状況や県や市から

の指示（屋内退避、避難等）など

に関する情報の入手手段

原子力災害時にとるべき行動

原子力災害時における安定ヨウ

素剤の役割

原子力災害時の「避難」につい

て

原子力災害時の「屋内退避」に

ついて

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解している 概ね理解している

あまり理解していない まったく理解していない

無回答

回答者数：159名
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図 4-3 地区別の避難計画パンフレットに関する訓練参加前の認知度（PAZ） 

 

 
図 4-4 福島原子力発電所事故以降、原子力防災訓練への参加経験（PAZ） 

 

（3） 事前知識（UPZ） 

以下の項目について、訓練参加住民の訓練参加前の理解度及び認知度を確認した。 

 

 原子力災害の状況や県や市からの指示（屋内退避、避難等）などに関する情報の入手手段 

 原子力災害時にとるべき行動 

 原子力災害時における安定ヨウ素剤の役割 

 原子力災害時の「屋内退避」 

 原子力災害時の「避難」 

 放射性物質が放出された後に避難を実施する際の留意点 

 避難退域時検査 

見たことは

あった

110名

69%

見たことは

なかった

38名

24%

無回答

11名

7%

回答者数：159名

ある

（3回以上）

8名

5%

ある

（2回）

17名

11%

ある

（1回）

27名

17%

ある

52名

33%

ない

（今回がは

じめて）

89名

56%

無回答

18名

11%

回答者数：159名
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図 4-3 地区別の避難計画パンフレットに関する訓練参加前の認知度（PAZ） 

 

 
図 4-4 福島原子力発電所事故以降、原子力防災訓練への参加経験（PAZ） 
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 地区別の避難計画パンフレット 

 （松江市のみ）福島原子力発電所事故以降、原子力防災訓練への参加経験 

 （出雲市及び安来市のみ）自然災害時における指定避難所等への避難経験 

 

その結果、「原子力災害の状況や県や市からの指示（屋内退避、避難等）などに関する情報の入手

手段」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」の合計）と回答された方は、8

割を超えた（図 4-5）。 

「原子力災害時にとるべき行動」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」

の合計）と回答された方は、7 割を超えた（図 4-6）。 

「原子力災害時における安定ヨウ素剤の役割」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね

理解している」の合計）と回答された方は、6 割を超えた（図 4-7）。 

「原子力災害時の『屋内退避』」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」

の合計）と回答された方は、7 割であった（図 4-8）。 

「原子力災害時の『避難』」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」の合

計）と回答された方は、7 割を超えた（図 4-9）。 

「放射性物質が放出された後に避難を実施する際の留意点」を「理解している」（「十分理解してい

る」及び「概ね理解している」の合計）と回答された方は、7 割弱であった（図 4-10）。 

「避難退域時検査」を「理解している」（「十分理解している」及び「概ね理解している」の合計）と回

答された方は、7 割弱であった（図 4-11）。 

「地区別の避難計画パンフレット」を「見たことはあった」と回答された方は、7 割弱であった（図 

4-12）。 

「福島原子力発電所事故以降、原子力防災訓練への参加経験」が「ある」（「ある（3 回以上）」、「あ

る（2 回）」、「ある（1 回）」の合計）と回答された方は、2 割に満たなかった（図 4-13）。 

「自然災害時における指定避難所等への避難経験」が「ある」（「ある（3 回以上）」、「ある（2 回）」、

「ある（1 回）」の合計）と回答された方は、3 割に満たなかった（図 4-14）。 

 

 

図 4-5 原子力災害の状況や県や市からの指示（屋内退避、避難等） 
などに関する情報の入手手段に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
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15%

23%

22%

65%

68%
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57%

18%

19%

20%

10%

22%

1%

3%

0%

4市計

（回答者数：170名）

松江市

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：71名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解している 概ね理解している

あまり理解していない まったく理解していない

無回答
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図 4-6 原子力災害時にとるべき行動に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
 

 

図 4-7 原子力災害時における安定ヨウ素剤の役割に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
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図 4-7 原子力災害時における安定ヨウ素剤の役割に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
 

17%

8%

17%

21%

26%

55%

59%

55%

54%

48%

25%

27%

27%

26%

17%

3%

5%

1%

9%

4市計

（回答者数：170名）

松江市

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：71名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解している 概ね理解している

あまり理解していない まったく理解していない

無回答

12%

13%

8%

13%

22%

51%

63%

49%

51%

39%

28%

16%

37%

26%

26%

7%

9%

6%

5%

13%

1%

5%

4市計

（回答者数：170名）

松江市

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：71名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解している 概ね理解している

あまり理解していない まったく理解していない

無回答

 

67 

 

 

図 4-8 原子力災害時の「屋内退避」に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
 

 

図 4-9 原子力災害時の「避難」に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
 

18%

8%

17%

23%

30%

52%

59%

55%

46%

39%

26%

30%

27%

28%

17%

3%

3%

3%

13%

1%

1%

4市計

（回答者数：170名）

松江市

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：71名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解している 概ね理解している

あまり理解していない まったく理解していない

無回答

21%

22%

13%

26%

35%

55%

54%

55%

59%

52%

21%

24%

30%

10%

9%

2%

1%

5%

4%

1%

1%

4市計

（回答者数：170名）

松江市

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：71名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解している 概ね理解している

あまり理解していない まったく理解していない

無回答

－ 135 －



 

68 

 

 

図 4-10 放射性物質が放出された後に避難を実施する際の留意点に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
 

 

図 4-11 避難退域時検査に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
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図 4-10 放射性物質が放出された後に避難を実施する際の留意点に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
 

 

図 4-11 避難退域時検査に関する訓練参加前の理解度（UPZ） 
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図 4-12 地区別の避難計画パンフレットに関する訓練参加前の認知度（UPZ） 
 

 
図 4-13 福島原子力発電所事故以降、原子力防災訓練への参加経験（UPZ、松江市のみ） 
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図 4-14 自然災害時における指定避難所等への避難経験（UPZ、出雲市及び安来市のみ） 
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図 4-14 自然災害時における指定避難所等への避難経験（UPZ、出雲市及び安来市のみ） 
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4.1.2 訓練全体の目的等に関する評価結果 

（1） 原子力災害が発生した場合にとるべき行動についての理解促進度 

訓練を通じて、原子力災害が発生した場合にとるべき行動について理解が「深まった」（「深まった」

及び「多少深まった」の合計）と回答された方は、9 割弱であった（図 4-15）。 

 

図 4-15 原子力災害が発生した場合にとるべき行動についての理解促進度 

（2） 今年度訓練の役立ち度 

今年度訓練の内容は今後に「役に立つ」（「十分役に立つ」及び「一部役に立つ」の合計）と回答さ

れた方は、9 割弱であった（図 4-16）。 

 

図 4-16 今年度訓練の役立ち度 
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（3） その他気づき事項 

 松江市（自家用車避難） 

 トイレの場所を地図上に明記してほしい。 

 最初の小学校から中学校への案内時道路に何かしらの案内プラカードがあればスムー

ズに行けたかもしれません。 

 「訓」のマットがはずれて運転中危険を感じた。大きくはずれにくいように。 

 訓練のマットが 2 回はずれ、後続の車の助けを借りたり、脇道に入り待ったり 20 分くら

いロスしました。カートイレは快適でしたが、紙が薄くてすぐちぎれ、時間をとられました。

ペーパーホルダーの横にプッシュボタンがあり、水かと思いもう少しで押すところでした。

落ち着いてみればタンクにありました。小さいことですが混乱につながることがあると思

いました。 

 避難所（お弁当を頂いた所）の入口から入場する時に、一列に並んで入っていたが、1 人

の男性が横入りして来てぶつかり、消毒も横入りして弁当をとって行かれたのを見て、と

ても残念な気持ちになりました。避難所入口にも案内の人がいなければ実際、このような

人がいるかもしれないと痛感しました。 

 道中の案内看板が判りにくい。色は青より、黄・赤など目立つ看板が良いと思いました。 

 要介護者等の実施訓練。 

 なるべく多くの人に訓練に参加してほしい。大田市の取組み、頼もしいです。 

 平田の町中が混んでいた。斐川町の大型農道を通った方が良い 

 大田二中に来る迄のルートは色々あると思われた。所要時間が必要になると思うがいか

がでしょうか。 

 避難経由所から避難所までのマップがあるとよかった（カーナビでうまく入らなかったの

で）。 

 今回参加して国道沿いに案内板があり助かった。さて、原子力災害がおきてはいけない

が道路沿い案内を固定化したらどうか。 

 大社前のルートで避難しましたが、大社鳥居の前で県外車の駐車の入口あたりで 2km

位の動きが悪く、ロス。20 分位かかってしまったので大社地区は通らない方が良いです。 

 大田市の職員又自主防災組織の皆様など、関係の方々に大変感謝をいたします。準備

も大変だったと思います。大変お世話さまでした。 

 実際に事故が発生した場合、はたして整然と避難出来るのかどうか。ある程度の規模で

訓練することも必要ではと思う。 

 通常と別ルートでの移動だったが、資料上に無い箇所があり、わかりづらい所があった。 

 全世帯で、移動したら、動きがつくか微妙だと思いました。 

 手順の確認という意味はあった。今後訓練成果の波及、避難計画を実効性あるものにす

るために、地域の自主防災組織の強化が必要と感じた。 

 当日の出発前のチェック。 

 お世話になりありがとうございました。 

 本番では今回のルートを使わないと思う。40 才以上（ヨード剤の服用の効果が低い）特

に高齢者は、避難所に行くと死亡リスクが上がるので、急いで家を離れることだけではな

－ 140 －
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い放射線対応も考えたほうがよい。蔵の活用なども考えられるよいのでは？ 

 弁当を食べる所に大きな案内（全体図・スケジュール）があるよい。 

 12:30 の訓練開始までの間に無音の防災ビデオでも流すとよい。 

 世帯名簿の回収場所とゴミ（弁当ガラ）の回収場が同じで混みます。人の動線を考えて

配置を。 

 ルート通りに避難出来ない場合も想定される為、各自自由にルートを選んで訓練したら

どうなるかも把握する必要があるのでは（渋滞等が有ったら、ルート通り走らない）。 

 トイレの確保が一番心配だと思いますが？ 

 本当にあって全員が避難した時の道路の混み具合は予想されるのでしょうか？道路は

最低でも 2 車線は必要かと思った。 

 テント組立て体験は勉強になりました。 

 避難ルートについて：決定していても災害などで使用できない場合もありシンプルに目

的地（避難）を明確にしては。 

 実際にテントを貼ったりすることで、スペースの感覚などわかり良かった。 

 災害は他にも考えられるので、より多くの人に知ってもらえるといいと思います。 

 情報提供としてエリアメールの配信がありよかった。防災無線は場所によって聞こえづら

いところがあります。サイレン等などで緊迫感をもたせた方がよいと思う。 

 施設の最終入口に案内があれば良かった。 

 各地区参加人数が割り振られるが、出る人は限られる。 

 事務局の皆様には大変お世話になりました。多くの方が自家用車で避難されるかと思い

ますが、大きな混雑で本当に避難は難いと思います。こうした訓練を重ねていくことが大

切だと思いました。 

 スタッフの方が親切でよかった。 

 案内板が少なかった。書類のかき方が分かりにくい。 

 2F で説明を受ける場合にスライドに出ている資料が手元にない（パンフレット）。 

 準備される側の訓練としては、多少役立つ訓練であると感じたが、「たき出し」等や駐車

スペースの確保等、実際に発生した時には、機能しないと思われます。 

 島根半島は、佐田川、大橋川で分断されている。地震の際に橋が通行出来ないと孤立す

るのではないか？全部通れない想定は無しでよいか？ 

 松江市（バス避難） 

 避難を指示する広域放送が聞こえなかったのでお知らせの仕方を考えて欲しい。 

 訓練の流れが良く理解できました。高齢者や障害者など移動に時間がかかる方々への

避難方法も考えて頂けたらと思います。 

 豚汁がとても美味しかったです。ありがとうございます。 

 バスでの避難を始めて経験しました。平田市内････信号が多い時間がかかるのでは？

出雲大社の近く････正月中は渋滞がおきるのでは？等感じました。別のルートではだめ

なのかなとも思いました。 

 原発事故が発生するとしたら、主に大きな地震と思われる。大きな地震となれば大きな津

波が考えられる。鹿島町の日本海側で大きな津波が発生した場合、島に 5km 津波が発

－ 141 －
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生した場合どれくらいの水位か、心配である。 

 住民の多くが避難した場合に避難所が混乱しパニックになるような不安を強く感じた。 

 県・市は国や原子力規制委員会と防災訓練の内容についてよく話し合っていただきたい

です。また、訓練とは少し違う話しになりますが、鹿島町内にある各自治会の集会所の維

持管理方法の変更について意見があります。旧鹿島町時代の 30 年以上前に原発の交

付金で集会所や一時避難所という名前で集会所を作り、「町」で維持管理をしていただ

いていました。そのお金が「市」でもうなくなったから、各自治会で今後は維持管理するよ

うに方向性が変わりました。お金がないからやめるという話はおかしくありませんか？鹿

島町の原発について、全国で市町村合併をした自治体の困りごととして考えていただき、

法律をつくった国や原子力規制委員会と協議をされて改めていただきたいと思います。 

 避難経由所の役割が今ひとつ不明確（自分が）だったが、福島第一原発災害時のエピ

ソードを交えた説明により理解できた（資料より）。 

 避難所での受付終了後の訓練会場までの誘導が分かりずらかった。 

 出雲空港から離陸した旅客機のエンジン音のため防災無線（屋外スピーカー）の声が一

部聞き取りにくかった。 

 最初に安定ヨウ素剤を配布されたときに、「すぐには飲まない」「指示後に飲むように」と

いうことを強く伝えるべきだと思う。あわて者はすぐ飲もうとする。 

 放射性物質の検査が、車両しか行われず、住民検査が無かった。なぜ？訓練になるの？ 

 今回は「事前説明を受けた人間が100名程度」実際は「何も知らない人間が数1000人

以上」。後者への対応も何らかの形で訓練が必要ではないでしょうか。 

 UPZ，PAZ という用語は、各種資料を理解する上で最初の障害になる。専門家でなく、

一般人が理解できる用語にならないのかと思う。 

 大田市の協力に感謝します。 

 避難訓練を通じて原子力防災を理解していきたい。 

 訓練の必要性は十分に感じられた。 

 自分が今居住する所が「PAZ」「UPZ」の区分けについて理解出来ていない。その為最

低限住民には理解してもらう方法を再度考えるべきと思う。 

 できるだけ多くの人が訓練をしていく必要があると実感しました。つみあげも大切ですね。 

 原子力事故がおきないよう、さらに努めてほしい。 

 炊き出し、おいしかったです。 

 はじめて訓練に参加しました。知っていれば役に立つと思いました。職員の方、おつかれ

様でした。 

 避難の流れが確認でき、今後に役立つと思う（あってはならないが）。 

 避難先までの経路、中途の検査等の必要性について理解を深められた。 

 当地区に今後訓練が回ってくるのは数年後になると思われるが、できるだけ多くの方に

訓練経験を積んでおいてもらう必要を感じた。 

 市職の方の対応も丁寧でよかったです。 

 訓練に参加し、実際の事故の避難を想像することが少しできたのがよかった。 

 大田二中でトイレの数が少なく、混雑していたので、もう少し多く確保した方がよいので

－ 142 －
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は。 
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 道路などの状況によって通れない時があると思うので、別ルートなどを提示した方が良

いと思いました。またその時のための点検などをしっかりしていきたいと思います。 

 避難所での現地対応は非常に感謝します。 

 職員の方の対応が大変だと思った（十分に訓練をお願いしたい）。住民へはパンフレット

のみではなく広報をお願いしたい。 

 もう少し幅広い年齢層に参加して欲しい。 

 訓練としては、これで良いと思いますが、実際に地震が起きた場合、現在の道路事情で

は、スムーズな避難は出来ないと思う。総合的な対策が必要と思います。 

 かなり深まったがそれ故に大地震が発生した時に今日のようにはたして順調に奥出雲に
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行けるのか強く疑問をもった。むしろ、地元でどう対応していくかの認識をもっともっと深

める行動を進めたい。 

 出雲市（海路避難） 

 小さな集落を訓練の対象にしていただきありがとうございました。海上の状況が悪く、巡

視船に乗れなかったのは残念でした。秋から春迄の日本海は荒れるのがあたり前ともい

えるので、万一の時はどの程度の波高迄可能でしょうか？ 

 反省すべきは手ブラで参加した事です。避難には手荷物が必要なのでその取扱いも重

要なポイントになります。適当な大きさと重さの物を持っていけばよかったと思います。 

 救命胴衣の装着が下の部分の留め具が見えないので難しかった。 

 大人数の移動の時にスムーズに出来るのか不安だった。 

 不自由な身体の人の避難訓練も一同に出来たら良いと思う。 

 参加して良かった。 

 通信手段（電話。ケータイ）が停電だったり、無くなった場合の対応について知りたかった。

例えば船にある無線を使うとか…。 

 荒天時の訓練はなかなかできない（避難させる側もする側も）ので数人だけで予定どお

りの内容で訓練すると良いと思った。 

 話の内容及び、訓練を参考に自分なりに考えていきます！ 

 出雲市（バス避難） 

 福島第一原発事故の際の具体的な内容（放射能の広がり、避難地区は何キロだった）を

もっと知りたかった。 

 検査済証については、説明が判りませんでした。 

 個人での避難した場合の渋滞が心配です。車一台、検査に何分と明記をお願いしたい。 

 参加者には服そうの準備が必要だった。市役所の方、報道の方、マスク、帽子ない方が

いた。同じような服そうが良いと思う。皆で防災訓練参加してほしい。 

 個人の心配をとり除くほどのものではないが、一般知識として持っておく程度。 

 安定ヨウ素剤の服用のタイミングは重要とのことですが、なるべく早く服用しないといけ

ないと思われる方が多いと思います。避難時など精神的に不安定な場合は正しい情報

が入りにくいので、「指示があるまで服用しない」事を、誰でもが分かりやすくした方がい

いと思います。用紙を変更するか、安定ヨウ素の袋に記載するなど･･･。 

 知らない事がたくさんありましたので、いい経験になりました。ありがとうございました。 

 長時間水分を摂取されていない方がおられるとも予想される。ペットボトル等の水分の

補給があっても良かった。 

 この防災訓練に参加したのは、ごくわずかの地区住民である。したがって、30km 圏

（UPZ）の全住民へのきめ細やかな広報活動が必要と考える。 

 避難経路は全体的なものと考えるとよいが、地区内の場所毎々考えると、ルートは、多様

になると思う。橋がこわれて運行不能となる場合や、早く逃げることを、効率的に考える

ならば、各自が検討することが必要と感じた。 

 避難退域時検査は省略されていたが、どんなものか体験をしたかった。 

 島根原発 2 号機の新たな設備に関しては、3.11 の例をとり、諸々の新たな整備がなされ
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ていますが、万が一の場合これらを活かすための指示をされる総合的な立場の方（東日

本大震災の時は時の総理の認識不足により人災と言われた）は今は法的にはどのように

なっているのか？どういった方が指揮をとられるのか？ 

 全国的に、原発の安全対策が、福島第一原発の事故すなわち、津波被害による電源喪

失に偏っていないかと疑問に思う。東アジアの安全保障がおびやかされている現在は、

過去に経験したことがない危機についても十分、対策を練る必要があると思います。 

 地震は、いつどこで起きるか分からない。原発事故はあってはならない。にもかかわらず、

起きてしまったという現実から目を逸らさず取り組む、原発稼働を経験していない人も

多い。訓練と実際の運転はやはり異なる点が多いので、いかに技能スキル、モチベーショ

ンを維持向上させるべきか中電も行政も若く優秀な人物が入りたいと思うような風土を

つくりあげて欲しい。 

 検査を受けないといけないことがわかった。 

 交通渋滞に対する対応は良いのか？誘導情報は何かあるのか？警察官だけで人数は

足りる？ケータイへの情報はどの様にするのか？訓練を受けるのが初めてでしたので、

とてもよい機会でした。 

 初めて参加しましたが、バスでの避難等、広島までの距離を考えると、かなり不安やせま

い空間の中で、大変だという事を感じた。自家用車が基本で、車がない方（高齢者）障害

のある方が、バスでの避難となると書いてありましたが、自家用車で、うまく避難できる

か不安です。家族にも高齢者、ペットがいる。車に乗りきれない。そういう方は、どうすれ

ば･･･。いろんな家族状況の事も、避難パターンに入れてほしい。自家用車に乗り込むと

きにどのような事をやってから乗り込むのか。実際それが必要なのではないでしょうか。 

 原発がいよいよ稼働するに当たり、このような訓練は重要だと思います。以前、県の原子

力安全対策課にて多少の経験はさせて頂きましたが数年経つと忘れてしまっている事も

あったりする為、今回は本当によかったと思いました。大変お世話になりました。 

 初めて知ることが多くとまどった。見たことのない資料があり、事前に配布（避難のマップ）

してほしかった。 

 原子力災害時の行動等がわかり訓練は必要と思う。もっと多くの方に参加したらと思い

ます。 

 テロへの備えに対してどこまで対策しているかの説明をしてほしい。事故が発生した場

合、どこまで補償してくれるのか？回を重ねる度に、良くなっていると感じます。実際に発

生した時（本当はあってはならないが）にいかにスムーズに混乱なく行動出来るのか？今

後も継続した、繰り返しの訓練が大切と思います。 

 安来市（バス避難） 

 氏名を筆記する場面が 2度あったが、高齢者には難しいと感じた。1度記入し、後は写メ

で撮って避難所で示すなどの方法が良いと感じた。 

 高齢者が、バスで避難する場合の車椅子、または、補助はどうするのか気になった。 

 マニュアルを実行して、内容が見えて非常に良かった。 

 地震が起こった場合、美作市も被害を受けて避難所が開設されると思います。その際、

地元の方が避難されると思いますが、この場合、安来市の避難住民を受け入れることは
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可能か？？ 

 学習会のあとに質問したが、全く回答になっていなかった。時間もなくその回答について

もう一度聞く事ができなかった。今回は自治会の役員の参加がほとんどだったが、色々

な方が経験しておいた方が良い訓練だと思うので繰り返し実施されれば役員は変わる

ので色々な方が経験出来て良いと思います。 

 参加してよかった。 

 知っているつもりでいたのですが、やはり自分の中で自己完決していただけないのかな

と実感しました。万一事故が起れば、大変なことになる事だけは実感しました。 

 一時集結所で紙を記入し、同じ内容の物を避難先でも記入、一枚で良いのでは。共有は

できないのか。 

 バスで来たが、受入先で確認時間が取られ、トイレ等にいけない人がいたので、改善を。 

 参加してとても良かった。 

 避難がスムーズに行われるには、訓練と知識が必要であり、くり返し訓練が必要。 

 安来市（自家用車避難） 

 良かった点。市担当職員のスムーズな進行があったので、全体の流れ、するべき行動が

理解しやすかった。 

 疑問に思った点。島田小体育館に入った際の避難者の確認方法に時間を要したこと、実

際に車椅子が必要な人への対応、筆記で氏名の記載など、最善の方法なのか疑問に感

じた。 

 現地まで実際に走ることで気付くものが多々あると思います。距離と時間、現地の地理、

経由所の意味ｅｔｃ雨や地震など、目にみえ、イメージしづらい災害なだけに、訓練の重要

性は高いと思いました。 

 雲南市 

 受け入れていただける三原市さまあってのことなので。日頃から市をあげて交流する機

会を計画していただいて、住民同士、仲良くなることも大事かなと思った。 

 実際に原子力災害が発災した場合は、概ね、自家用車での避難者が多数になると思わ

れる（混乱が予想される）。ただし、今回のような、一連の流れを実体験する訓練は継続

して実施すべきと考える。今回お世話になった、三原市、島根県、雲南市関係者に対し感

謝申し上げる。原子力災害が起こらない事を切に願います。 

 主旨説明等について耳の不自由な人への対応が必要だと感じました。 

 防災訓練に参加できて良かった。今後とも宜しくお願いします！！ 

 個々人、家族により、バス移動には、持参荷物スペース的問題、体調等に寄る圧迫感等、

少しの余裕がとれるかどうか？市職員担当者の配慮等は良かったと思います。 

 前後バスの連絡。電波弱及び不可の時用に小型でも近距離でもトランシーバー等も予

備にあれば車両間連絡等々に役立つかと思います（基地局倒れたら使えないこともあり

ますし）。 

 事前の資料で持出袋は男性 15 ㎏位と有り、今回 12～13 ㎏で避難袋を準備したが移

動する事を考えると、かなり重い物と感じた。又、バスの移動では持出袋の大きさによっ

て、不公平感が出ないか心配になった（男性は袋が大きく、バスのスペースが大きく使え

－ 146 －



 

78 

 

可能か？？ 

 学習会のあとに質問したが、全く回答になっていなかった。時間もなくその回答について

もう一度聞く事ができなかった。今回は自治会の役員の参加がほとんどだったが、色々

な方が経験しておいた方が良い訓練だと思うので繰り返し実施されれば役員は変わる

ので色々な方が経験出来て良いと思います。 

 参加してよかった。 

 知っているつもりでいたのですが、やはり自分の中で自己完決していただけないのかな

と実感しました。万一事故が起れば、大変なことになる事だけは実感しました。 

 一時集結所で紙を記入し、同じ内容の物を避難先でも記入、一枚で良いのでは。共有は

できないのか。 

 バスで来たが、受入先で確認時間が取られ、トイレ等にいけない人がいたので、改善を。 

 参加してとても良かった。 

 避難がスムーズに行われるには、訓練と知識が必要であり、くり返し訓練が必要。 

 安来市（自家用車避難） 

 良かった点。市担当職員のスムーズな進行があったので、全体の流れ、するべき行動が

理解しやすかった。 

 疑問に思った点。島田小体育館に入った際の避難者の確認方法に時間を要したこと、実

際に車椅子が必要な人への対応、筆記で氏名の記載など、最善の方法なのか疑問に感

じた。 

 現地まで実際に走ることで気付くものが多々あると思います。距離と時間、現地の地理、

経由所の意味ｅｔｃ雨や地震など、目にみえ、イメージしづらい災害なだけに、訓練の重要

性は高いと思いました。 

 雲南市 

 受け入れていただける三原市さまあってのことなので。日頃から市をあげて交流する機

会を計画していただいて、住民同士、仲良くなることも大事かなと思った。 

 実際に原子力災害が発災した場合は、概ね、自家用車での避難者が多数になると思わ

れる（混乱が予想される）。ただし、今回のような、一連の流れを実体験する訓練は継続

して実施すべきと考える。今回お世話になった、三原市、島根県、雲南市関係者に対し感

謝申し上げる。原子力災害が起こらない事を切に願います。 

 主旨説明等について耳の不自由な人への対応が必要だと感じました。 

 防災訓練に参加できて良かった。今後とも宜しくお願いします！！ 

 個々人、家族により、バス移動には、持参荷物スペース的問題、体調等に寄る圧迫感等、

少しの余裕がとれるかどうか？市職員担当者の配慮等は良かったと思います。 

 前後バスの連絡。電波弱及び不可の時用に小型でも近距離でもトランシーバー等も予

備にあれば車両間連絡等々に役立つかと思います（基地局倒れたら使えないこともあり

ますし）。 

 事前の資料で持出袋は男性 15 ㎏位と有り、今回 12～13 ㎏で避難袋を準備したが移

動する事を考えると、かなり重い物と感じた。又、バスの移動では持出袋の大きさによっ

て、不公平感が出ないか心配になった（男性は袋が大きく、バスのスペースが大きく使え
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るが、女性は袋が小さくスペースが広く使えない等）。 

 三原市の皆様には訓練に対応していただき、ありがとうございます。 

 三原市さんの対応が大変よく感謝します。実際に避難する場所に行き、参考になりました。 

 有事の際を踏まえた危機管理は行政だけではなく地域住民も日頃からしっかり持ってい

なければならない。そのためにも普段から有事の際にどうすべきかときイメージトレーニ

ングをしておくことが大切だと思う。 

 バス移動時間が長かった。自家用車で移動するつもりだがバスの中からでは世羅以後

の道がわかりづらかった。 

 原子力防災についてあまり考えていなかったので訓練に参加したおかげで、おおよその

避難のしかたを知ることができて大変よかった。できるだけ多くの人に訓練に参加してほ

しい。 

 原発事故はあってはならない事ですが、不確かな情報にまどわされず、訓練により落ち

着いた行動ができるかと思います。 

 個人で自家用車で避難した時、途中に立ち寄る事もあるので全員の安否確認をとるの

が困難になると思う。安否確認をとりながら避難した人の生活維持のために力を入れて

ほしい。今は少し寒かったので寒さ対策について準備するよう宣伝してほしい。いい訓

練でした。 

 避難する方は、もちろん受入側も大変と感じた。中国電力には十分に原子力災害の対策

を講じていただきたいと切に思いました（三原市さんありがとうございます）。 

 初めて原子力災害避難訓練に参加したが、原子力災害の内容や避難が必要になった時

のルート、手順、避難場所等、理解ができた。訓練に参加して分かったことがたくさんあっ

たと思う。今日の訓練の内容を家族や職場の人にも話し、万が一に備えたいと思います。 

  

－ 147 －
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4.2 訓練項目別の評価結果 

4.2.1 実動組織による避難措置訓練 

（1） 船舶による避難 

回答者全員が、孤立した場合の避難手段として、海上保安庁などの実動機関が保有する船舶もあ

ることが「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理解できた」の合計）と回答された（図 4-17）。 

 

図 4-17 船舶による避難に関する理解度 

（2） 避難退域時検査 

回答者全員が、放射性物質が放出された後に避難を実施する場合には、避難経由所に向かう途

中で避難退域時検査を受ける必要があることが「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理解で

きた」の合計）と回答された（図 4-18）。 

また、回答者全員が避難退域時検査が済んだ際には、「検査済証」を受け取った後、避難経由所に

向かうことを「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理解できた」の合計）と回答された（図 

4-18）。 

 

図 4-18 避難退域時検査に関する理解度   
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0名
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難を実施する場合には、避難経

由所に向かう途中で避難退域時

検査を受ける必要があること

避難退域時検査が済んだ際に

は、「検査済証」を受け取った

後、避難経由所に向かうこと

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解できた 概ね理解できた

あまり理解できなかった まったく理解できなかった

無回答

回答者数：9名

－ 148 －
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4.2.2 広報訓練 

訓練広報を「確認できた」と回答された方は、9 割を超えた（図 4-19）。 

内訳をみると、「確認できた」との回答が最も多かったのは「緊急速報メール」（56％）で、次いで、「防

災無線（屋外スピーカー）」（38%）、「県や市の防災メール」（22%）と続く（図 4-20）。 

 

図 4-19 訓練広報の確認状況（確認数別） 
 

 

図 4-20 訓練広報の確認状況（広報手段別）  

66%

67%

49%

63%

72%

87%

28%
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46%

32%

28%

1%

9%

5%

7%

5%

5%
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4市計

（回答者数：320名）

松江市PAZ

（回答者数：159名）

松江市UPZ

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：62名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2つ以上確認できた 1つ確認できた 確認できなかった 無回答

4市計

（回答者数：320名）

松江市PAZ

（回答者数：159名）

松江市UPZ

（回答者数：37名）

出雲市

（回答者数：62名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

1 戸別受信機（おしらせ君） 14% 25% 14%

2 音声告知端末（ひらたＣＡＴＶ） 0% 0%

3 行政告知端末 5% 41%

4 防災無線（戸別受信機） 4% 61%

5 防災無線（屋外スピーカー） 38% 47% 24% 42% 10% 39%

6 広報車による広報 12% 21% 5% 5% 0%

7 テレビ（民放） 19% 17% 24% 26% 15% 9%

8 ケーブルテレビ 13% 11% 14% 18% 13% 9%

9 ラジオ（エフエム山陰） 3% 4% 0% 2% 3% 4%

10 ラジオ（BSS） 5% 4% 0% 3% 15% 4%

11 ラジオ（エフエムいずも） 0% 0%

12 緊急速報（エリア）メール 56% 49% 51% 56% 77% 78%

13 島根県避難ルートマップ 3% 3% 0% 5% 5% 4%

14 県や市のホームページ 6% 4% 5% 3% 15% 9%

15 県の防災メール 2% 15%

16 県や市の防災メール 22% 19% 32% 29% 35%

17 県や市の公式LINE 9% 6% 0% 26% 3% 13%

18 県の公式X 0% 0%

19 市の公式X 3% 5% 5% 3%

20 県のFacebook 0% 0%

21 県や市のFacebook 0% 3%

22 県や市のその他のSNS 2% 3% 0% 3%

23 市の公式アプリ 1% 17%

24 Yahoo!防災速報アプリ 4% 3% 3% 5% 5% 4%

25 その他 1% 0% 0% 2% 0% 9%

－ 149 －
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4.2.3 PAZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布） 

（1） 原子力災害時に避難先となる自治体について 

原子力災害時に避難先となる自治体について「知っていた」と回答された方は、7割弱であった（図 

4-21）。 

 

図 4-21 原子力災害時の避難先自治体に関する認知度 

（2） 安定ヨウ素剤について 7 

1） 服用タイミングについて 

安定ヨウ素剤は服用するタイミングが重要なことを「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理

解できた」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 4-22）。 

 

図 4-22 安定ヨウ素剤に関する理解度① 
（服用タイミングの重要性） 
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－ 150 －
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2） 服用条件について 

安定ヨウ素剤は服用指示があった場合のみ服用することが「理解できた」（「十分理解できた」及び

「概ね理解できた」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 4-23）。 

 

図 4-23 安定ヨウ素剤に関する理解度② 
（服用条件について） 

（3） 自家用車避難について 

自家用車により広域避難訓練に参加された住民を対象に、以下の項目を確認した。 

1） 避難経由所及び避難所までの到達状況 

ご自宅から避難経由所へ「迷わず移動できた」と回答された方は、7 割を超えた（図 4-24）。 

迷った箇所としては、山陰道の出口が挙げられている。 

また、避難経由所から避難所へ「迷わず移動できた」と回答された方は、7 割を超えた（図 4-24）。 

迷った箇所としては、避難所の入口付近が挙げられている。 

 

図 4-24 避難経由所及び避難所までの到達状況 
 

【避難経由所まで移動する際に、迷った箇所】 
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－ 151 －



 

84 

 

 朝山 IC（ラウンドアウト）。 

 平田町内。 

 途中 浜山公園周辺。 

【避難経由所から避難所まで移動する際に、迷った箇所】 

 国道 9 号線から大田第二中学校の入口。 

 道案内が無かった！ 

2） 避難先に移動する際に参考になった情報 

避難先に移動する際、最も参考になったのは「地区別避難計画パンフレット」（47％）で、次いで

「カーナビゲーション」（34%）、「島根県避難ルートマップ」（29%）と続く（図 4-25）。 

 

図 4-25 避難先に移動する際に参考になった情報 

3） 自家用車避難の際に必要と思われた情報 

原子力災害時に自家用車で避難先へ移動することを想定した場合、必要な情報として最も回答が

多かったのは「一般トイレ」（67％）で、次いで「ガソリンスタンド」（54%）、「食料や水などの販売店」

（48%）と続く（図 4-26）。 

その他としては、道路情報などが挙げられている。 

 

図 4-26 自家用車避難の際に必要と思われた情報 

松江市PAZ

（回答者数：139名）

1 地区別避難計画パンフレット 47%

2 島根県避難ルートマップ 29%

3 カーナビゲーション 34%

4 スマートフォン等の地図アプリ 17%

5 その他 3%

6 参考にしたものはない 2%

松江市PAZ

（回答者数：139名）

1 ガソリンスタンド 54%

2 病院（診療所） 19%

3 食料や水などの販売店 48%

4 道の駅 17%

5 一般トイレ 67%

6 バリアフリートイレ 8%

7 ベビールーム 3%

8 その他 3%

－ 152 －
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【「その他」の具体的内容】 

 渋滞情報。 

 通行不能箇所。 

 充電スタンド。 

4） 他地区での自家用車避難の実施意向 

他地区でも自家用車避難を実施すべきか否かを尋ねたところ、「実施すべき」との回答は 7割を超

えた（図 4-27）。 

 

図 4-27 他地区での自家用車避難の実施意向 
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－ 153 －
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4.2.4 UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス

等避難） 

（1） 原子力災害時に避難先となる自治体について 

原子力災害時に避難先となる自治体について「知っていた」と回答された方は、5 割を超えた（図 

4-28）。 

 

図 4-28 原子力災害時の避難先自治体に関する認知度 

（2） 屋内退避について 

指定避難所における屋内退避訓練を実施した出雲市及び安来市の訓練参加者を対象に、次の事

項を確認した。 

地震との複合災害時には命を守る行動を優先し、ご自宅にいることが危険な場合には、ためらわ

ず最寄りの指定避難所等の安全な場所に避難し、身の安全を確保したうえで、原子力災害に対する

行動をとることが「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理解できた」の合計）と回答された方は、

9 割であった（図 4-29）。 

 

図 4-29 地震との複合災害時の行動に関する理解度  
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安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）
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あまり理解できなかった まったく理解できなかった

無回答

－ 154 －
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4.2.4 UPZ 住民の避難措置等訓練（一時集結所開設・運営、安定ヨウ素剤の緊急配布、バス
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（3） バス避難者について 

バスにより広域避難訓練に参加された住民を対象に、以下の項目を確認した。 

1） 安定ヨウ素剤の服用タイミングについて 

安定ヨウ素剤は服用するタイミングが重要なことを「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理

解できた」の合計）と回答された方は、8 割を超えた（図 4-30）。 

 

図 4-30 安定ヨウ素剤に関する理解度① 
（服用タイミングの重要性） 

2） 安定ヨウ素剤の服用条件について 

安定ヨウ素剤は服用指示があった場合のみ服用することが「理解できた」（「十分理解できた」及び

「概ね理解できた」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 4-31）。 

 

図 4-31 安定ヨウ素剤に関する理解度② 
（服用条件について） 
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－ 155 －
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（4） 自家用車避難について 

自家用車により広域避難訓練に参加された松江市及び安来市の住民を対象に、以下の項目を確

認した。 

1） 避難経由所及び避難所までの到達状況 8 

ご自宅から避難経由所へ「迷わず移動できた」と回答された方は、6 割であった（図 4-32）。 

迷った箇所の具体的な記載はなかった。 

また、避難経由所から避難所へ「迷わず移動できた」と回答された方は、7 割であった（図 4-32）。 

迷った箇所に関する記載はなかった。 

 

図 4-32 避難経由所及び避難所までの到達状況（松江市） 
 

【避難経由所まで移動する際に、迷った箇所】 

 わかりにくかった。本番では今回の道は通らない。 

【避難経由所から避難所まで移動する際に、迷った箇所】 

 記載なし。 

2） 避難退域時検査場所、避難経由所及び避難所までの到達状況 

回答者全員が、一時集結所から避難退域時検査場所へ、避難退域時検査場所から避難経由所へ、

避難経由所から避難所へ、それぞれ「迷わず移動できた」と回答された（図 4-33）。 

 

図 4-33 避難退域時検査場所、避難経由所及び避難所までの到達状況（安来市） 
   

 
8 松江市の UPZ にお住まいの訓練参加者のうち自家用車避難者は、避難退域時検査場所を経由せずに避難経由所に移動。 
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回答者数：3名

－ 156 －
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60%

70%

30%

20%

10%

10%

自宅～避難経由所

避難経由所～避難所

0% 20% 40% 60% 80% 100%

迷わず移動できた 迷った 無回答

回答者数：10名

100%

100%

100%

一時集結所～避難退

域時検査場所

避難退域時検査場所

～避難経由所

避難経由所～避難所

0% 20% 40% 60% 80% 100%

迷わず移動できた 迷った 無回答

回答者数：3名

 

89 

 

3） 避難先に移動する際に参考になった情報 

避難先に移動する際、最も参考になったのは「地区別避難計画パンフレット」（54％）で、次いで

「カーナビゲーション」（38%）、「島根県避難ルートマップ」（23%）と続く（図 4-34）。 

 

図 4-34 避難先に移動する際に参考になった情報 

4） 自家用車避難の際に必要と思われた情報 

原子力災害時に自家用車で避難先へ移動することを想定した場合、必要な情報として最も回答が

多かったのは「一般トイレ」（85％）で、次いで「ガソリンスタンド」（62%）、「食料や水などの販売店」

（54%）と続く（図 4-35）。 

 

図 4-35 自家用車避難の際に必要と思われた情報 
   

2市計

（回答者数：13名）

松江市

（回答者数：10名）

安来市

（回答者数：3名）

1 地区別避難計画パンフレット 54% 40% 100%

2 島根県避難ルートマップ 23% 20% 33%

3 カーナビゲーション 38% 20% 100%

4 スマートフォン等の地図アプリ 15% 10% 33%

5 その他 8% 10% 0%

6 参考にしたものはない 0% 0% 0%

2市計

（回答者数：13名）

松江市

（回答者数：10名）

安来市

（回答者数：3名）

1 ガソリンスタンド 62% 50% 100%

2 病院（診療所） 15% 20% 0%

3 食料や水などの販売店 54% 40% 100%

4 道の駅 15% 0% 67%

5 一般トイレ 85% 80% 100%

6 バリアフリートイレ 8% 10% 0%

7 ベビールーム 0% 0% 0%

8 その他 0% 0% 0%

－ 157 －
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5） 他地区での自家用車避難の実施意向 

他地区でも自家用車避難を実施すべきか否かを尋ねたところ、「実施すべき」との回答は7割弱で

あった（図 4-36）。 

 

図 4-36 他地区での自家用車避難の実施意向 
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他地区でも実施すべき 実施する必要はない どちらでもない

その他 無回答

－ 158 －
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4.2.5 UPZ 住民の避難措置等訓練（避難退域時検査場所開設・運営）9 

（1） 避難退域時検査の必要性について 

放射性物質が放出された後に避難を実施する場合には、避難経由所に向かう途中で避難退域時

検査を受ける必要があることが「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理解できた」の合計）と

回答された方は、9 割を超えた（図 4-37）。 

 

図 4-37 避難退域時検査の必要性に関する理解度 

（2） 避難退域時検査後の避難の流れについて 

避難退域時検査が済んだ際には、「検査済証」を受け取った後、避難経由所に向かうことを「理解

できた」（「十分理解できた」及び「概ね理解できた」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 

4-38）。 

 

図 4-38 避難退域時検査後の避難の流れに関する理解度   

 
9 松江市の UPZ にお住まいの訓練参加者のうち、避難退域時検査場所を経由した、バス避難者を対象として集計。 
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無回答

－ 159 －
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4.2.6 PAZ/UPZ 住民の避難措置等訓練（避難経由所開設・運営、避難所開設・運営）10 

（1） 避難経由所の必要性について 

避難先市町村に到着後、避難経由所に立ち寄る必要があることが「理解できた」（「十分理解できた」

及び「概ね理解できた」の合計）と回答された方は、7 割を超えた（図 4-39）。 

 

図 4-39 避難経由所の役割に関する理解度 

（2） 避難所における受付対応について 

避難所での受付の際、職員の対応は「適切だった」（「適切だった」及び「概ね適切だった」の合計）

と回答された方は、9 割弱であった（図 4-40）。 

なお、「適切でなかった」と思った理由として、人数の多さや会場の広さに起因する事項が挙げられ

ている。 

 

図 4-40 避難所における受付対応 
 

10 避難退時検査までであった出雲市を除く。 
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－ 160 －
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3%

5%

8%

9%

9%

3市計

（回答者数：260名）

松江市

（回答者数：198名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適切だった 概ね適切だった あまり適切ではなかった 不適切だった 無回答
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【「適切でなかった」と思った理由】 

 待ち時間が長かった！ 

 人数が多すぎた。 

 受付場所の看板が小さく、判りにくかった。 

 声が小さいので聞きとれず。 

（3） 原子力防災学習会等について 11 

1） 説明内容の理解度 

説明内容について「理解できた」（「十分理解できた」及び「概ね理解できた」の合計）と回答された

方は、9 割を超えた（図 4-41）。 

 

図 4-41 説明内容の理解度 

2） 説明内容の役立ち度 

説明内容は「役に立つ」（「十分役に立つ」及び「一部役に立つ」の合計）と回答された方は、9 割を

超えた（図 4-42）。 

 
11 出雲市は湖陵コミュニティセンターで実施された学習会が対象。 

27%

18%

38%

30%

66%

69%

62%

65%

2%

5%

5%

8%

4%

3市計

（回答者数：124名）

出雲市

（回答者数：62名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分理解できた 概ね理解できた

あまり理解できなかった まったく理解できなかった

無回答

－ 161 －
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図 4-42 説明内容の役立ち度 

3） 展示内容の役立ち度 

会場内に展示した避難所資機材は、避難先における生活をイメージするうえで「役に立つ」（「十分

役に立つ」及び「一部役に立つ」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 4-43）。 

 

図 4-43 展示内容の役立ち度（安来市） 
 

65%

47%

85%

83%

27%

42%

15%

9%

2%

3%

4%

5%

8%

4%

3市計

（回答者数：124名）

出雲市

（回答者数：62名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分役に立つ 一部役に立つ

あまり役に立たない まったく役に立たない

無回答

十分役に立つ

30名

77%

一部役に立つ

8名

20%

あまり役に立

たない

1名

3%

役に立つ

38名

97%

役に立たな

い

1名

3%

無回答

0名

0%

回答者数：39名

－ 162 －
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図 4-42 説明内容の役立ち度 

3） 展示内容の役立ち度 

会場内に展示した避難所資機材は、避難先における生活をイメージするうえで「役に立つ」（「十分

役に立つ」及び「一部役に立つ」の合計）と回答された方は、9 割を超えた（図 4-43）。 

 

図 4-43 展示内容の役立ち度（安来市） 
 

65%

47%

85%

83%

27%

42%

15%

9%

2%

3%

4%

5%

8%

4%

3市計

（回答者数：124名）

出雲市

（回答者数：62名）

安来市

（回答者数：39名）

雲南市

（回答者数：23名）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分役に立つ 一部役に立つ

あまり役に立たない まったく役に立たない

無回答

十分役に立つ

30名

77%

一部役に立つ

8名

20%

あまり役に立

たない

1名

3%

役に立つ

38名

97%

役に立たな

い

1名

3%

無回答

0名

0%

回答者数：39名
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おわりに 

 

令和 6 年度島根県原子力防災訓練を対象に、訓練方法の評価及び訓練対象の評価を行った。 

今年度の訓練では、令和 6 年能登半島地震を踏まえ、地震災害との複合災害時における対応を訓練した。 

なお、中国電力株式会社島根原子力発電所 2 号機の再稼働直前・直後の実施となった。 

防災関係機関の職員のみならず、多くの住民参加も得たことで、より実態に即した訓練を実施でき、各種計

画類の実効性を確認できた。 

今回の訓練で確認された主な課題やアンケート結果等をもとに、各種計画類の改善等に繋げるとともに、次

年度以降も重点項目を設定した訓練を企画・実施すること等により、引き続き原子力災害対策の充実・強化に

努めることが期待される。 
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島島根根県県原原子子力力防防災災訓訓練練のの実実施施状状況況  

 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 
第１回 昭和 57 年 

４月 27日(火) 
8:55～12:20 

１４機関 
４４３名 

・緊急時通信連絡訓練 
・対策会議の設置訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 

第２回 昭和 61 年 
11月 12日(水) 

8:40～12:20 

１４機関 
５４５名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・立入制限等措置訓練 
・緊急時医療活動訓練 

第３回 平成元年 
１月 20日（金） 

8:30～12:30 

１５機関 
６２９名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限等措置訓練 
・緊急時医療活動訓練 

第４回 平成２年 
10 月 17日（水） 

8:30～13:30 

２２機関 
６７５名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限等措置訓練 
・避難等措置訓練 
・緊急時医療活動訓練 
・飲食物給与措置訓練 

第５回 平成４年 
11 月 10日（火） 

8:30～13:00 

２４機関 
７９８名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限等措置訓練 
・避難等措置訓練 
・緊急時医療活動訓練 
・飲食物給与措置訓練 
・災害救助法適用申請訓練 

第６回 平成６年 
11 月８日（火） 

8:30～13:00 

２４機関 
８４３名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限等措置訓練 
・避難等措置訓練 
・緊急時医療活動訓練 
・飲食物給与措置訓練 
・災害救助法適用申請訓練 
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 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 
第７回 平成８年 

11 月６日（水） 
8:30～13:00 

２４機関 
９８３名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限等措置訓練 
・避難等措置訓練 
・緊急時医療活動訓練 
・飲食物給与措置訓練 
・災害救助法適用申請訓練 
・住民参加避難訓練 
・防災ヘリコプター出動訓練 
・ヨウ素剤搬送訓練 

第８回 平成 10 年 
11月５日（木） 

8:30～13:00 

２５機関 
２，０２７名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時環境モニタリング訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限等措置訓練 
・避難等措置訓練 
・緊急時医療活動訓練 
・飲食物給与措置、搬送訓練 
・災害救助法適用申請訓練 
・住民・学校参加避難訓練 
・防災ヘリコプター出動訓練 
・ヨウ素剤搬送訓練 

第９回
(国との
合同総
合訓練) 

平成 12 年 
10月 28日（土） 

8:00～16:00 

８３機関 
１，９００名 

(1)国、地方自治体及び原子力事業者共通の訓練 
・緊急時通信連絡訓 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・原子力災害合同対策協議会運営訓練 
(2)国が主体となって行った訓練 
・原子力緊急事態宣言発出訓練 
・原子力災害対策本部運営訓練 
・原子力災害現地対策本部要員等派遣訓練 
・原子力災害現地対策本部運営訓練 
(3)地方自治体が主体となって行った訓練 
・災害対策本部等設置運営訓練 
・住民の避難 
・屋内退避、避難所開設訓練 
・自衛隊、警察、消防等による避難誘導、緊急輸送
訓練 

・緊急時モニタリング訓練 
・緊急時医療活動訓練 
・立入制限、交通規制等措置訓練 
・広報活動訓練 
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 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 
第 10 回 

(個別訓練) 
平成 13年 

11月７日(水) 
8:30～17:00 

１７機関 
約４００名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部の設置運営訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難等措置訓練（学校の避難訓練） 
・緊急被ばく医療訓練 
・防災資機材の点検・取扱訓練 

第 11 回 
(総合訓練) 

平成 14 年 
11 月８日(金) 

7:50～16:05 

５０機関 
約８，５００名 

・緊急時通信連絡訓練 
・災害対策本部等設置運営訓練 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・住民の避難・屋内退避・避難所開設訓練 
・学校における避難訓練 
・緊急被ばく医療訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限・交通規制等措置訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 
・災害弱者対応訓練 

第 12 回 
(個別訓練) 

平成 16 年 
１月 23 日(金) 

8:30～16:30 

２８機関 
約８，３００名 

・緊急時通信連絡訓練 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療訓練 
・防災へリによる救急搬送訓練 
・避難等措置訓練（学校の避難訓練） 
・原子力防災資機材取扱訓練 

第 13 回 
(総合訓練) 

平成 16 年 
10 月８日(金) 

8:00～14:00 

５６機関 
約６，２００名 

・緊急時通信連絡訓練 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・災害対策本部設置運営訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療訓練 
・住民の避難等措置訓練 
・学校・幼稚園の避難等措置訓練 
・緊急時要支援者の避難等措置訓練 
・広報活動訓練 
・立入制限・交通規制等措置訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 

第 14 回 
(個別訓練) 

平成 17 年 
11月 17日(木) 

7:00～16:00 
※オフサイトセンター

運営訓練は、平成 17 年

９月８、９日に実施 

４１機関 
約６，７００名 

・初動対応訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練 
・防災へリによる要員搬送訓練 
・住民の避難措置等訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・原子力防災研修 
・原子力防災資機材取扱訓練 
・オフサイトセンター機能班訓練 
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 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 
第 15 回 

(総合訓練) 
平成 19年 
１月 30日(火) 

7:00～14:00 

４９機関 
約６，５００名 

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練) 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・災害対策本部設置運営訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練 
・住民の避難等措置訓練 
・学校・幼稚園の避難等措置訓練 
・災害時要援護者の避難等措置訓練 
・広報活動訓練 
・防災へリによる救急搬送訓練 
・防災へリによる救急搬送通信訓練 
・立入制限・交通規制等措置訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 

第 16 回 
(総合訓練) 

島根県国民

保護共同訓

練の中で実

施 

平成 19 年 
11月２日(金) 

7:00～14:00 

７９機関 
約１，１８０名 

※参加者の集計方法が
異なっているため、参
加者数が少なく計上さ
れている。 

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練) 
・緊急対処事態対策本部設置運営訓練 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・緊急搬送等訓練 
・住民等避難訓練 
・救援等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 

第 17 回 
(個別訓練) 

平成 20 年 
10月 28日(火) 

8:30～17:00 
※「オフサイトセンター

活動訓練」は、10 月９、

10 日に、「緊急被ばく医

療関係者研修」は、10 月

４日に実施。 

７５機関 
約７，９００名 

※参加機関について、学校

を個別に計上しているた

め機関数が増加している。 

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練) 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練(緊急被ばく医療関係
者研修、安定ヨウ素剤内服液調剤訓練、救急搬
送訓練) 

・住民の避難措置等訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・災害時要援護者の避難措置等訓練 
・オフサイトセンター活動訓練 

第 18 回 
(総合訓練) 

平成 21 年 
11月 13日(金) 

7:00～14:00 

７３機関 
約６，５００名 

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練) 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・災害対策本部設置運営訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練 
・住民の避難等措置訓練 
・学校等の避難等措置訓練 
・災害時要援護者の避難等措置訓練 
・広報活動訓練 
・救急搬送訓練 
・自衛隊へリによる救急搬送・通信訓練 
・立入制限、交通規制等措置訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 
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 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 
第 19 回 

(個別訓練) 
平成 23 年 
１月 19日(水) 

8:30～16:00 
※「オフサイトセンター

活動訓練」は、12 月

14,15 日に実施。 

７５機関 
約６，７００名 

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練) 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練(緊急被ばく医療スク
リーニング等訓練、救急患者搬送・通信連絡訓
練) 

・住民の避難措置等訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・災害時要援護者の避難措置等訓練 
・オフサイトセンター活動訓練 

第 20 回 
(個別訓練) 

平成 24 年 
2 月 16 日(木) 

8:00～16:30 
※「初動対応研修」は、

１月 25 日に実施。 

３０機関 
約２，３００名 

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練) 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・緊急物資輸送訓練 

第 21 回 
(個別訓練) 

平成 25 年 
1 月 26 日(土) 

7:00～15:30 
※「原子力防災実務者研

修・原子力緊急時対応演

習」は、12 月 17,18 日に

実施。 

約９０機関 
約３，１００名 

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練) 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練(汚染等を伴う救急患
者搬送・医療処置等訓練、安定ヨウ素剤調製訓
練） 

・オフサイトセンター設置運営訓練 
・住民の避難措置等訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・社会福祉施設（入所施設）等の避難措置等訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 
・避難誘導、交通規制等訓練 

第 22 回 
(個別訓練) 

平成２5年 
11 月 5 日(火) 

8:30～14:30 
及び 

11 月 10日(日) 
7:00～16:10 

約１００機関 
約３，６００名 

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練） 
・緊急時モニタリング訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・住民の避難措置等訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・要援護者の避難措置等訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 
・避難誘導、交通規制等措置訓練 

第 23 回 
(個別訓練) 

平成 26 年 
1０月 18 日(土) 

7:00～17:00 

約９４機関 
約３，１５０名 

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練） 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・住民の避難措置等訓練 
・スクリーニング訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・避難誘導、交通規制等措置訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 
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 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 
第 24 回 

(個別訓練) 
平成 27 年 

1０月 23 日(金) 
8:30～15:00 

及び 
10 月 25日(日) 

8:00～17:00 

約１０８機関 
約２，８００名 

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練） 
・オフサイトセンター設置運営訓練 
・住民の避難措置等訓練 
・在宅避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・避難退域時検査(スクリーニング)訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・庁舎放射線防護対策訓練 
・避難誘導、交通規制等措置訓練 
・緊急被ばく医療活動訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 

第 25 回 
(個別訓練) 

平成 28 年 
11 月 14日(月) 

8:30～16:45 
及び 

11 月 19日(土) 
8:00～17:15 

約８６機関 
約３，０５０名 

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練） 
・住民の避難措置等訓練 
・緊急速報（エリア）メール広報訓練 
・島根県災害対策本部移転準備訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・避難退域時検査訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難誘導、交通規制等措置訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 

第 26 回 
(個別訓練) 

平成 29 年 
11 月 17日(金) 

8:30～13:00 
及び 

11 月 19日(日) 
8:30～15:30 

約１３８機関 
約２，９８０名 

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練） 
・住民の避難措置等訓練 
・緊急速報（エリア）メール等広報訓練 
・広域避難通信連絡訓練 
・バスによる緊急輸送等通信連絡・実動訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・避難退域時検査訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難誘導、交通規制等措置訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 

第 27 回 
(個別訓練) 

平成 30 年 
10 月 26日(金) 

8:30～15:40 
及び 

10 月 30日(火) 
8:30～14:00 

約１４６機関 
約３，０３０名 

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練） 
・オフサイトセンター運営訓練 
・住民の避難措置等訓練 
・緊急速報（エリア）メール等広報訓練 
・広域避難通信連絡訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・避難退域時検査訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・自衛隊災害派遣運用訓練 
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 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 

第 28 回 
(総合訓練) 

令和元年 
11 月８日(金) 

14:00～18:50 
11 月９日(土) 

8:30～17:30 
  及び 
 11 月 10 日(日) 
    8:30～15:00 

約２０８機関 
約７，７８０名 

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練） 
・住民の避難措置等訓練 
・緊急速報（エリア）メール等広報訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・避難退域時検査訓練 
・原子力災害医療訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難誘導・交通規制等訓練 

第 29 回 
(個別訓練) 

令和２年 
 10 月 15 日（木） 

9:30～11:30 
 10 月 28 日（水） 

   8:30～12:00 
  及び 
 10 月 31 日（土） 

  15:00～16:00 

１２６機関 
約２，８００名 

・初動対応訓練 
・緊急速報（エリア）メール等による広報訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・避難退域時検査会場での手順確認と感染症防止
対策の検討 

・一時集結所での感染症防止対策の検討 

第 30 回 
(個別訓練) 

令和４年 
 ２月２日（水） 

   8:30～11:30 

１２６機関 
約２，５００名 

・初動対応訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
（通信連絡訓練） 

・広報訓練 
第 31 回 

(個別訓練) 
令和４年 

11 月 7 日（月） 
8:40～15:30 

11 月 12日（土） 
8:30～16:00 

11 月 15日（火） 
13:00～15:00 

及び 
11 月 19日（土） 

9:00～11:00 

１５０機関 
約３，４７０名 

・初動対応訓練 
・緊急速報（エリア）メール等による広報訓練 
・住民の避難措置等訓練、避難退域時検査訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・実動組織による住民避難措置等訓練 
・避難誘導・交通規制等措置訓練 
・社会福祉施設の避難措置等訓練 
・病院の避難措置等訓練 
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 実施日 参加機関／参加者数 訓練項目 

第 32 回 
(個別訓練) 

令和５年 
９月 30 日（土） 

13:00～15:00 
10 月 19日（木） 

8:40～16:30 
11 月５日（日） 

8:30～15:00 
11 月７日（火） 

10:00～11:30 
11 月８日（水） 

9:00～12:00 
及び 

11 月９日（木） 
9:30～11:00 

１４６機関 
約３，４７０名 

・初動対応訓練 
・緊急速報（エリア）メール等による広報訓練 
・住民の避難措置等訓練、避難退域時検査訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・保育所等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・避難行動要支援者の避難措置等訓練 
・実動組織による住民避難措置等訓練 
・避難誘導・交通規制等措置訓練 
・社会福祉施設の避難措置等訓練 
・病院の避難措置等訓練 

第 33 回 
(個別訓練) 

令和 6 年 
10 月９日（水） 

9:00～12:30 
11月７日（木） 

8:30～12:00 
11 月９日（土） 

9:00～10:45 
11 月 13日（水） 

9:30～12:45 
11 月 16日（土） 

8:30～16:45 
11 月 18日（月） 

13:30～16:50 
11 月 23日（土） 

8:30～15:00 
及び 

令和７年 
２月６日（木） 

8:30～16:30 

１１１機関 
約４，８４０名 

・初動対応訓練 
・緊急速報（エリア）メール等による広報訓練 
・住民の避難措置等訓練、避難退域時検査訓練 
・学校等の避難措置等訓練 
・保育所等の避難措置等訓練 
・緊急時モニタリング訓練 
・実動組織による住民避難措置等訓練 
・避難誘導・交通規制等措置訓練 
・社会福祉施設の避難措置等訓練 
・病院の避難措置等訓練 
・原子力災害医療訓練 
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